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本誌前号 所載の 「教育の自由と国民主権(上)」(以

下、本稿 〈上〉と略記する)で 既にみたように、兼子氏

は、教育基本法の教育 目的規定は、①具体的な教育活動

にとっては訓示規定にほかならず、②教育内容を具体的

に拘束 しえず、③学校制度的基準の範囲でのみ法的効力

を有するに すぎない、 したがって、 ④その 内容をなす

「民主主義と平和と真理の教育」 を 「現行教育基本法の

基本 原理」 とすることは適切ではない、 と説いている

(本稿 〈上>9頁`d}、{e}部 分)。 しかし、人間の尊厳にふ

さわしい教育の自由は,教 育基本法が規定する 「真理、

民主主義、平和、勤労、健康を価値 として生きる人間の

育成」という教育 目的を不可欠 に必要とし、国民は主権

によってかかる教育 目的を法規としても守 り発展させる

ことによってのみ、教育の自由を拡大 ・発展させること

ができると考え られる。本編では、兼子氏の所説を批判

しつつも、むしろ積極的にこの点を論ずるために、教育

基本法の明文改定ないし実質的改定をめざす現実の政治
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的動向、および、教基法の存在意義をめぐる学説の整理

・検討を踏まえて、教育基本法の教育目的規定の存在意

義を解明することとす る。

第1節 教育基本法の教育 目的規定

の明文改定ない し実質的改

変を目ざす動向

(1》教育基本法改定 ・憲法改定 ・戦後教育制度再

編の歴史的動向

今 日、教基法の教育 目的規定の存在意義をあらためて

論 じなければならない最大の理 由は、後述のように、サ

ンフラソシスコ体制の形成 ・進展とともに、わが国政府

とこれに連なる与党、保守勢力が戦後教育制度の全面的

再編成を意図 し、その根幹をなす教育基本法そのものを

も改定することを機会あるごとに試み、あるいは、その

条件づ くりをすすめてきていることである。

ほぼ1978年 迄の 教育 基本法 改定の 動向の主たるもの

は、鈴木英一氏によれば、実質的に教育基本法に代わる

教育 理念に 行政的権威を 与えようとするものをも含め

て、次のようにまとめ られるω。

①勅語に代わる教育憲章制定論(1948年6月 頃)②

文教審議会の勅語にかわる教育綱領作成問題(1949年5

～6月)③ 天野貞祐文部大臣 「国民実践要領」 の挫折

(1950年U月 ～52年11月 頃)④ 清瀬一郎文部大臣の臨時

教育制度審議会設置法案(1956年)⑤ 荒木万寿夫文部

大臣の教育基本法再検討論(1960年7月 ～61年2月 頃)

⑥憲法調査会の改憲構想(1956年 ～64年)⑦ 中央 教育

審議会の 「期待される人間像」(1966年10月)⑧ 田中角

栄首相の教育基本法再検討 ・教育勅語擁護発言(1974年

5月 ～7月)⑨ 自由民主党の教育基本法 批判 と同法改

正の主張(1975年11月 ～12月)⑩ 福田魁夫 首相の教育

勅語賛美発言(1977年2月)⑪ 内藤誉三郎 自民党参議

院議員(の ち、1978年12月 、文部大臣に就任)の 予算委

員会における教育 勅語にかわる教育憲章 制定要求発言

(1977年10月18日)⑫ 砂田重民文部大臣の教育勅語擁護

発言(1978年8月28日)

このうち,憲 法調査会による改憲構想は、教育基本法

存立の論理的 ・実質的前提である憲法その ものの改定を

目ざしたものであり、教基法改定の動向において一つの

画期をなすものであった。

日本国憲法は、基本的には,ポ ツダム宣言受諾の必然

的帰結であるが、その早急な制定、象徴天皇制条項の設

置等、その制定と発足そのものが、既に顕著になりつつ

あった米ソ両陣営の対立を要因とし、アメリカの対 日占

領政策の影響を受けたものであった。アメリカの世界政

策 ・戦略、とりわけ極東におけるそれの必要か ら、アメ

リカ占領軍権力は、ポツダム宣言 ・日本国憲法に違反の

措置を自らとり、ないしは 日本政府にとらせることを重

ねたω。 日米安保条約や自衛隊法等憲法違反の法規に基

づ くサ ンフランシスコ体制と呼ばれる今 日のわが国の政

治体制は、このようなアメリカの政策 とそれに従属 しつ

つ資本主義的復活をはかったわが国保守支配層の政策 と

によって形成されたものである。それゆえ、占領の終結

とともに、形式上、国の最高法規として位置づけられて

いる憲法とその精神を受けた教育基本法等の諸法律、そ

れらに基づ く民主的改革により形成された戦後諸制度の

再検討がわが国政府 ・支配層にとって課題となった。そ

の頂点に位置するのが憲法改正問題であり、憲法改正を

唱える風潮は、既に占領下で再軍備 ・サ体制への移行が

問題となるとともに高まっていたが、MSA四 協定(54

年3月8日 調印)、 防衛庁設置法および自衛隊法の公布

(同年6月9日)を 経て、憲法改正はわが国政府 ・保守

勢力の最大の課題となった。その結果、1955年 、民主、

自由両党と緑風会を 中心 として 「自主憲法 期成同盟」

(55年5月 結成、 神川彦松理事長)お よび 「自主憲法期

成議員同盟」(同年7月 結成、広瀬久忠会長)に よる改憲

運動が展開された。 これらの動きに対抗して、左派 ・右

派社会党を含む国民組織 として 「憲法擁護国民連合」が

結成され(54年1月)護 憲運動を展開した。改憲勢力 と

護憲勢力の対立は、両派社会党の統一(55年10月)、 保

守統一による自由民主党の結成を経て激化した。 自民党
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は、その結成大会(1955年11月15日)に 決定した 「党の

使命」および 「党の綱領」において 「現行憲法の 自主的

改正」 を掲げた。 直後に成立した 第三次鳩山一郎内閣

は、翌年、改憲議席を確保すべ く小選挙区制法案を提出

するとともに、 「憲法調査会法」 を成立させた(同 年6

月11日 公布)。 小選挙区制法案は廃棄となったが、 同 じ

国会では、地教行法も制定された。憲法調査会には社会

党や参加を要請された改憲に反対ないし批判的な学者の

多くが参加を拒否した事情 も加わりω、その審議および

最終報告書(64年7月3日)の 内容は改憲意見が主流を

占めた。 これに関して、次のように述べ られている。

「憲法調査会の 最終意見は、 いわば解釈改憲路線を是

とする高柳賢三(会 長)グ ループ(7人)と 、これに対

抗する全面改憲意見をまとめた 共同意見書(「 憲法改正

の方向」)グ ループ(19人)と に二分 された。後者の意

見によると、(1)自主憲法制定、(2)天皇の元首化、〔3}9条

全面削除需自衛隊創設、国民の国防義務明記、(4)国民の

権利の制約明記、家産制度承認、(5)国会の最高機関性削

除、(6)緊急事態法制の明記、 このような内容が構想され

ており、現代福祉国家論という新 しい装いの下に、天皇

制 ・家制度の面での旧思想を、軍備 ・緊急事態 ・執行権

力優位の面で権力国家思想を、みなぎらせていたのであ

った。」(5,

この調査会における改憲論者の教育構想については、

次のようにまとめられている。

「第1は 、 憲法上に教育の 基本原則を明記 しようとす

る共通の基盤に立っている……(以 下、改行は省略する

一 引用者)。 第2は 、 祖国愛、社会連帯的な団体本位

の思想、民族共同体の思想を育成すべきことを規定せよ

と述べている……。第3は 、教育の政治的中立を確保す

るために、教育に対する国(政 府)の 監督 ・責任を明記

すべきであるという……。教育内容についても、文部大

臣が責任をもつという。第4は 、教育の機会均等徹底の

ために教育費の国庫補助が説かれる。ただし、それは、

……能力ある英才のみの教育機会を保障しようとするの

である。……第5は 、 日教組および国民の教育運動を敵

視している……。 したが って、これ らの団体や運動を抑

圧するための 規定を 憲法に設けようとする。 第6は 、

r教育の自由』とr学 問の自由』 を峻別 し、高等学校以

下の下級の 教育 機関におけるr教 育の 自由』 を否定す

る。 さらに、かかる教育機関では教育内容の画一化がは

かられる……。第7は 、教育行政の中央集権化を促進す

べきであるという……。第8は 、……現行憲法 ・教育基

本法の理念を否定しようとしている。」⑥

しかし、憲法擁護ないし改悪反対の運動の拡大 ・深化

も影響して、55年 ・58年の衆議院総選挙、56年 ・59年の

参議院通常選挙において改憲勢力 ・自民党は、改憲発議

に必要な三分の二の 議席を 獲得 できなかった。 また、

1960年 の安保条約改定に際しては、国民的な規模の強い

反対運動が盛 り上った。他方、最高裁判所は、1959年12

月16日 の砂川事件判決で、 日米安保条約の合憲 ・違憲の

法的判断は 「内閣 ・国会の高度の政治的ないし自由裁量

的判断」にかかるところす くなくなく、 「司法 裁判所の

判断には、原則としてな じまない性質のものであ(る)」

と判示 し、 さらに、1960年6月8日 の衆議院の解散に関

する苫米地事件判決で、いわゆる 「統治行為論」をとる

立場を決定的に明 らかにしたω。

以後、 自民党 ・政府は、70年 代の終 り頃迄は、当面の

方策としては、明文改憲よ りも憲法規定の強引な解釈と

運用によって憲法改定と実質的に同様の効果を得 る施策

を事実上、重ねてきた。

しかし、 自民党の憲法改正という根本方針が変わった

わけではなかった。1972年10月6日 、 自由民主党憲法調

査会(当 時会長=稲 葉修)は 、総会で 「憲法改正大綱草

案」を決定した《8}。その主たる内容は次に示すとおりで

あるが、それに示された改憲の方向は、少なくとも基本

的なところでは、今 日に引き継がれているとみ られるの

である。

① 「現行 日本国憲法は、占領下、国民にいまだ主権が

な く、また自由な意志の表明を許されなかったとき、連

合国占領軍の強い指導の下に、きわめて短時日の間に作

成 されたものであるか ら……不備不合理な箇所がありわ

が国情に合致しないところが少な くない。またその表現

は明確を欠 く……。」「よって、……独立 した民主国にふ
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さわしい憲法をもつため、…… 憲法を改正する。」 ②

「わが国の歴史 と伝統にもとづき、 天皇が国を代表する

ことを明確にする。」 ③ 「日本国の安全保障は、究極に

は国連の普遍的集団安全保障機構に依存することを理想

とするが、これに到達するまでの間は自衛力の保持と集

団安全保障機構によることを明らかにする。」 ④ 「国民

の権利は、社会連帯の理念にもとづき発揮 されるべきも

のであるか ら、・国民は、他人の権利 ・自由及び社会の秩

序を尊重すべき責務を明らかにする。」 ⑤ 「家庭は、祖

先か ら受けて子孫に伝承すべき人間の生命を育てる礎石

であ り、また社会の基底であ ることにかんがみ、国は家

庭を保障することを規定す る。」 ⑥ 「土地の所有権等に

制限を加える」 ⑫ 「国会は……、 参議院の特殊性を発

揮できるよう、その構成、機能について、 これを根本的

に改める」 ⑧ 「内閣に、'緊急状態における特別の立法

および 財政措置の 権限を付与する規定を設ける。」 ⑨

「最高裁判所の 大法廷は憲法の 解釈適用にかんする裁判

及び判例を変更する裁判をおこない、小法廷は、その他

の裁判をおこな うこと等を考究す る。」 ⑩ 「現行憲法89

条後段の……条項は、 これを削除する。」 ⑪ 「国際乎和

機構への 参加協力 とその場合の 主権制限の 関係につい

て、新たに規定を置 く」 ⑫ 「憲法の改正は、 十分国民

の理解と納得を求め、適当な時期に国会に憲法調査委員

会(仮 称)を 設けて、憲法の条章により、国民に発議す

る改正案を作成する。」

前記の 「教基法改定の動向」は、以上のような明文改

憲な らびに 「解釈改憲」 という戦後体制そのものの変革

をめざす動向の一環 として位置づけられるものである。

そして、戦後教育の歴史においては、教育理念そのもの

を変えようとするこの動ぎと並行して、憲法、教基法の

理念に反する教育制度再編成と教育行政施策とが推進さ

れたのであった。

かか る戦後教育制度再編の意図を示す最初のまとまっ

た政策は、政令改正諮問委員会の 「教育制度の改革に関

す る答申」(⑲51年11月 ・16日)にみられる。 この答 申は.

教基法の改正そのものには触れていないものの、6・3

制単線型学校体系の再編成、教育課程の中学校段階から

の進路に応 じた種別化、国定標準教科書の作成、教育委

員会の任命制度化、地方教育行政に対する文部大臣の監

督権限強化、大学研究費の傾斜配分、教育関係審議会の

再編 ・統合等、その後の教育政策の基本方向をほぼ示す

ものであった。その後この方向に沿った制度改革は、文

部大臣の 権限強化 ・教科書検定権の明示(1952年 ・53

年)、 教育の 「中立」に関する二法の制定(54年)、 地教

行法の制定による教育委員会の任命制度化 ・教育行政の

国家統制の強化(56年)、 「道徳」の特設、学習指導要領

の国家基準化、 勤務評定実施の全国化(58年)、 高等専

門学校の発足(62年)、 大学の運営に関する臨時措置法

の制定(69年)、 筑波大学の発足(73年)、 教頭職法制化

(74年)、 等々と進められた。また、憲法、教基法の理念

に反 した教育内容の国家統制は、教育課程の基準 ・学習

指導要領の 改訂、 教科書の検定の度毎に 強化されてき

た。

これらの動向の中にあって、1960年11月1日 の経済審

議会答 申 「国民所得倍増計画」と63年1月14日 の経済審

議会答 申 「経済 発展における入的能力開発の 課題と対

策」 とは高度経済成長期(55年 頃か ら73年10月 のオイル

シ ョック迄)の 科学 ・技術 ・労働力政策に沿う教育政策

の総体を、66年10月31日 の 中央 教育審議会答 申の別記

「期待される人間像」 は、 この時期の思想教化政策の全

体的方向を示すものであり、71年4月30日 の社会教育審

議会の答 申 「急激な社会構造の変化に対処する社会教育

のあり方について」と、同年6月11日 の中教審答申 「今

後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的

施策について」とは、高度経済成長の上に立った教育政

策のほぼ集大成とい うべきものである。この中教審答申

は、教基法の存在とその理念に立ち入って検討 ・評価を

加えることなく 「第3の 教育改革」を標傍することによ

って、戦後教育の成果とその指導理念 ・基本原則 として

の教基法とをほうむ り去ろうとするものであった。その

後、この改革路線は、戦後学校制度の根幹 としての6・

3・3・4制 の学校体系の全面再編には 至って いない

が、専修学校の法制化(75年)、 主任の 制度化省令制定

(同年)、 新構想教育大学の法定(78年)、 放送大学学園
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法の制定(81年)と 進め られた。

以上をふり返ってみるに、少な くとも、1970年 代まで

は、政権与党 ・政府 ・文部省等が事実上進めてきた政策

・施策は、憲法については、解釈改憲であり、教育基本

法について もこれを明文改定しないままにその法的効力

を事実上無効たらしめるものであった。そして、この解

釈改憲と教基法のいわば 「準解釈改憲」の動きに現象的

には並行しつつ、内容的 ・本質的にはこれを主導するも

のとして、明文改憲と教基法明文改定の動きがあった と

いえる。

教育の自由と国民主権(中)

また、 自主憲法制定国民会議(岸 信介会長、1969年5

(2)1980年 代の改憲運動における教育問題

1980年 代に入ってから、改憲運動は新たな質 と拡が り

をもって 展開 されつつあり、 そこにおいては、 教育問

題、・とりわけ教育の理念問題に重要な位置づけが与えら

れている。

1980年3月 、自主憲法期成議員同盟(会 長=岸 信介元

内閣総理大臣)は 、地方議会あてに 「新 しい憲法を制定

して時代を一新する運動に御協力頂きたいお願い」q1)を

発し、添付雛型の 「新憲法の制定を要請する決議(又 は

意見書)」 を地方議会で 可欠すること、 又は同趣 旨の請

願運動を展開すること、各地に同同盟の支部を設置し、

都道府県 ・市区町村民会議へと発展させること、同同盟

に入会することを要請 している。この雛型決議文には、

次のように述べ られている。

「現 日本国憲法は、敗戦直後、占領軍が作成した英文憲

法を翻訳したものであり、他国の憲法に必ずある国家緊

急時の対処規定がないなど、独立国家としての憲法の体

をなさず、また国家の歴史と民族の伝統をおろそかにし

て、個人の権利ばか りを強調するのあま り、社会や国家

のことを考えない利己的な人間を輩出し、毎 日の報道に

現われているような精神構造異変と教育の荒廃とを惹き

起 こしてきている。

われわれはここに、 日本民族の内外に迫 りくる危機を

回避するため 『現憲法を改めて時代を一新する』ことを

求める……。」

月3日 結成)も 、80年5月3日 の 「自主憲法制定第11回

国民大会」においてほぼ同様の方針を提起してお り、そ

こでは、その方針が、元号法制化の運動を踏襲するもの

であることを述べているq2)。

この国民会議主催の81年5月3日 の 「第12回 自主憲法

制定国民大会」における岸信介会長の演説は、上記 自主

憲法制定議員同盟要請の雛型決議文案と同旨であるが、

この中に、改憲論者の教育改革論が典型的に現われてい

ると考え られるので、 やや 長いが、 その部分を 次に示

すq3》。

民族の精神構造異変を是正す るためにも改憲を

なお、終 りに私が特に申し上げたいことは、最近

の日本の国情を見ますると、皆 さんもお気付 きのよ

うに、残虐な殺人や冷酷な誘拐などの、本当に身の

毛 もよだつような犯罪がやたらと横行 し、あるいは

家庭内において、子供が親に対 して暴力をふるうと

か、学校において、小中学生が先生に対 して暴力を

ふるう、などといった教育の荒廃 ・精神面の荒廃が

世上に頻発している点であります。

いま、これ らの事件がなぜ起るのか、を考えてみ

ますると、私はそれが、今の憲法の規定の仕方に原

因があると思 います。すなわち現憲法の第3章 、国

民の権利義務の章は、個人の権利ということはさか

んに書いてありますが、反面としての義務について

は、ほとんど書いてない。

だいたい、 私 どもが 社会 生活を 営むに当たって

は、 自己が権利を持つと同時に、他人 もまた、それ

を持つ。 したがって、自己がその権利を行使する場

合にも、他人の権利を不当に傷つけないように、注

意 して行使しなければならない。それでこそ、はじ

めて社会が うまく運営されるのです。

しかるに、.今の日本国憲法は、権利の方ばか りを

強調 してお り、それを反映して、学校教育も 「個人

'の権利」「個入の権利」と権利面だけを教えるか ら
、

国民は、 自分の好 き勝手な言動をすることが、権利

であるかのように誤解して しまう。そのために、自
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教育の自由と国民主権(中)

己中心的観念が支配して、先ほど挙げたような異常

な犯罪が続発する。

これは、 どうしても憲法を 改めなければ 駄 目で

す。新 しい憲法を作って、そこに健全な社会生活を

築 くには単に権利の主張だけでは足 りず、家族 ・他

人 ・社会 ・国家との和合 ・協調 ・責任といったもの

が必要であることをはっきりと明記 しなければ、こ

のおかしな風潮は改まりません。

さらに、1980年 代に入って最 も特徴的な改憲運動とし

て 「日本を守る国民会議」(議 長=加 瀬俊一 ・元国連大

使)が 、元号法制化促進会議(本 部;78年7.月18日 結成、

,議長=石 田和外元最高裁長官)の 組織を受けついで81年

10月27日 結成された。80年 以降、それまでに組織されて

いた 「日本を守る県民会議」の全国連合体 として発足し

たものである。運営委員長は黛敏郎(作 曲家)、 事務総

長は副島廣之(明 治神宮権司)、 よびかけ人は、江藤淳

(東京工大教授)、 桜田武(日 経連名誉会長)、 鹿内 信隆

(サ ンケイ新聞社長)、武見太郎(日 本医師会会長)等 、

財界人 ・学者 ・文化人 ・各界の24氏 、結成式には、桜内

義雄 自民党幹事長、春 日一幸民社党常任顧問、池坊保子

華道家元夫人なども含め500人 が出席 した。 この 結成式

宣言では、「日本を守る三つの提言」として、「一、 日本

は日本人の手で守ろう!」 「一、 教育を日本の伝統の上

にうちたてよう!」 「一、 憲法問題を大胆に検討 しよう

!」 をとりあげた。同会議が防衛 ・教育 ・改憲を三大 目

標としていることがわかろうq4》。 このうち、 教育に 関

する提言では、次のように述べている。

「我が国の 教育の未曽有の混乱は、 国への愛情と伝統

を軽視したところに大きな原因がある。故に、我 々は、

広 く社会や学校教育の分野において、国旗を高 く掲げ、

国歌を高 らかに歌い、 日本の歴史、伝統に立脚した教育

を力強 く推進 し、次代を担う青少年の育成に努める。」

この 「日本を守る国民会議 結成準備世話人会」 は、

「都道府県民 会議運動 方針案」(1981年5月)(15)に おい

て、運動の視点として、「① 防衛体制の確立をめざした

運動の中か らの憲法批判」「(2》教育の正常化運動を通し

た憲法批判」「㈲ 制憲史の研究を通 した憲法批判」を挙

げている。また、 「憲法運動を展望する 三ケ年の構想」

として次のように述べている。

昭和56年度

←う 防衛 ・教育問題を通して、憲法問題の問い直し

をはかる広範な啓蒙運動を展開する。

口 啓蒙運動を推進する母体として県民会議 ・国民

会議の結成をはかる。

昭和57年 度

←一う 県民 運動の 結晶体として、 全国47都 道府県、

3,000市 町村における平和 と安全を推進する地方

議会決議を達成する。

口 県民会議の広範な発展をめざして、県下に 「市

町村民会議(全 国3,000市 町村)の 結成をめざす。

昭和58年 度

e県 下の地方議会決議運動の成果と県民会議、市

町村民会議の組織力を結集 して、 「県民 総決起大

会」を開催し、世論を喚起する。

(⇒ この年予定されている衆 ・参両院選挙、及び地

方統一選挙を想定 し、国民運動の政策を各政党に

提起し、改憲派勢力の一大結集の実現をはかる。

ここに述べられた 「平和 と安全を推進する地方議会決

議」の例 として 「国及び郷土の平和と安全を守るための

自衛隊に関する意見書」が示 されており、これは政府に

次の諸施策を要望するものである。

一 現今の我国の防衛体制はその制度及び能力に様

々の不備を持つ ものである。よって政府は、郷土

の平和と国民の安全(生 命財産の確保)を 守るべ

く自衛力の整備充実と制度上の欠陥是正を速やか

にはか ること。

一 我国の自衛隊は、国権の最高機関で認め られた

ものにも拘らず、教科書や学校教育の分野で極め

て不当なる扱いを受けている。 よって政府は、教

科書における自衛隊の記述を是正し、公教育にお

ける自衛隊の地位を明確に指導すること。

また、同国民会議結成準備世話人会作成の都道府県民

会議討議資料 「巻きおこせ地方の息吹き一 自衛隊をめ

ぐる地方議会決議運動の展望一 」 は、 「憲法改正へ向
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けた具体的構想」として、「e防 衛か ら憲法への道切り

拓 く第1段 階」 と 「口 具体的改憲構想を国民に提起す

る第2段 階」の二段階方針をとること、この第1段 階に

おいては、「(1)国民世論の昂揚をはかる映画上映運動」

と 「(2)四党結束を生む 地方議会議決運動」 を基本方針

とすることを述べている。具体的な防衛問題か ら入るな

らば、 自民党のみならず、新 自由クラブ、民社党、公明

党などをも改憲勢力として結集 してゆけるという見通し

に立 っての運動方針であることが注目される。第2段 階

については、次のように述べている。 「この時期の運動

のポイントは、国民の間に憲法上の問題点の解決につい

て、解釈改憲か明文改憲かという論争が沸騰 して来た際

に、国民に明確な改憲方針の提起を行なえるだけのr憲

法改正草案』をすみやかに作成し、これをすみやかに伝

達して、国民世論の支持をとりつけることであると思い

ます。又、明確な改憲の方向性を定めて、四党結束によ

る憲法改正の超党派の国会議員連盟の結成を実現す るこ

とであると思います。」

なお、同 じ文書において、次のような情勢認識が述べ

られている。

「国民の防衛 ・憲法に関する意識が立ち遅れている中

で、 米国か らの 要求、 外圧が 過速度的になされるな ら

ば、そのギ ャップは、米国の圧力を不当な内政干渉と受

けとめる反米ナショナリズムの感情を呼びおこし、更に

はそれが、健全な独立自存の方向ではなく、 これまでの

戦後体制の殻に閉じこもり、平和ナシ ョナリズム、そし

て護憲ナショナ リズムへと発展 しかねない」 「米原潜の

日昇丸追突事件、秋田沖日米合同演習に際しての米艦に

よるはえ縄切断事件、 日米首脳会談における日米ギ ャッ

プと伊東外相の 辞任、 更に ライシャワー元駐 日大使の

r核持ち込み』 発言と、 ここ最近に起きた一連の 日米間

の事件は、国民をして反米意識へ と向わせしめる可能性

が十分にある・・…・。社共を中心とした護憲陣営は、当然

これ らの事件を利用して国民の反米感情を盛 り立て、平

和問題を前面に押し出し、ナショナ リズムを護憲陣営に

取 り込んで 一挙に 護憲 勢力 拡大 を はかろうと してい

(る)」 「そうならない為には、 この外圧が 健全なる国民

意識の昂揚一 即ち、 自らの国は自らで守 らなければな

らないという民族の自主独立の気概とその為の改憲ナシ

ョナ リズムの昂揚という方向性へ発展する様にして行か

なければならない」。

さらに、憲法改正草案作成その もの も進められている。

1981年4月28日 の自主憲法期成議員同盟総会において、

具体的な憲法改正草案の作成にとりかか るべきだとの決

議がなされ、同同盟事務局は、同年10月2ユ日付で、第一

次憲法改正草案試案(竹 花光範駒沢大学助教授作成)を

発表したq7》。 こうした 動きを受けて、 自民党憲法調査

会(瀬 戸山三男会長)は 、82年8月11日 、総会を開いて

同調査会憲法総括小委員会(上 村千一郎委員長)の 中間

報告を了承したq8)。 この中間報告は、 憲法の 各条章毎

に、改正の要否、改正の場合の具体案、両論併記や参考

意見等を述べたものであり同調査会総会は、これを踏ま

えて同年11月 を目標に総括小委員会が改正草案づ くりの

作業を進めることで一致 した。 これに見 られる改憲の方

向は、大略的に言えば、前記1972年 の同調査会の 「憲法

改正大綱草案」の趣旨に沿ったものといえよう。 この中

間報告か ら教育に直接関係する部分を示す と次のようで

ある。

「教育のあ り方や使命、 教育の 基本方針及び基本原則

について、現行憲法が全 く触れていないのは規定の不備

であろう。」rr学 問の 自由』の中には、r教 員の授業活動

の自由』は含まれていないとの解釈では全員の意見が一

致した。」「第24条 の規定は、家庭の保護、育成を うたっ

ておらず、改正を要すると考える。」「『検閲の禁止』 を

定めた第21条2項 の規定は、学説上、解釈問題が生じて

いる。具体的な書き方には慎重な検討を要するが、税関

検閲や 教科書 検定が 違憲とな らぬような表現が望まし

い。」「公の支配に属しない慈善 ・教育 ・博愛の事業に対

する公的補助の禁止については、我が国の歴史、国土、

慣習等の実情に適 しないので廃止すべきである。」

以上の紹介 ・引用からほぼ明らかなように、1980年 代

初めの改憲運動とそれにおける教育問題の位置づけとし

て次のような特徴が指摘できる。

①安保条約を前提にアメリカの対 日防衛分担増大要求
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(78年の 「日米防衛協力のための指針」《ガイ ドライン》、

81年5月9日 の 鈴木 ・レーガン会談後の 「日米共同声

明」)、アメ リカの核兵器の 日本持ち込み公然化要求(81

年5月18日 のライシャワー元駐 日大使会見内容)等 にみ

られる安保条約の攻守同盟化、 これに伴なう体制と憲法

規範との乖離の拡大による危機的状況、危機意識の拡大

をばねに明文改憲への道を切り拓 こうとしている。②従

来の政党主導型の改憲運動だけでなく、 「国民運動」 の
'
形式をとり、市町村 レベルの運動の積み上げにより明文

改憲の可能性を作り出そうとしていること、③その具体

的な運動においては、防衛問題を中心にいわゆる中道勢

力をも結集 し、それを経て明文改憲の可能性を切り拓 こ

うとしている。④改正憲法草案づ くりも含めて、急速か

つ大規模に改憲運動が具体化されて展開されている。⑤

今 日のわが国社会の文化的 ・道徳的危機状況の原因が憲

法、とくにその人権規定とそれに基づく教育にあるとし

て、 この観点か ら教育問題を防衛問題、自主制定問題と

並ぷ三大改憲要因の一つとして位置づけている。

この うちで、とくに、教育の目的 ・基本原則に関して

述べ られているところをまとめると次のようである。

①憲法の人権規定とこれに基づ く教育に教育荒廃 ・精

神荒廃の原因があるのでこれを改め、集団 ・国家 との和

合、協調、責任を重視すべきである(自 主憲法期成議員

同盟 ・自主憲法制定国民会議両会長=岸 信介氏演説、日

本を守る国民会議r教 育白書 ・荒廃の元凶は何か』)。

②公教育において 自衛隊の正当化を強化すべきである。

そのために教科書の記述の改訂を要求する(日 本を守る

国民会議による地方議会雛型決議等)。

③ ユ.教育の基本方針 ・原則等の憲法条項での明定、

2.教 員の 教授の 自由の否認、3.家 庭への 国の干与の

強化、4.教 科書検定合憲の確認、5.私 教育等への公

的補助の禁止の廃止、等の方針の下に文明改憲にとりく

む(自 民党憲法調査会憲法総括小委員会中間報告)。

(3)1980年 代 自民党の教育基本法の教育目的規定

検討の動向

既述の憲法 ・教基法の改定ないしその無効化および教

育制度の再編成の歴史的動向ならびに80年代に入 っての

憲法改正の新たな動きを受けて、1980年 代に入 って、教

育基本法の改正は自民党 ・財界 ・政府等にとっては益々

現実的課題となってきているといえよう。 自民党 ・財界

・政府等の推進する教育政策 ・教育行政施策は、それが

実質的に教基法の理念に反するものであるという点では

教基法の改正につなが らないものはないといっていい ぐ

らいである。以下では、教基法の教育目的規定の改定な

いし実質的かつ直接的にこの目的にかわる教育目的を対

置する動きの主なものの特徴を整理 しておく。

まず、政権政党である自由民主党の動向は、教基法改

定に最も直接的影響をもつ。80年6月22日 の衆参両院同

時選挙で10年 ぶ りに両院で安定過半数を回復 したのち、

同年12月4日 、同党の政調会文教部会(森 喜朗部会長)

と文教 制度 調査会(海 部俊樹会長)は 、合同会議を開

き、 戦後 教育の 洗い直 しに本格的に取り組む方針を決

め、文教部会に高等教育問題、教員問題、教科書問題の

各小委員会を、文教制度調査会に教育基本問題、学制問

題小委員会をそれぞれ設けた。このうち、教育基本問題

小委員会(唐 沢俊二郎小委員長)の テーマについては、

次のように報道されている。

「教育基本法や 地方教育行政法を見直す。 と くに教育

委員会制度については東京中野区の教委準公選の実施に

反対し、 文部省の 指導 助言の力を強める手段を研究す

る。戦後教育が国情に合 っているかどうかも検討課題と

す る。」(毎 日新聞1980年12月5日 。教基法と地教行法 ・

教委制度について同旨、時事通信 「内外教育」同月12日

号)。83年7月 現在、 同小委員会が教基法改正案の作成

に着手した等の報道は未だされていない。

同小委員会は、81年11月3日 、 「心の教育を推進す る

ための提言一 子どもひとりひとりの心を豊かにはぐく

む教育一 」 を発表している㈹。 この提言は、「これか
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らの 臼本を担 う子どもたちを、豊かな個性と創造性に富

み、社会的連帯観と公共の精神を持ち、更に国民意識 と

国際的感覚を備えた心豊かな日本国民として健全に育成

してい く」という見地に立ち、 「校内暴力事件等の 非行

の増加等……憂慮すべき事態」に対拠するには、従来の

教育諸条件改善のための諸施策のみでは 「ひとりひとり

の子どもの心を豊かにはぐくむ」ために充分ではないと

して、学校、地域社会、家庭における 「心の教育」すな

わち基本的価値意識の育成のための教育の基本方針を提

起 している。 同提言は、 「受験競争の風潮の中での運動

や遊びなど 子どもの活動の場 と機会の減少」、 家庭にお

ける 「物質主義、享楽主義の傾向」、「核家族化」、「家庭

の秩序の崩解」、地:域社会における 「価値観の多様化」、

「子どもの教育に関す る住民の連帯意識の希薄化」、 「地

域会社の教育機能の低下」、 学校の 「管理運営 ・指導体

制の不十分」、「授業についてゆけない子どもや非行に走

る子ども」の増加、「俗悪な出版物 ・映画 ・テ レビ番組」、

「地域社会と学校 ・教師の結びつき」の 弱化など現代社

会と その教育の 特徴ないし特徴的問題点を指摘してい

る。そして、学校教育において 「子 どもが守るべき具体

的な道徳規範を示す」等による道徳教育の充実、 「カウ

ンセ リング」、「集団宿泊訓練」、「子 どもの能力 ・適性 ・

興味 ・関心に応じた(学 校)教 育」の実現、「地域や子ど

もの実態に即した特色のある教育方針」、 父母や地域の

期待や要望を汲みあげる開かれた存在 としての学校、地

域社会に子どもの活動の場と機会をとりもどすこと、家

庭 ・学校 ・地域の連携 ・協力の強化、等の方針を提起し

ている。

この提言では、教育の目的としては、上記にみられる

以外には≦「自らを律し、正 しく生きぬいてい く」「責任

感、忍耐力、社会道徳などを養う」 「愛校心を より一層

高める」などが挙げられており、以上の限りでは、 自民

党の教育政策 ・教育目的は、む しろ教育基本法を30数 年

後の現在の社会において発展的に適用するもののように

さえみえる。

この極めて具体化された 「心の教育」の提言を改憲 ・

教基法の改定等の同党の動きの中で正確に把握するため

には、1975年 の同党文教部会の 「高等学校制度および教

育内容に関する改革案一 中間 まとめ」(20)をふ りかえ

ってみてお く必要がある。

同中間まとめは、 「競争原理は、 自由主義社会におけ

る原理であるとともに、人間の原理でもある。……現実

の人間には差がある。 よくできる子供 とできない子供

は、 遺伝によって ある程度 までは きまっている」と述

べ、学校差を是認、学校制度の実質的複線化を主張する

とともに次のように述べていた。

「科学化 ・効率化 ・合理化によって代表される物質文

化の華麗さに眩惑 された 人類は、 精神の存在を没却し

た。精神の存在価値を忘れたのである。」「もともと自由

主義経済とい うものは、放っておけば、どこまでも暴走

す る本質をもっている。」「資本主義体制の場合は、内部

か らの歯止めが必ず必要である。」「"徳"の ない社会は、

必ずいつか壁につき当たる。……権利義務思想か らは、

安定した健康な社会は絶対に生まれない。西欧的な合理

主義と東洋的超合理主義との融合を、 日本 というるつぼ

の中で果たしたいものである。」 「教育基本法では、 『個

人の尊厳を重ん じ、真理 と平和を希求する人間の育成を

期する』 一 と 述べているが、 祖国を愛 し祖国につ く

し、国家を通じて世界人類に寄与するという順序的な発

想を更に強く表現すべきであったと考える。」

以上のうちには、自民党の考え方が、資本主義的経済

体制が人間性に背 く本質を不可避的に有することを認識

しなが らも、それを制度的、対象的に変革するのではな

く、精神的主観的手段で対応しようとするものであるこ

とが明らかである。そして、近代西欧のもたらしたもの

のうち修正すべき資本主義的自由競争を絶対化し、継承

すべき個人主義思想 ・権利義務思想を 「東洋的超合理主

義」ないしは国家主義思想によって克服しようとしてい

る点において発想が逆立ちしているというべきである。

それゆえ、 自民党は、諸政策文書において基本的人権や

国民主権を言葉のうえでは必ずしも全面否定しているわ

けではな く、 教基法の 教育目的 についても同様である

が、以上に明 らかなように本質的にはそれらを否定して

いるのである。事実、同 じ時期に、 自民党文教部会長で
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あった西岡武夫氏は 「教育基本法を廃止する」と講演で

述べている⑳ 。

なお、自民党は前記教育問題5小 委員会設置とほぽ同

時期の80年10月 頃より、 「教科書が偏向している」 との

批判を、文書を含め国会の内外等で大 々的にはじめた。

r憂 うべき 教科書の 問題』(自 由民主党 調査局情報資料

207号1980年11月)、 自民党機関誌r自 由新報』「いま教科

書は」連載19回(80年1月22日 から8月 迄。同年12月 、

新書版単行本rい ま教科書は』として同党より発行)お

よび80年10月 か ら翌年3月 迄の国会での教科書問題のと

りあげなどがそれであり、 これに財界団体、民社党、後

述する世界平和教授アカデ ミー等が同調した。その教科

書批判は、 自民党調査局が80年12月 「新社会科公民的分

野内容分析」 として出した資料の分析項目によると、①

防衛 ・自衛隊 ・安保、②北方領土、③国際社会と平和主

義、④核兵器 ・戦争、⑤愛国心一 憲法、⑥議会制度、

⑦大衆 運動とス ト、 ⑧家族 ・老人、⑨国民の権利と義

務、の九つの各記述に関する項目に及んでいる。教科書

の改訂を求めるこの教科書批判こそ、教基法の教育目的

改定の実質をなすものの最たるものである。しかし、 こ

の動向の検討は、それ自体、一一篇の論稿を必要 とするの

で、本稿では、上記分析項目と既述の自民党の改憲運動

とにより、教科書記述の改訂要求の方向の大要を把握す

るとともに、かかる改訂要求を相当程度にとり入れ実現

したものとしての文部省による教科書検定の過程ないし

結果の若干を後に述べるにとどめる(22)。

(4)80年 代財界の教育目的 ・理念の特徴

つぎに、80年 代初頭の財界諸団体の教育目的ない し教

育理念の特徴的な ものをみる。

一つには、 日本経済調査協議会が 「わが国安全保障に

関する研究報告」(1980年3月)に おいて、次のように

愛国心の育成を強調 している(23}。

「安全保障問題の 基本は、 国民のコンセンサスと意志

である。 自由民主主義国家であるわが国においてはこの

コンセンサスと意志は国民の広汎な討議によってのみ形

成される。」「戦前の教育は忠君愛国という価値観を最高

のものとして掲げ、総てがそうした国是のもとに統一さ

れていた。」「民主主義社会なので忠君はとも角として、

愛国心は戦前戦後を問わず必要な価値観でなければなら

ない。安全保障という観念が一国の自立 と安全を内外の

あらゆる脅威から守るということであるとすれば、それ

は愛国心に立脚した国家への献身ということでなければ

な らない。国の安全保障が危機に曝されるときにはそれ

に対処するために国民が一致団結 して滅私奉公しなけれ

ばならない。」「勤労とか堅忍不抜、質実剛健、困苦欠乏

に堪えるといった……基本的価値観……一・且緩急ある場

合は国民が一致団結してこのような価値観に基いて国を

守り抜 くという覚悟がなければ国の安全保障は保ち得な

い。」

っついて、同報告は、自衛隊の士気の高揚 ・規律の強

化、その前提としての自衛隊の国家組織における地位の

正当化ないし強化、国民の自衛隊観の改変によるコンセ

ンサスの獲得、有事立法による制度の整備等の必要性を

指摘している。

以上にみたところでは、 日本経済調査協議会(以 下、

日経調と略記)は 、国民の コンセンサスと意志によって

国の安全保障を保とうとする限 りで、民主主義を全面否

定 していない。他方、同会のいう国防の必要性、そのた

めの愛国心、勤労、堅忍不抜、質実剛健、困苦欠乏に耐

える等の徳性 も、場合によっては必要であり一概には否

定できない。 しか し、問題は、国家が国民各個人にとっ

てそれに値するものであるか否かであり、それゆえ、国

家のいかなるあり方が、国民個々入の生命 ・自由 ・幸福

を保障し、同時に世界の平和に寄与できるか、が国防や

そのための諸徳性の問題に優先する。わが国憲法の掲げ

る基本的人権の尊重、戦争の放棄 ・平和主義、主権存民

の原理は、戦後 日本の出発点であり広汎な国民のコンセ

ンサスに基づ くものであった。 自衛隊はこれに反して創

設されたがゆえに、 日経調 も指摘しているような問題点

を生 じているのである。それゆえ、わが国の安全保障の

問題は、憲法を根拠にして、自衛隊の形成と存在そのも

のを問い直すことから論 じちれなければな らず、この点
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での広汎な国民の議論が必要なのである。憲法違反の自

衛隊という既成事実の合理化 ・強化のために国民のコン

センサスや制度改変を説 く日経調は発想が逆立ちしてい

るといわねばならない。

要するに、憲法的価値の確認 ・徹底をすることなくこ

れに反する自衛隊(と 日米安保条約)に 拠 って国防を説

き、そのために愛国心に立脚した国家への献身と滅私奉

公その他の徳性を育成しようとする日経調の政策は最も

基本的な点で民主主義に反しているということである。

とくに、国家への献身や滅私奉公は、文字 どおりの意

味では、人間個人の存在それ 自体の否定であるから、す

べての個人の尊重という民主主義の根本原則に反するも

のといわねばならない。かかる行為を他者に期待す るこ

とは、たとえそれが内心においてであって も既に民主主

義に反することであり、まして公然と献身や滅私奉公を

賛美することは、少なくとも道徳的に、許されるべきこ

とではない。ユネスコ主催 ・軍縮教育世界会議(1980年

6月)(24)の 軍縮教育10原 則において 「良心的徴兵の拒

否と殺人を拒否する権利」が認められているように、国

家への献身や滅私奉公を拒否することは、世界的に法的

な権利としても確立されつつあり、また、してゆ くべき

ものである。

二つには、 奈良経済同友会が、80年10月 、「愛国心と

教育」㈱ と題する提言を行ない、国家意識、国民意識、

愛国心の育成をあらゆる教育をとおして滲透させること

を提言している。

三つには、80年10月 、神戸経済同友会が、 「青年 奉仕

活動の制度化への提言」(26)を行なっている。同提言は、

「生活原理にかんして 今 日わが国で肝要なことは、 ただ

権利だけではなしに、権利とともに責任の体系を確立す

ること、 自己中心の個人主義を脱して、人格たる人間の

理念に目を開 くことでなければならないだろう。 このこ

とは、定着 してきた人権理念の うえに、共同体の精神と

生活を新たに回復することである」、そのため、「国内的

には基本的に次のような方向が志向されるべきだと考え

る。←)人 格教育 と共同体教育の見直し。口 家族共同

体の回復。 ㊨ 青年の奉仕活動の制度化。」 と述べてい

る。そして、20才 前後の男子を対象に、福祉活動 ・環境

保全 ・美化活動、 自衛隊 を含む安全 ・救済 ・防衛活動 ・

国際的な奉仕活動をさせ る 「青年奉仕隊」とも称すべき

ものの設置を 提言する。 「志願制とし、奉仕活動終了者

には、進学 ・就職等に優遇措置を配慮する」という。

人権理念の上に共同体の精神と生活を築き上げるべき

こと、そのために青少年にとって必要な活動が組織 され

るべきことは何人も認めるところであろう。神戸経済同

友会の提言は、かかる普遍性にのっとって、 自衛隊を含

む活動に青年をまき込もうとするものであり、しか も上

記の限 りでは必ず しも明確ではないがおそらくは日経調

や奈良経済同友会 と同様の愛国心教育への志向が推定 さ

れるだけに、いっそう民主主義にとって危険である。 し

かも、本来、 自主的、 自発的なものであるべき奉仕活動

を、制度化する、進学や就職の優遇措置を考慮する、経

営者団体がよびかけるというのであれば、半ば強制的な

ものになるのであり、それを志願に基づく奉仕活動とい

うのは欺購的であろう。青少年に教育的配慮から一定の

共同活動や労働を課すことは必要と考えられるが、その

際には、社会がすべての人々の労働と協同の上にうち立

て られるべきこと、日本国憲法にもあるように勤労は国

民すべての権利であり義務であること、権利たるにふさ

わしい労働のあり方を実現 してゆ くために労働基本権が

尊重されねばな らないこと等が社会においても学校にお

いても重視されねばならないのである。

四つには、関西経済同友会教育問題委員会が、80年11

月5日 「教育改革への提言一 創造性をはぐくむ環境づ

くりを目指して一 」⑳ をまとめている。これは、「平

均 レベルの高い人材の結束による改良、応用」が 「日本

独 自の成功の原動力」であったとしてこれを評価すると

ともに、それだけでは画龍点晴を欠 く、 「益 々、 深刻化

しつつあるエネルギー事情、都市問題、不安定な国際政

治等々、現代社会が抱える諸問題をみるとき、いま日本

が、そして世界が、真に必要としているのは、画期的な

革新技術や時代開明的な思想の登場など、いわゆる創造

的な貢献であろう」 と述べる。そして、この観点か ら、
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「学校教育の場で、個人の得意分野を存分に伸ばす、"一一

芸主義"を 徹底させること」 「企業も……"創 造性活性

型集団"に 脱皮してい(く べきこと)」「創造的業績こそ

が、わが国社会で最大の評価を受け、第一級の名誉とさ

れるよう国民意識の変革を図ること」を 「3つ の改革の

方向」として提言している。

この提言の検討の立ち入 った記述は省略するが、ここ

で触れられていないのは、真理の探究 ・創造的な研究と

教育にとって学問の自由、教育の自由、大学の 自治 ・学

校の自治、教育を受ける権利等の果たす重要性である。

80年代の財界の教育構想について・以上の例でわかる

ことは、財界の地域組織まで もがそれぞれに特徴あるき

わめて具体的な教育改革の提言を行なっており、それだ

け現実性を帯びてきているということである。そして、

その中で、教基法の教育 目的である真理や民主主義や平

和の理念の確認のないままに、それに反する愛国心や国

家への献身、滅私奉公、等の価値観の教育が具体性を帯

びてさしせまったものとして提言されているのである。

⑤80年 代政府 ・文部省の教育目的 ・理念の特徴

以上のような自民党、財界の動向を受けて、政府 ・文

部省による教基法の教育理念の実質的廃止 ・戦後教育制

度再編の施策は、80年 代に入 っていっそう推進されてい

る。

新聞報道によると、1980年8月20日 、 文部省 首脳は

「国を守る気概」 教育について本格的な 部内研究に着手

する旨、明らかにした。これは、故大平首相の政策ブレ

ーン 「総合安全保障研究グループ」(議 長=猪 木正道 ・

平和安全保障研究所理事長)が7月2日 に提出した報告

書の内容に刺激を受け、7月17日 、鈴木善幸内閣発足当

日夜の初閣議後の記者会見で、田中竜夫文部大臣が 「物

が豊かであって も心が伴わなければなんにもならない。

国という問題を真剣に考え、祖国を思 うことも大切だ」

と述べ、公教育の中で国を守る意識を高める教育の強化

を強調 したことを直接の動機とするという。「r国を守る

気概」教育を実現する具体的方法として同省は、①小中

高校の学習指導要領を一部手直しして 「国を守る」とい

う言葉を盛 り込み、教科書執筆者を誘導する、②副読本

を使う、③全国教育委員長、教育長会議や教委指導主事

を対象とする会議、各都道府県などの教委主催の研修、

講習会などあらゆる機会をとらえて事実上のr国 を守る

気概』教育を進め、既成事実を積み上げてい く一 など

が考えられるとしている」という(毎 日新聞1980年8月

21日付)《28)。

81年8、月14日 、大村裏治防衛庁長官は、閣議に防衛白

書 「日本の防衛」(81年 版)を 報告、了承を得た。前記

の 日経調 「わが国安全保障に関する研究報告」をまとめ

るにあた り、主査の大島恵一東大教授が 「どれだけの犠

牲をはらって、何を守るかということになると、……今

日のわが国の国民の意識 と政治のなかには、r国 民 が守

るべきもの』の明確な体系的な価値意識が存在 しない」

と指摘 したことに応ずるものであると いわれる(29㌃ 教

育 目的に関する要点部分は次のとおりである㈱ 。

「守るべきものは、国民であり、国土であると同時に、

多様な価値観を有する国民とそれを実現するため、最大

限の自由を与え得る国家体制であると考えるべきではな

いだろうか。換言すれば、国防の目的 も、民主主義を基

調とするわが国の独立と平和を守ることにある。……日

本は憲法に示されているように、国民の一一人一人が 自由

のもたらす恵沢を享受できる国家であり続けなければな

らない。」 「わが国民の 防衛 意識 こそ、 防衛の根幹であ

り、更に、この防衛意識の上に支えられてこそ自衛隊が

真に国を守る力となり、かつ、日米安全保障体制も有効

に機能する。」「一般に、国の防衛とは、武力によって国

を守る軍事防衛を基本とし、それに非軍事的防衛を加え

た総合的なものであるとして理解されている。……した

がって、……わが国の平和と独立を維持するためには、

……国民の防衛に対する深い理解と支持、またそれを基

盤とした国民一人一人の、 自らの国は自らの手で守ると

いう気概と、その発露としての、共に国の防衛に参加 ・

協力するという意志、更には、 自らを自らの手で守るた

めの行動が有機的に統合 されることが必要である。」「真

の愛国心は、単に平和を愛 し、国を愛するということだ
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けではない。国家の危急に際し、力を合せて国を守ると

いう熱意となって現れるものである。」

上記第3引 用前段にみられるように、これは、いわゆ

る 「総合安全保障」の考え方を とっている。 「このr総

合安保』論の最大の特徴は、軍事的側面を中心とする従

来の 『安保』論の枠のなかに、エネルギー ・食糧の安定

確保や、対外経済協力(そ れに自然災害対策一 引用者

補足)な どをとり込む ことにある。」(31)この総合安保論

登場の背景には次の事情がある。その一つは、70年 代の

アメリカを先頭とする世界資本主義体制の危機の進行の

中で、アメ リカに従属した 日本経済の脆弱性が資源 ・エ

ネルギー、 食糧の供給等において 露呈 されたことであ

り、二つは、 日本の海外投資残高が70年 代に急速に上昇

する等、 日本独占資本が海外において守るべき権益が急

速に増大しつつあることであり、三つには、アメリカの

経済的 ・軍事的危機の進行の中で、とくに1979年 のイラ

ン革命、同年12月 のソ連のアフガニスタン介入などをき

っかけに、アメ リカの 「力の政策」に連動した 日本への

「役割分担」要求が強め られてきていることである(32⊃。

同時に、直接軍事的にも、78年11月27日 、第17回 日米

安保協議委員会で 「日米防衛 協力のための指針」(ガ イ

ドライン)が 合意 されたが、 これによれば、海上自衛隊

及び米海軍の海上作戦の共同実施区域に日本の施政下の

領域のみならず、 「周辺海域」 や 「海上交通路」までが

含まれることとされたのであ り、安保条約の実質的な拡

大改定がなされたといえる鵬)。 防衛 白書の 「国を守る

気概」の強調は、このような、わが国民をアメリカの戦

争にまき込む現実性の拡大を背景になされているのであ

る。

1981年11月30日 、鈴木改造内閣が発足、小川平二文部

大臣は、就任の記者会見で 「心の教育」を強調、翌年1
へ

月5日 には、閣議後の記者会見で省内に 「豊かな心を育

てる施策推進会議」を設置することを明 らかにした。同

会議は、諸澤事務次官を委員長とし、他に9人 の関係局

長等を委員として構成され、「青少年の非行、校内暴力、

家庭内暴力等の問題に対処するとともに、今後における

我が国の青少年の健全育成を図るため、豊かな心を育て

る施策の 総合的な推進を図 る」 ことを任務とするとい

う(34》。同年4月26日 には、 この一環として、「豊かな心

を育てる施策推進モデル市町村」に旭川市など全国28市

区町が指定され、学校教育 ・社会教育連携の下に2年 間

にわたって生徒指導 ・青少年教育 ・スポーツ活動奨励な

どの事業を集中的に行なうこととなった(35,。

他方、同年3月8日 、小川文相は、衆院予算委第2分

科会で、平和教育について 「被爆体験という特殊な問題

を教育の基本に据えるのはちゅうちょせざるを得ない」

などと述べた`36)。また、 同月11日 、 高校生への 自衛官

募集について、家庭訪問など行きすぎたものがあれば、

防衛庁 と協議する旨述べたが、伊藤防衛庁 長官は、 「家

庭訪問 はやむを えない 面が ある」 などと強調 してい

る{37)。

また、82年3月25日 発行、著作権文部省所有の 『小学

校指導書社会編』においては、旧版の手直しが行われて

いるが、新 しい記述内容 として、 「北方領土の 問題につ

いて、 関心を もたせることが大切であろ」 「天皇につい

ての理解 と敬愛の念を深あるように指導することが必要

であるJr日 本国憲法に関する学習においては、 憲法の

条文解釈に深 く立ち入る必要はな(い)」 「日本の文化や

伝統を大切に(す る)… …日本人になるように 自覚させ

ることが必要である」などと述べられている㈹ 。

教科書検定については、とくに家永三郎氏が1965年6

月11日 、 これを違憲として国に対して損害賠償請求の民

事訴訟を起 こして以降、これが教育の自由 ・学問の自由

等を侵す ものであるとの批判が高まっていたが、それに

もかかわらず、既述のように、 自由民主党等は、80年 末

か らこの検定を経た教科書が 「偏向している」、 すなわ

ち、未だ充分に自分たちの要求を実現するようなしかる

べき検定が行われていない、検定を強化すべきだとの批

判をおこなったのであった。

しかし、中国への 「侵略」を 「進出」などと書き変え

させた り、「三 ・一独立運動」を 「暴動」と表現させた

ことに対 しては、諸外国からも猛烈な批判がおこり、82

年7月26日 には中国政府が公式に抗議し是正を要求、同

月27日 には韓国政府が教科書による歴史のわい曲を批判
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し 「今後 日本政府のとる措置を鋭意注視す る」との公式

見解を発表するに及んで外交問題となった。これは、8

月26日 の宮沢官房長官 談話による 「政府見解」、 これに

対する同27日 の韓国政府の原則的受け入れ方針表明、9

月9日 の中国政府 との 「外交決着」を経て、9月14日 、

小川文相か ら教科用図書検定調査審議会(会 長=名 取礼

二 ・東京慈恵医大学長)に 「歴史教科・書の記述に関する

検定の在 り方について」諮問がなされ、11月16日 の同答

申を経て 文部省が 同月24日 新検定基準を 官報に公示す

る、新基準に 「国際理解 と国際強調についての配慮」を

加える改定をす るとともに、高校歴史教科書の次期改訂

検定を一年繰 り上げて58年度に行う、という結果となっ

た。この検定基準の改定は、現行の教科書検定制度を維

持するという大前提の下に行われ、しかも使用中の教科

書の 「正誤訂正」による当面の改善さえ認めない、とい

う問題点を もつ ものであるとともに、この基準の改定と

ともに文部省が示 した次のような検定方針㈹ 自体が、

裏をかえせばそれまでの検定において、真理 ・真実に背

いた国家主義的教育政策が貫かれていたことを示す もの

である。

〈文部省の検定方針(要 旨)〉

一 「侵略」等の具体的 事項についての 検定方針

(案)

1高 等学校の 「日本史」及び 「世界史」の教科

書における 「侵略」等の具体的記述についての検定

方針は次の通 りである。

2中 学校の 「社会(歴 史的分野)」 の 教科書に

おける 「侵略」等の具体的記述の検定方針について

は、生徒の心身の発達段階に考慮しつつ、高等学校

の 「日本史」及び 「世界史」の教科書の検定方針に

準じた扱いとする。

3小 学校 「社会」の教科書については今後の検

討にゆだねる。

二 中国か らの意見に係る具体的事項についての

検定方針(案)

1「 侵略」 主として満州事変以降における日中

関係の記述については、とくに不適切と認められる
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場合を除き 「侵略」「侵攻」「侵入」「進出」「進攻」

等の表記についての検定意見を付さない。

2南 京事件 原則としては、同事件が混乱の中

で発生した旨の記述を求める検定意見を付さない▽

死傷者数を記述する場合には、史料によって著しい

差があることに配慮した記述をし、その出所や出典

を明示することを求める検定意見を付す。

三 韓国か らの意見に係る具体的事項についての

検定方針(案)

◆これまで検定意見を付してきた事項

1「 侵略」 日韓併合の過程及びそれ以降におけ

る日韓関係の記述については、とくに不適切と認め

られる場合を除き 「侵略」 「進出」 等の表記につい

て検定意見を付 さない。

2土 地調査事業 土地調査事業の結果、土地を

取 り上げられる等の表現をしている記述については

検定意見を付さない。ただ し、同事業が土地を取 り

上げることを目的として実施されたかのような表現

をしている記述については、検定意見を付す。

3三 ・一独立運動 同運動が 「暴動」の状況に

あったとの記述を求める検定意見を付さない▽三 ・

一独立運動の死傷者数を記述する場合には史料によ

って著 しい差があることに配慮した記述をし、その

出所、 出典を 明示することを 求める検定意見を付

す。

4神 社参拝 参拝の 「強制」等の表現について

は、検定意見を付さない。

5日 本語使用 使用の 「強制」等の表記につい

ては、検定意見を付さない。また、学校教育におい

て、 日本語の使用を義務づける、あるいは、朝鮮語

の使用を禁止する旨の表現をしている記述について

は、検定意見を付さない。

6創 氏改名 創氏改名の 「強制」等の表記につ

いては、検定意見を付さない。

7強 制連行 朝鮮人が強制的に連行された旨の

表現については、検定意見を付さない▽強制的に連

行された朝鮮人の人数を記述する場合には、その出
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所、出典を明示することを求める検定意見を付す。

◆ これまで検定意見を付 していない事項(「 基

本的には従来 の検定方針 によ(る)」。省略。)

四 その他の事項についての検定方針(案)

1東 南アジアへの進出 太平洋戦争における東

南アジアへの進出に関する記述については 「侵略」

「進出」等の表記について検定意見を付 さない。

2沖 縄戦 日本軍による沖縄住民の殺害につい

ては、沖縄戦の記述の一環として、その原因、背景

を正確に表現している記述については、検定意見を

付 さない▽ 日本軍により殺害された沖縄住民の人数

を記述する場合には、信頼性のある資料に基づいて

記述す ることを求める検定意見を付す。

その後、83年6.月30日 、文部省は、84年 度から使用さ

れ る高等学校 及び 中学校の教科書について行なった検

定の結果の一部を文書で公表するとともに、そのほかに

検定の際に出された文部省の 「修正意見」の一部を記者

会見での 小野寺直巳教科書検定課長の 口頭での応答に

より公表 した。

この うち、文書公表されたのは、中国、韓国、沖縄関

係の記述についての検定の一部であり、43枚の文書資料

によるとい う。翌月29日 付 「文部広報」757号 に記載さ

れた 「中国 ・韓国 ・沖縄関係の教科書検定の結果の概

要」によるかぎり、その検定内容は前記の 「朝 日新聞」

報道の 「検定方針(要 旨)」に沿ったものとなっている。

また、 「修正意見」 というのは、それに従って削除を

含む 書き直 しを しなければ検定不合格 となるというも

のである。今回、口頭公表されたのは、中学校 「公民」

「歴史」など教科書検定をめぐる論議の焦点となってい

る論点の一部に限定されたものである。この公表された

「修正意見」 により中学校社会科公民教科書について行

なわれた検定の代表的な例は、次頁別表のようにまとめ

られる。(41)このような検定が 憲法の理念、 教育基本法

の教育 目的理念に反することは明白であるが、これを敢

えて公表 したことは、政府 ・文部省の施策がいっそう改

憲、教基法改定と一体 となって進め られていることを示

すものである。

なお、同じ6月30日 、第13期 中央教育審議会(会 長=

高村象平慶応大学名誉教授)は 、瀬戸 山文相に 「教科書

の在 り方について」答 申した。これは、前記の教科書問

題小委員会の設置 ・教科書批判等自民党などの動きを受

けて81年11月24日 なされた諮問に答えるもので、答申の

骨子は①国民としての 自覚を高める観点から検定基準を

明確化 し、学習指導要領の趣旨が教科書に反映されるよ

う検定基準の細 目を整備、②採択地区の広域化、都道府

県教委に教科書選定権を付与する等、③義務教育教科書

無償制堅持、④検定内容の一部公表、などであり、上記

の検定内容の一部公表はこれを先取 りしたものであった

(『毎日新聞』 同年7月1日 報道 および 「教育委員会月

報』395号)。 それとともに、7月22日 の 自民党文教部会

・文教制度調査会合同会議で 「教科書法案の次期通常国

会提出」が確認されたことを受けて、文部省の佐野事務

次官は、同月28日 の同党教科書問題プロジェク トチーム

の会合で、現行の教科書関連法を一本化して 「教科書法

案」の作成に同省として取 り組むことを明らかにしてい

る(『毎 日新聞』7月29日 付)。

82年11月27日 、中曽根康弘内閣が発足、文相に自民党

憲法調査会長をつとめる瀬戸 山三男氏が就任したことに

よって憲法 ・教育基本法の理念に基づ く教育の危機は一

段 と深められている。

中曽根氏は改憲論者の最右翼であるが、首相就任後の

82年12月13日 の衆院予算委員会では 「私個人は、議員と

しての立場では憲法改正論者だが、内閣総理大臣という

公の立場になると別の問題だ。国政にタブーがあっては

ならず、 自由な論議が 望ましい。 しか し、 内閣として

は、憲法改正問題は国民的合意を考えねば出来ないこと

で もあり、政治日程 にのせることはしない」旨、述べて

いる(r朝 日新聞』83年5月3日)。 しかし、これについ

ては、「国民の合意を得るためには 中長期のスケジュー

ルが必要だ」(『毎 日新聞』同日付による首相の改憲問題

に対する態度のまとめ)と いう点に力点があるといえよ

う。

83年2月22日 、瀬戸山文相は閣議後の記者会見で、文

部省内に 「青少年非行対策省内連絡会議」を設置するこ
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別表 中学校社会科公民教科書(1984年 度より使用)に 対して行われた検定の内容具体例

検 定 前 文 部 省 の 修 正 意 見(
口 頭 公 表 の 要 旨) 検 定 後

義

務

自

衛

隊

社

会

保

障

反

核

・

軍

縮

愛

国

心

日
米
安
保
条
約

基本的人権が尊重されることは、
それだけ個人の責任 も大 きくなるこ

とである。憲法では、基本的人権に
ついて 「国民は、これを濫用 しては

ならないのであって、常に公共の福

祉のためにこれを利用する責任を負
ふ。」としている。……

現在、わが国には、自衛隊がおか

れているが、国民の間か らは、その

存在 が日本国憲法第9条 に反す るの
ではないか、との意見 も出ている。

自衛隊は、1950年(昭 和25)、 朝鮮

戦争の発生を機に……

しかし、 今 日の 社会保障制度 で

は、それだけで生活を安定 させるに
は、まだ給付の水準が低い。

全世界の人類が生 き残 るために

いま世界中で 「反核 ・軍縮」の平

和運動がまき起 こっている。…どう

してこのように運動が広がってきた
のだろ うか。…アメリカとソ連の ミ

サイルか ら発射できる核は約1,200

発 とされている。…こうい う危機感
のなかで、 「反核 ・軍縮」の運動が

ひろまっている。人類がいかに 「生

き残 るか」は、現代の国際社会のい

ちばん根本的な課題 といえよう。

もし戦争がおこった場合には、日
米安保条約にもとついて自衛隊は国
土の防衛を分担 しアメ リカ軍は攻撃

を分担することになっている。これ4
に対 し国民のあいだにはアメリカが

戦争をおこせば日本は自動的に戦争
にまきこまれるとい う声 もある。

学習指導 要領 公民的 分野の 「目

標」を達成するためには公共の福祉
や人権に伴 う責任について項を設け

て述べるだけでなく、義務について
のまとまった記述 も必要であり…人

権に関する記述全般とのバランスを
も考慮 し、憲法の定める国民の義務
について独立の項を設け記述 された

いo

自衛隊が憲法に違反するという議
論は、学界を除けば、一般には政党
を中心になされてきたが、近年、自

衛隊を合憲として認める政党が増加

する傾向にあり、この表現は事実に
適合 したものとはいいがたい。

給付と負担が リンクしていること
にふれなければ正確な理解が得 られ

ない。給付の水準が低いことをのべ
るならば、それにともなって負担の

水準が低いことものべる必要がある

し、高給付が必要であるとするなら
ば、高負担も必要であることを的確

に記述する必要がある。

核廃絶はすべての人 の願 うところ
であ るが、現実 には、なお平和は核

戦力の均衡の上に維持されており、
核兵器の存在をやむを得ないことと
して認める多数の人 々があり、冷厳

な国際政治の現実がある。このよう
な核廃絶をめ ぐる現実についても十
分留意 し、反核 ・軍縮運動が実現の
きわめて困難な目標をめざす もので
あり、現実には一定の相互管理方式
の下に核の保有が続 けられていると
いう事実について明確な認識を得さ
せる必要がある。

学習指導要領はとくに国民的自覚
や自国への愛を国際的視野に立って

深めてい くことをねらっているが、

国際化が急激にすすみ、国際社会に
おける協力と平和の問題がいっそ う

重要なものとなっている今 日、国民
の自覚や愛国心のあり方について新

しく認識させる必要がある。

米
と
り
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追加 国民の義務 わたしたち
が社会の一員として生活していく

うえで、はたさなければならない

さまざまな 義務がある。 な か で

も、法によって定められ、国民が

守 らなければならない義務が、法
的義務である。

(東京書籍 ・26頁)

現在、わが国には、自衛隊がおか
れているが、 自衛隊は、 ユ950年

(昭和25)、 朝鮮戦争の 発生を機
に・・…・

(中教出版 ・32頁)

西 ヨーロッパの国のなかには、老

後にも安定 した生活を保障するよ
うな、 きわめて 高い水準の社会

保障制度をととのえている国もあ
る。しかし、こうした制度を維持

していくには、多 くの費用が必要
となる。

(東京書籍 ・185頁)

全面差 し替え

人間社会 ときま り

毎 日見かける街の光景を考えて
みよう。ただの一人でも交通規則
を 守 らなかった だけで、 たちま

ち交通渋滞を まねき、 人命 にも

かかわるような大事故のもととな
る。・…・・

(学校図書 ・8頁)

追加 平和な世界を実現させる
ということは、けっして容易なこ
とではないが、わたしたちはその
理想を絶えずもちつづけていきた
いものである。そして自分 たちが
生まれ育 った郷土や 日本の国の進
歩 と発展のためにつ くしていく気持をも

つことがたいせつである。

自国を愛 し、その うえで他の諸国
との友好を高める努力をつづけて
いくことが、世界の平和 と繁栄へ
の道である。(東 京書籍 ・213頁)

日本の安全は、日米安保条約や
自衛隊によって守 られてきたという
意見 は強い。自衛隊は災害救助

にも役立っており、その存在を認
める世論も広 まった。しかし、一
方でこれを危ぶむ声 もあり、アメ
リカが戦争をおこせば日本 も戦争
にまきこまれるという危険性 も指
摘 されている。(日本書籍・124,12頂
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とを明らかにした。「(非行の)一 番深い根は占領政策の

影響である」と述べ、道徳教育を中心に現在の教育を見

直す主旨であ り、同会議は、初等中等教育局長を本部長

に約15人 で発足する予定であるという(『毎 日新聞』2月

22日夕刊)。 これを受けて、 文部省は、83年8 .月5日 、

道徳教育強化の一環として、来年度か ら①各都道府県ご

とに小 ・中各1校 を 「学校 ・家庭連携推進校」に指定、

地域 ぐるみで道徳教育への関心を高める。②小 ・中学校

の校長、教頭 らを対象に宿泊研修を行う、③各都道府県

単位で地域の実情に即した道徳教育用副読本を作成する

一 との方針を固めるとともに、同 日、各都道府県に道

徳教育の 充実徹底を 求ある 初中局長名の 通達を出した

(『毎 日新聞」8月6日 付、『文部広報」8.月25日758号)。

また、83年7月22日 、文部省は 「児童生徒等の急増、

急減対策等に関する省内連絡会議」(委 員長=佐 野事務

次官)の 初会合を開き、 このなかに、 「急増 ・急減 検討

部会」とともに 「学校教育制度検討部会」を設置するこ

とをきめた。同連絡会議は、事務次官を委員長に局長ク

ラスの幹部で構成、その下に官房長を長とし関係課長等

で構成する幹事会をおくものである。同年6月14日 発足

した首相の私的諮問機関 「文化 と教育に関する懇談会」

(会長=井 深大 ソニー名誉会長)、 中教審の教育内容等小

委員会等で も6・3制 の改草の検討が予想されている中

で、数年後には文部省としての最終結論を出したいとし

ているという(r毎 日新聞』7月22日 付、『文部広報』7

月29日757号)。

なお、80年 代の自民党 ・財界 ・政府の最重要政策の一

つとして、戦後第2次 の 「臨時行政調査会」(以下、「臨

調」と略記)の 設置による 「行政改革」があり、 これは

教育行政施策のみな らず教育観 ・教育理念にも重大なか

かわりをもっているので、次に項を改めて特筆する。

(6)臨 時行政調査会の 「行政改革」と教育理念問

題

臨調は、「臨時行政調査会法」(昭 和55年 ユ2月5日 、法

律第103号)に 基づいて設置された。翌年3月16日 発足、

経団連名誉会長土光敏夫氏を会長とし、1983年3月15日

迄に5次 にわたる答申を内閣総理大臣に提出、同日解散

した(42)。

臨調の 発足は、 例えば、81年 度 一般会計当初予算約

46.8兆 円、国債発行額12.3兆 円、国債依存度26.2%、81

年度末公債発行残高見込み約82兆 円、82年度の国債元利

払い見通し約7兆 円、81年 度の税収不足約3兆 円、82年

度同約6兆 円という、70年 代に進行した極端な財政悪化

の結果を重大な契機としている㈹ 。

しか し、その目ざすところは、単 なる財政再建ではな

い。81年7月10日 の 「行政改革に関する第一次答申」で

は、 「本来、 行政改革の最大の眼目は、行政の在 り方を

大きく改めることを通じて、国家と国民を合せた国全体

の歩みを、より望ましい方向に変えていこうとする点に

ある。」「行政改革の本 旨は、単に財政を救 うために既存

の行財政の縮減を求めることではない。行財政の惰性的

運用を克服し、新しい国民的、国家的課題を担い得るよ

うな行政システムを構想し、実現することが本来の課題

である」と述べられている(44)。しかも、82年5月29日 、

臨調第1部 会に提出された文書によると、 「今回の 行政

改革は、明治維新以来百余年の近代化の歴史と、戦後30

余年の民主化の歴史をあらためてふりかえり、国民と国

家の歩むべき方向を新たに設定するための全面的な改革

の一環をなす ものである」と述べ られ、第2次 大戦後の

日本の基本的三 目標 として 「①先進的な外国をモデルに

した民主主義、②対外的な受身の姿勢に立脚した平和主

義、③物的な生活水準の上昇をめざした福祉主義」があ

げ られている`45)。 憲法に基づ く戦後体制の根本的再編

の一環として行政改革が位置づけ られていることが明白

であり、1970年 の中教審答申が 「第3の 教育改革」を標

榜 したのと同一の発想である。そして、82年7月30日 の

「行政改革に関する第3次 答申一 基本答申」によれば、

「行政の目指すべき目標」として 「①活力ある福祉社会の

建設、②国際社会に対する積極的貢献」の二つがあげら

れ、これ らに関して次のように述べられている。「今後、

我が国が目ざすべき活力ある福祉社会 とは……自立 ・互

助、民間の活力を基本とし、適度な経済成長の下で各人
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が適切な就業の場を確保するとともに、雇用、健康及び

老後の不安等に対する基盤的な保障が確保された社会を

意味している。それは、必ずしも 『小さな政府』を求め

るものではないが、西欧型の高福祉、高負担によるr大

きな政府』への道を歩むものであってはならない。」「安

定 した国際的政治経済秩序の形成に努めることにより、

世界の平和に貢献 してい くことが我が国の最大の目標と

な らなければならない.」「今後、我が国の行政は、……

高度成長による物的福祉の向上が余 り期待できず、む し

ろこれまでに達成した福祉や豊かさのレベルの維持 自体

が問題となることも予想 される状況の下では、基盤的な

福祉を確保す ること、資源 ・エネルギー、食糧等の基礎

的な物資の安定供給を確保すること、国土 と環境の保全

を図ること等、安心と安全の確保という側面が重要 とな

る。その場合、近年の複雑化した国際社会において我が

国社会の安心 と安全を確保していくためには、貿易、国

際金融、経済協力、防衛等を総合的に考慮 し、政府一体

となって多面的な対外政策を展開してい くことが必要で

ある。」(46)

これ以上、詳論の余裕はないが、結論的にいって、臨

調行政改革のねらいは、① 「財政再建=財 政危機管理」、

② 「総合安保戦略プ ラス日本型福祉社会構想」の具体化、

③反動的国家 ・社会改造のための担い手、労働 ・政治戦

線の右より再編成の連動を誘発させることにあるとの指

摘がなされているq7}。

以上のような一般方針のもとに文教行政改革の基本方

向は83年3月15日 の 「行政改革に関する第5次 答申一

最終答申」では、次のように述べ られている。

「文教については、 生涯 教育機会の拡大等教育環境の

大きな変化を踏まえ、個人の生涯の各段階においてそれ

ぞれの能力と自主的努力に応じた適切な教育を受けられ

るようにするため、学校教育の多様化 ・弾力化を推進す

るとともに、特に高等教育については、量的拡大 よりも

質的充実を進め、その費用負担は個人の役割 も重視する

方向で適正化を図る.」㈹

この方針の下に、最終答申においてとくに再確認され

ているのは、①国立大学の新増設及び定 員増の抑制、②

育英奨学金の有利子制度への転換と量的拡充、③教職員

の増員抑制等による義務教育国庫負担金の抑制、④教科

書無償給与制度の廃止等を含めた検討である。 しかも、

端的に 「教育費削減」 と言いうる臨調教育行政 「改革」

方針は、第1次 答申、第3次 答申で既に示され、その相

当部分は既に実施に移されている。上記③および、⑤過

疎 ・過密地域等の教育施設費国庫負担率の引き下げは、

81年12月4日 公布 ・施行の 「行革関連特例法」(昭 和56

年法律第93号)に より実施された。とくに、③に関 して

は1980年 度からスター トした義務教育40人 学級化12年 計

画等の実施が82年度か らの3年 間抑制されることとなっ

た。また、⑥公立文教施設整備事業費の大幅削減、⑦私

学助成の抑制、等は82年 度予算編成か らすでに実施され

ている(49)。

このような政策の底流にある教育観は、三輪定宣氏が

まとめているように、 「公立学校、 公教育の現状への批

判、 不信、 それと裏腹の 教育の民営化 ・産業化への支

持、期待を前提と(す る)」 ものであり、「教育にたいす

る行政責任の見直 し ・縮小のために、公教育費の削減と

受益者負担への転嫁、民営化 ・民間委託、教育産業の促

進などを 強調する」 ものであり、 「臨調の教育観の本質

は、公教育不信の表明、その解体宣言ともいうべきもの

であり、人権 ・社会共同の事業 としての公費教育の確立

とは対極のr教 育の商品化』を全面的に解禁する契機と

もなりかねない.」㈹⊃

しか も、行政管理庁長官 として臨調 ・「行革」を提起

した現首相中曽根康弘氏は次のように述べて いる。「私

は、第二臨調の次に必要なものは、"教 育大臨調"だ と

考えている。文部省の中教審程度のスケールの小さい技

術論による教育改革ではな く、教育体系の基本的なあり

方まで掘り下げるような教育大改革があってしかるべき

だと思 う。 行革は いわば その精神的な 先駆で もある」

(『新国策1009号 、81年8月15日)、 「私はまず行政改革を

断行し試練にたえる。 これに失敗 したら教育 も防衛 もダ

メになる。 いわんや 憲法を 改正することは できない」

(82年5月4日 第6回 生長の家相愛会男子全国大会での

祝辞 ・『朝日新聞』同 日付報道){51)。
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臨調 「行革」が教育 ・防衛 ・改憲と一体として位置づ

けられており、 この構図のなかで公教育費削減とともに

憲法 ・教育基本法の教育理念に基づ く公教育の縮小 ・解

体、教育の 「商品化」をべ一スとした改憲 ・防衛と一体

の価値に基づ く教育への公教育の質的転換が図 られてい

ることが明 らかである。

(7)世 界 平和 教授 アカデ ミーの 「教育基本法改

正」論

「世界平和教授アカデ ミー」(会 長=松 下正寿 ・元立教

大学総長)は 、『国際化 時代と 日本(副 題一10年 後の

国家 目標一)』(善 本社、1979年6月 初版)を 編集 ・公

刊しその中で 「教育基本法逐条批判」をも行なって教育

基本法の理念に替わる教育理念の確立とそれに基づく教

育改革等をその提言す る 「国家 目標」の一環として位置

づけて論 じている。同書は、「2,000名の学者を動員し、

3年 の期間を費したナショナル ・ゴール研究プロジェク

ト(委 員長=福 田信之筑波大学副学長)の 成果」である

という{52㌔

この書物が提示する 「国家目標」の要点は、その 「第

1部 総論」の 「第3章 今後10年 間の 日本の生き残 り

戦略」に示 されている。同章の 「一 現代 日本の中心課

題」 として、 「(1}真の教育改革」「(2)国防 理念の確立」

「(3}生き残 り戦略の確立」の 三つがあげられ、教育が大

変重視されている。具体的な目標は同章の 「五 総合戦

略の展開」で述べられている(53)。そこでは、 まず21世

紀は、大西洋文明にかわる大平洋文明の時代であり、わ

が国の長期目標として 「太平洋共同体」において重要な

役割を 果たす 「太平洋国家」 たるべきことが あげられ

る。つぎに、10年 後の未来を考察する際に、わが国の今

後において予想されるカタス トロフィーとして 「第1に

共産主義陣営の脅威一 とくにソ連の軍事的威嚇、第2

に自由 主義 陣営の 衰退一 とくに アメ リカの自信の喪

失、第3に 第3世 界の石油 ・資源等を武器 とした、先進

諸国に対する挑戦」があげられ、「共産主義問題」が 「当

面緊急かつ重大な課題」とされ、この課題に対処するた

めにも 「日本の最大の努力は、アメリカに 犠自由主義陣

営の指導者"と して自信 と誇 りを取 りもどさせることで

ある」 とされ、 さらに 「第3の カタス トロフィーロに

対処する経済安全保障政策の確立が肝要である」とされ

る。 これらの方向の中で、「(日本が)い つまでもアメリ

カの保護を期待 し、それに便乗するのではなく、……国

家 としての真の 主体性 と責任感を取りもどすこと」「具

体的には、 自衛隊を単に物的に増大すればよいというの

ではな く、『国民のための軍隊』、国軍として位置付ける

ことであ り、教育を再建 し、国家、世界に奉仕する意欲

と能力を備えた人材を育成す ること」、 日米間の 交流計

画 ・交流資金の拡大、技術協力の強化、共産主義理念の

克服、「たとえば 世界の 各国が払 う防衛努力 ・GNP2

～3%と わが国の防衛努力 ・GNPの1%以 下の差額を

国際安全 保障費 と考えて 世界平和のために 投資するこ

と」、 この観点から 「余剰農産物の一方的買い上げを実

施 し、それを飢餓にあえ ぐ途上国に無償で援助するとか

いうこと」、「国際安全保障費として科学 ・技術に巨大な

投資をす ること」、「日本の伝統的文化、マン ・パ ワーを

世界平和のために投入すること」等々が目標 とされてい

る。

大要、かかる 「総論」の もとに、第皿部において、政

治 と外交、総合安全保障政策、経済政策、科学技術開発

教育と文化、マスコミにわたる 「個別戦略」が説かれて

いる。

その一つに、 「第九条の削除はもちろん」 の こととす

る 「憲法全体の書き直 し」が提言されている。その理由

は、 「アメ リカか ら押しつけられ」、 「その前文をはじめ

すべて翻訳調で悪文」 であるからであり、 また、「愛国

心を養成するためである。……根本においてわれわれは

天皇中心主義であるが、しかし世界人として生きる。ま

た、世界に貢献することを目的として太平洋時代を建設

しようとするわれわれは、天皇を中心 とする国家を愛 さ

なくてはいけない」か らである㈱ 。

また、チープ ・ガバメントのための行政改革の必要が

提言されている㈱ 。

同時に、「国防体制確立への道」として、「自衛隊に列
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国なみの 渾"の 地位を与える」「奇襲に備えての対策」

「防鰯産業の振興と研究開発」(以上、「第一段 階」)、「国

防省昇格と諸制度の改善」「有事立法の整備」「安全保障

会議の創設」「民間 防衛の推進」(以上 「第2段 階」)が

提言されている㈹ 。

なお、かかる具体的防衛方策に先立って 「新しい防衛

哲学の確立」が説かれている(57)。そのうち、 次にみる

「教育基本法批判」ないし 「新 しい教育 理念の 確立」の

問題 と密接に関連する部分の要点を示すと次のようであ

る`58)。

「日本国民の根本的思想は終戦後アメリカか ら教えら

れた自由 ・平等 ・人権等、換言すれば ヒューマニズムで

ある。」「生存ができなくては万事休するし、生き続ける

ことが最高 ・絶対の価値であって、他の価値はその絶対

・最高の価値を頂点 として体系づけ られな くてはな らな

い。 それが ヒューマニズムの立場である。(改 行)こ の

立場は、われわれ日本人が古代から教え られ、思 い慣 ら

されてきた思想 とは根本的に対立する。われわれは犠牲

奉公と無私を教えられてきた。 したがって場合によって

は生命を捧げることも美徳 と考え られてきた。」「防衛問

題の中心は軍事問題であり、軍事問題の中心は死の問題

である。」「ヒューマニズムの立場は、絶対確実に到来す

る死を忘れさせ、意図的に意識させないことにより、人

の心を生に向わせようとするものであるか ら、そこには

自己欺購の要素があり、虚偽である。」「死を忘れた生き

方は、生物的自己を我の全部 と見るか らどうして も自己

中心主義、すなわちエゴイズムになる。エゴイズムとは

幸福を自分の本能の充足とする生き方である。死を直視

し、死の立場から生をみる生 き方は、生物的我の有限性

を意識するか ら幸福の源泉を本能の充実のみとは考えな

い。本能の充足はもちろん否定しないが、同時に自己以

外に注意を向ける。親のため、子のため、夫のため、妻

のため、国のため、社会のため、世界のため等々、自分

以外のもののために生きる ことに 喜びを 感ずる。」(傍

点、原文)。「徹底的にrた めに生きる』 ことのできる人

は幸福な人である。徹底的にrた めに生きる』時、彼は

『我』を忘れ、 宇宙と一体になる。それを永遠 という。」

「われわれの提唱する 『ために』は 無限のひろがりを持

ち、そのひろが りは自ら秩序を持つ。最終の対象は神で

あるが、それは別としても、少な くとも世界までひろが

らな くてはならない。世俗的にいえば 『世界のために』

が最終である。」「人生の目的は 『ために生きる』ことで

あるから、その必要があったら進んで生命を提供すべき

である。・・…・命がけの仕事でない防衛は真の防衛にはな

らない。そこで、その 『命がけ』という理念と生命第一

主義のヒューマニズムとは矛盾する。故に、われわれは

真の防衛を達成するために、現在の支配的思想になって

いるヒューマニズムを超克 し、rた めに生きる』 思想を

打ち建てる必要がある。」

「個別戦略」 の うちの教育 と文化については、第皿部

「第5章 国際化時代における教育 と文化」(59)で論じら

れている。

この章の 「一 鎖国状態にある日本の教育 と文化」で

は、 日本の 「外来 文化受容の伝統」につづいて、「敗戦

後の 日本の精神状況」として要点次のように述べられて

いる。

「本来、工業化が進行する民主主義社会に おい ては、

価値の相対化が進行する必然性を持っているが、戦後の

日本の場合は、戦前の価値観が・一切否定された上に、戦

後に新たに与えられた自由 ・平等 ・博愛などの諸価値も

その実体が最初か ら存在していない ために形骸化した

り、あるいはその概念を人民民主主義の論理で歪曲化し

たりする(「民主主義を 自由民主主義の立場で理解する」

べきところを一 引用者補足)な どの風潮が目立った。

(改行)こ うした戦後日本における価値観の混迷は教育

目的を設定する際の根本的な障害となってあらわれ、そ

こから戦後の 教育の荒廃や混乱が もたらされたのであ

る。」㈱)

そののち、わが国の青年の意識状況の諸外国に比 して

の特異性 高度成長期 以降の 産業構造 ・社会構造の変

化、家庭の崩解的状況、地域社会の共同体的基盤の崩解

・社会教育的機能の衰退、日教組の 「社会主義革命を肯

定する思想教育(の)実 践」 ・ 「非合法闘争」等により

教育界に生じた 「政治的対立」、 教育の機会均等を画プ
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的な平等主義と考える誤解に基づ く教育の思想、児童 ・

生徒の 自発性や 興味の 尊重と いう教育の方法的原理が

「実際には 放任同様」となったこと、 教員の資質の低下

・その要因としての教員養成の開放制度、六三制教育制

度の日本の社会的 ・経済的状況か らの乖離、生涯教育 と

いう観点からの教育 システムの再構想の必要性が指摘さ

れている。

同じ章の 「二 新 しい教育理念の確立」で述べ られた

ことの 「要約」は次のとおりである。

「新 しい太平洋時代における教育 理念は、 第1に ヒュ

ーマニズムを全面的には否定 しないが、その欠陥をはっ

きり認識したものであること、第2に 古来の 日本精神に

おける犠牲奉公と無私は立派なもめであるか ら、それを

十分に生かすとともに、高度の知性によって道を誤 らな

いようにすること、第3に 犠牲奉公や忠誠の対象を従来

のように絶対 ・至上の国家とせず、共産主義勢力の世界

制覇の政策に対して 自由を護る国家群の一つとして限定

された国家とすべきである。」(61)

ここで、「ヒューマニズム」すなわち、「教育基本法の

理念」の 「欠陥」というのは、次のことである。すなわ

ち、 「人間の 社会構造は二つの 原理 か ら構成 されてい

る。」「第1は 個人中心の原理」であり、「エゴに 向 う一

切の欲求はそれに含まれる」。 第2の 原理は 「利他、ま

たは 『他のためにする』 原理」で あり第1の 原理とは

「全 く矛盾す る」。「両者の 適度な バランスが何よりも必

要である」が、 「ヒューマニズムぽ両者のうち第1の 原

理を強調したものである」ということである(62)。 既に

「防衛哲学の確立」に際してヒューマニズムを批判 して

「たあに生きる」 思想が説かれたのと同 じ主旨である。

しか し、「限定的受容」とはいうが、 次の所説に 明ら

かなよ うに、実際にその意味するところは、 ヒューマニ

ズムすなわち教基法の理念の正面からの否定である(63》。

「論者の うちには 教育基本法がどうであっても、教育

の内容さえ改善 されればいいのではないかと説 く者 もあ

る。この説は易きにつくことを好むものであり、誤 りで

ある。 教育基本法の 改廃には非常に 政治的困難が伴 う

が、それを避けては教育改革はできない。」「教育基本法

の存在を許 している限り、いかなる改革案も不徹底なも

のに終 り、仮にやや改革の目的を達し得るようなものが

出来ても、法廷闘争に持ち込まれた場合、既得権を有す

る彼 ら(「 ヒューマニズム」の 「イデ オロ ギーに巣食う

利害関係者」を指す一 引用者注)の 勝訴になることは

明らかである。」

この観点から 「教育基本法逐条批判」が試みられる。

その内容は、「人格の 完成を めざし……」というヒュー

マニズムは、「今の ように人間が高ぶっているときには

有害無益である」、 教育の 方針としての 「学問の自由」

は、 「すでに 自由の 環境にある 社会には無益である」、

「教育の機会均等は……すでに実現 されている」、義務教

育は、 日本は世界無比に成功した国だから、義務教育規

定は、「驚 くべき愚行である」、「権力を もって男女共学

を強いるのは民主的で も自由主義的でもない」、「教員の

『待遇の適正』まで規定するのはr基 本法』 と しては不

適当」、「宗教そのものを教えないで宗教のr社 会生活に

おける地位』を評価」せよと規定 している 「第9条 第1

項後段の規定は意味不明の文章である」、「不当な支配」

は 「意味不明瞭」ゆえ有害無用、「r諸条件の整備確立』

は教育行政としては当然のことであるが」 「誤解や 曲解

の原因になる」、などというものである㈱ 。

「三」では、「(1旧本の伝統的な精神文化のなかに確固

とした精神的支柱をもった人間であること」「② 国際的

に開かれた人間であること」「③ 創造的 ・問題解決的な

人間であること」が 「期待される日本人像」として提言

されている。

「四 教育改革への提言」では、「三世代家庭こそ、真

実の 骸 家族"と する風潮」をつくること、初等教育に

いて教育器機の導入をさかんにして反復練習を強化する

こと、個人差に応 じたプログラム学習を推進すること、

中等教育は六ケ年一貫 とし大幅な選択制コース制を導入

し 「徹底した個人指導、能力別」を実現すること、高等

教育においては、「外国語セ ンターを 各大学が設置し、

話 しことばの訓練を徹底」すること、教養 と専門という

考え方を検討 し、問題解決のための仮説模索を重視する

こと、徹底した単位制を敷 くことなどが主として提言さ
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れている(65)。

「五」では 「教育 と文化の 国際化」について述べられ

ているが、省略する。

世界平和教授アカデ ミーによると、要するに、1980年

代のわが国のあり方は、共産主義との全面対決とりわけ

ソ連の軍事力 との対決を最大の課題とし、アメ リカを先

頭とする反共先進資本主義国として、第3世 界勢力とも

対抗 し、減退しつつあるアメリカの力を補完 して太平洋

地域において重きを占める国となる以外にないというこ

とである。

このような情勢判断と選択自体、大いに批判 ・検討し

なければならないところであるが、教育の問題として重

大なのは、 このような国家目標に基づ くとき、何よりも

国防体制の確立が最重視され、そのために犠牲奉公、無

私の価値観に基づいて反共 自由主義国家のために尽 くす

国民、とりわけ軍人の育成が重視されている。わが国の

「伝統」や 「天皇中心主義」 も、かかる目的の手段とさ

れていると いえよう。 この観点に立つ とき、 自由、 平

等、基本的人権等のヒューマニズムを価値とする憲法、

教基法の存在は栓楷以外の何ものでもなく、その改廃が

求められるのである。

そもそも、人間の生きがいないしは価値志向が、各自

の生物的本能の充足に尽きるものでなく、他の人々や集

団、共同社会等のために尽 くすことをも含めた社会的要

求の充足でもあることは、同 「アカデ ミー」の指摘を受

けるまでもなく明らかなことである。各個人の尊厳、自

由、平等、人権を中心とする民主主義ないしヒューマニ

ズムは、他のために尽 くすことを も含めて人間各個人が

かけがえのないこの私という自己意識をもった自律的な

自由な存在であることを相互に認め合うことの上に成 り

たつものである。反共 「自由」主義国家への犠牲奉公 ・

無私という狭い歪んだ特定の価値を 自由 ・平等 ・人権等

の普遍的価値に優越させる 「アカデミー」の理論は、甚

だしい錯誤もしくは欺購というほかはない。

なお、「ために生 きる」 主義 ないし 「他のためにする

原理」およびこれに基づ く教育 と民主主義ないしヒュー

マニズムおよびこれに基づ く教育 とが、両立不可能 ・二

教育の自由と国民主権(中)

者択一の関係に立つことも明らかであろう。

なお、以上のような世界教授アカデ ミーの所論はそれ

自体をみると一見荒唐無稽にみえるが、 これを前述の自

民党、財界、政府 ・文部省の政策 ・イデオロギーと照ら

して考え合わせるならば、それらの政策 ・イデオロギー

の最 も体系だてられ縮約された表明の、唯一とはいえな

いかもしれないが、少な くともその代表的な一つである

といえよう(66)。

⑧ 教基法改定の直接的運動

次に教育基本法改定の直接的運動について述べる。

一つには、 日本教師会(田 中卓会長)の 運動がある。

1979年7月 の 同会の 「教育基本法改正案趣意書」(67)に

よれば、 同会は、1977年8月 、 教育基本法の 改正を発

議、同年12月13日 、文部大臣に教育基本法改正の要望書

を提出、79年5月 の同会第17回 定期大会においてその教

育基本法の改正案を再確認 し、それを広 く有志諸賢に訴

えて、国民運動を起 こすことにした、という。同趣意書

添付の 「改正点の要 旨」によれば、① 前文 に、「祖国と

伝統を尊ぶ国民」を追加し、第1条 に 「祖国の伝統」の

文言を追加する。前文の 「人間の育成」を 「国民の育成」

と改正する。②第 ユ条に 「勇気」を重んずる1項 を追加

する。③第1条 に 「愛国心」の徳 目を追加する、という

ものである。

二つには、岐阜県議会における 「教育基本法の改正を

求める要望決議)(1980年10月7日)《68)が ある。 この決

議は、 「この法律(=教 育基本法一 引用者注)は 、被

占領時代に制定されたために、今 日の独立国家の国民を

教育する基本法 としては必ずしも適切ではな く、とりわ

け 『伝統の尊重』、『愛国心の育成』などの理念が欠けて

おり、 これを法律に盛 り込む ことが要請 される。」 と述

べ、政府が教基法の改正を図るよう要請する、 というも

のであり、あて先は、内閣総理大臣、文部文臣および自

治大臣である。 この議決は、 「日本の伝統を守る会」の

請願によるものであり、同会の世話人代表は、桑原善吉

氏、世話人の中には藤井丙午氏も名を列ねており、同会
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の参加団体は、 神社庁、 生長の家、 軍人恩給会、 郷友

会、隊友会、遺族会、 日本青年協議会等の岐阜県 レベル

の組織等である。 「日本の伝統を守る会」 の 「教育基本

法改正の請願趣旨書」 には、 「国民世論を喚起し、政府

を決意 させるために、元号法制定の例に倣って、地方議

会に 『教育基本法の改正を求める請願書』を全国的に提

出し、 議会で 決議 していただきたい」 とある。 また、

rr伝統の尊重』とは、広 く言えば日本文化の擁護という

ことで、憲法の条文にあてますと、 『第1章 天皇』の

条文に該当し、2000年 の間国民の敬愛の中心として連綿

と継承されてきた御皇室こそ伝統そのものであります。」

という。さらに、「愛国心の育成」については、「伝統あ

る祖国 日本を愛することは国民の 自然の感情であること

を、次代を背負 う青少年に教育すべきだ」と述べている。

三つには、 「日本教育憲章制定委員会」 の 「日本教育

憲章」制定の運動がある69》。同会は、「教育正常化」 を

運動目的とする日本教育推進連盟(会 長=内 藤誉三郎 ・

元文部大臣、1965年 発足)が1981年8月 設置 したもの

で、 設置と同時に 「日本教育憲章」 の案文が 採択され

た。同委員会の役員は、相原良一、永田一郎、奥原唯弘

等 自民党 ・改憲団体のブレーンの各氏、大島康正、宇野

精一、村尾次郎、福田信之等教科書検定強化 ・教科書内

容右傾化等の推進者、等であり憲章草案の案文説明には

久保田信之氏があたった、という。同憂団体には、 日本

教師会,日 教連、 日本教育会、 世界平和教授 アカデ ミ

ー、生長の家、モラロジー研究所、等が名を列ねている。

「憲章」 の 内容には、 次のようにある。 「日本の教育

は、 すべて、 天地 自然の公道に則り、 萬物を産み、育

て、創造する自主的能力を養ひ、以て天地 と共に榮え行

く平和にして 健全 なる国民を 育成 することを目的とす

る。」「克己心を酒養し、公共の為に尽し、慈悲仁愛の精

神を養ふことを教育の第一歩 と(す る。)」「日本は古来、

君民一体の國であって、一点の私利私慾無き天地の公道

の実践の 中心者が 実に萬世 一系の天皇であった。……

r主権在民』 の政治体制が 成立つ為には、……この精神

的、道徳的伝統が……その生きた大黒柱 となってゐなけ

ればならない。」「教育基本法は、内容には誤はないが、

抽象的な規定で、日本の國民教育の為には更にこれを実

行あ らしめようと努力する必要がある。(改 行)わ れわ

れの手になるこの教育憲章 は、国民の総意 として国会の

同意を得、 教育 基本法と 教育 勅語の精神を現代に活か

し、将来に結実させ、以て教育維新を全 うし祖国日本復

興の大任を果さむ とするものである。」(漢字かな使いは

原文のまま)。

「日本教育憲章」 は、 教育基本法改定に直接言及 しな

いままに 「教育基本法……の精神を 現代に 活か(す)」

とは述べているが、教育勅語や天皇制が、教育基本法や

国民主権と矛盾することは明白であるか ら、同憲章に国

会の同意を得ようとする運動が教基法改定の運動の一環

を成す ことは明白である。

以上の本節のまとめ として、自由民主党、財界、政府

・文部省、世界平和教授アカデミー、 日本教師会、 日本

教育憲章制定委員会、岐阜県議会における教育基本法改

正要望決議などの動きは、教育基本法の教育 目的規定の

存在意義を現実的 ・政治的に否定し、教基法の教育目的

に替えて、反共産主義的 「自由主義」国家への忠誠、皇

室を中心とするわが国の 「伝統」の尊重、 これらに基づ

く 「愛国心」、 日米安保条約を前提とした国家体制の防

衛、犠牲奉公 ・滅私奉公 ・無私 ・献身などの 「価値」を

教育 目的としており、公教育においてこのような 「価値」

に基づ く教育を実現しようとしている、といえよう。

第2節 教育基本法の教育目的

およびその規定の存在意

義に関す る諸説

憲法、教育基本法の拠ってたつ基本的価値 と、前記の

ような、反共 「自由主義」国家への忠誠、皇室中心のわ

が国の 「伝統」 の尊重、それ らに基づく 「愛国心」、犠

牲奉公 ・無私などをもって教基法の教育目的 ・理念を明

文改定ないし実質的に無効 ・空文化する動向の拠って立

つ基本的価値とは、たとえば世界平和教授アカデミーも

述べていたように、原理的には両立不可能である。現代
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日本の 「教育紛争」状態の根本には、このような基本的

価値 相剋があ り、 それは また今 日の わが国の 「教育荒

廃」現象を拡大 し、あるいはまたその克服を困難ならし

めていると考えられる。そして、この価値相剋は最 も基

本的なものであるだけにその克服は、一見、もはや理論

の問題であるよりは実践と運動の力によるほかはないか

にも思われる。

しか し、そのような状態であればこそ、憲法、教基法

の諸価値を擁護するためにも、いっそう客観的な基礎理

論的解明が要求されるといえよう。以下ではこの課題に

応えようとする。

その際、理論的に重視すべきことは、既述のような教

基法改正の動向と一体となった自民党、財界、政府 ・文

部省等の教育統制の動きに対抗して国民の教育の自由 ・

諸権利を守り発展させる運動を積極的に推進している学

者の一部か ら、ほかならぬ教育の自由 ・自主性の擁護を

論拠として 教基法の教育 目的 規定の存在意義を否定す

る、ないしはその教師の教育活動の指針としての存在意

を否定する諸説が出されていることである。

そこで、以下では、まず教基法の教育目的の意味 ・内

容を一応確認したうえで、上記のような諸説の要点を押

さえその批判 ・克服を念頭におき、つぎに教基法の教育

目的規定の存在意義を積極的に是認している教育権論者

の有力な所説のいくつかを踏まえた うえで、上記の課題

の解明にあたることとする。

(1)教 育基本法の教育目的の意味 ・内容

教育基本法の教育目的は、直接 ・主要には、次の条項

に示 されている。

「われらは、 個人の尊厳を重ん じ、 真理 と平和を希求

する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも

個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなけ

ればならない。」(前 文第2項)

「第1条 〔教育の目的〕教育は、人格の完成をめざし、

平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛

し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重ん じ、 自主

的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行

われなければならない。」

以上のほか、第2条 に文化の創造と発展への貢献、第

4条 に普通教育、第5条 に男女相互の敬重と協力、第8

条に政治的教養、第9条 に宗教に関する寛容の態度及び

宗教の社会生活における地位の尊重、が規定されており

これらも教育の目的を規定したものといえる。しかし、

このうち、第2条 の規定は前文第2項 と同旨、他は、前

文第2項 および第1条 の規定の系(コ ロラリーcoroレ

lary)と 考えることができるので、本質的には、教育基

本法の教育目的は上記前文第2項 および第1条 に規定さ

れているといえよう(そ れゆえ、以下 「教育基本法の教

育 目的規定」という時にもこれ らの両規定を指す ことと

する)。

これ らの規定の成立した歴史的経過および歴史的意義

については、 すでに優れた研究ω があるので、 ここで

は、それらに頼 りつつ、要点を確認しておく。

教育基本法は、ポツダム宣言の受諾 ・敗戦による大 日

本帝国憲法に基づく国家体制の崩解の中で、日本国憲法

の理想を 根本に おいて 教育の力に よって実現するため

に、 日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示し教育

の基本を確立するものとして制定された。したがって、

その教育 目的 ・教育理念は、帝国憲法と一体となって戦

前の教育体制を形成していた教育勅語の教育目的 ・教育

理念とそれに基づ く教育を本質的に否定するものであっ

た。

教育基本法は、ファジズムと闘った世界各国人民の力

を背景として、戦後解放された日本国民の自由と平和を

求める運動と世論の中で、アメリカ占領軍の管理の下、

アメリカ教育使節団報告書(1946年3月31日)に よって

基本的に方向づけられなが ら、内閣直属の教育刷新委員

会によって基本的に立案された。この教育刷新委員会第

ユ特別委員会が教刷委第13回総会(1946年11月29日)に

提出した 「教育基本法案要綱案」の教育基本法前文(案)

は、次のように過去の教育の反省から書 き始められてい

た。

「教育は、 真理の 開明と人格の完成 とを期して行われ
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なければならない。従来、わが国の教育は、や ＼もすれ

ば、 この自覚 と反省にかけるところがあり、 とくに真の

科学的精神 と宗教的情操とが軽んぜ られ、教育は自主性

を失い、ついに軍国主義的、又は極端な国家主義的傾向

をとるに至った。 この過りを是正するためには教育を根

本的に刷新 しなければならない。」ω

とくに、1948年6月19日 衆議院で可決された 「教育勅

語等排除に関する決議」は教育勅語をはじめとする戦前

の教育に 関する諸詔勅に 関して、 次のように 述べてい

る。

「思うに、 これらの詔勅の 根本理念が主権在君並びに

神話的国体観に基いている事実は、明 らかに基本的人権

を損い、且つ国際信義に対 し疑点を残す もととなる。…

…ここに衆議院は院議を以て、 これらの詔勅を排除し、

その指導原理的性格を認めないことを宣言する。」{3》

教基法立法当時において教基法め教育 目的の構造を最

も明確に示す ものは、1947年3月19日 の貴族院本会議で

の高橋誠一郎文部大臣の答弁にみることができる。そこ

では次のように述べ られている。(4)

「教育基本法においては、 まず人間は 人間たるの資格

において品位を備えているものであって、何ら他の もの

と代えられるべきものではないという意味において、そ

の前文において、 『個人の尊厳を重ん じ』 とうたってい

る。次に、人間のうちに無限に発達する可能性がひそん

でいるという考えを基礎にして、教育はこの資質を啓発

し、培養しなければならないのであって、これをば第1

条に 『個人の価値をたっとび』といっている。第3に 、

人間は単に個人たるにとどま らず、国家及び社会の成員

であ り、形成者でなければならないということもまた、

基本法における人間観の基礎である。更に、人間は真、

善、美などの絶対価値の実現を追求するものとして、文

化活動の主体であると考える。 これ らを基礎 として、教

育が人格の形成を めざさなければ ならず、 普遍的にし

て、しかも日本人として又個人 として、個性ゆたかな文

化の創造をめざさなければならないとしている。この個

性ゆたかなという点 に、十分 日本人 としての特性を発揮

せ しむべきであるということが うたわれている。」

「個人の尊厳」と関連して、「軍国主義の教育は、人間

を戦争の道具にまでつ くりあげようとする点において、

又極端な国家主義の教育は、国家のためによき手段たる

べき人間をつくろうとする点において、同じく個人の尊

厳を重ん じないものである」(5)と考え られた。

「真理 と平和を希求する人間の育成」は、「軍国主義や

極端な国家主義に二度と利用 されないという決心を現は

すやうな言葉を欲しい」(6)「独断的な、 独善的な、 あ ＼

いふ戦時中の思想を排撃する為にも真理 といふものの光

を仰いで行くという一面が必要になってくる」ω という

考え方、 「従来のわが国の教育は……近視 眼的な功利主

義に堕し、 教育は専 ら国家に奉仕すべきものとされた」

「真理 も国家のためになるもののみが真理とされ、真理

のための真理の探究という真の科学的精神はまげ られて

しまった」(8}という反省に基づいたものであった。

「公けを畏れ、公けの為に生 きる」「奉公」というよう

な教育 目的の主張は、 「本当に公けに 仕える人間を作る

にはやっぱ り個人 というものを一度確立できるやうな段

階を経なければならない」(9)という意見により退けられ

た。αo)

「普遍的にして しかも個性ゆたかな文化の創造」に関

しては、まず、 「人間は もともと文化的存在であり、…

…よい人間の育成をめざす教育は、よい文化形成の主髄

を形成するということでなければならない。……教育は

単に過去の文化の傳達というにとどまらず、よき文化の

創造者を 育成するもので なければな らない」q1》とされ

た。 つぎに、 「この際特に注意すべきことは自国の文化

の特殊性のみを強調 していた過去の独善の弊を除去す る

ことであります。……よい日本的な芸術をつ くろうとし

て も決してよい芸術は生れません。真に何の成心もな く

無心に美を追求致しますときに真の芸術が創造されるの

であります」q2)と 述べ られ、 「r普遍的に してしかも個

性ゆたかな文化』とはいかなる意味であるか。文化の意

味とか価値においては普遍的であるが、その事実におい

ては、文化形成主艦の個性味をゆたかにもつ文化をいう

のである。 文化 形成主髄のめざす べきものは 常に真、

善、美の普遍的価値でなければならない。真そのもの、
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善そのもの、美そのものをなんの成算 もな く追求する。

しかし、 そのようにして 形成 された文化は 結果におい

て、その追求者の個性、その人の属す る国民性をゆたか

にたたえたものとなるであろう。」㈹ と解説 されたので

あつた。

つぎに、第1条 で 「人格の完成をめざし……」 とある

のは、田中耕太郎文部大臣の強い主張で入れられた文言

であり、その背後には、「(教育目的としての)個 人の価

値や尊厳は現実の人間自体か らはでてこない」、「教育的

努力の標的である人柊」 「それは一言で尽せば、 神がか

くあるべきものとして創造したところの人間である」qω

とい う同氏の思想があった。 これに対して、教育刷新委

員会では、務台理作委員が、 「人間性の 開発をめざし…

…」とす ることを強 く主張していたq5》。確かに、「完成」

という言葉は、既成の人格理念への近接度を規準とする

発想に基づいてお り、個性豊かな各個人の人間性の開花

をめざすべき教育の目的としては不適当を免れない。 し

か し、「人格」 の形成ないし育成の重要性は、教育の目

的として否定できない。 なぜなら、 「人格」 とは、文化

や 自然によって規定された人間らしい諸能力 ・諸機能 ・

諸資質すなわち人間性を、人間各個人のうちに自律的に

統一している人間各個人に固有の 自己意識の様式もしく

は、かかる自己意識の 自律性によって統括 された諸能力

・諸機能 ・諸資質の人間各個人に固有の統一的存在 ・機

能様式のことであり、動物一般 とは異なる意識的存在 と

しての人間の個性豊かな育成にとって、極めて重要なこ

とだか らである。教育基本法の制定について発せられた

1947年5月3日 の文部省訓令第4号q6)で は、「完成」と

いう語の本来の意味には重要がおかれずに、 「人格の完

成 とは、個人の価値と尊厳との認識に基き、人間の具え

るあらゆる能力を、.できるかぎり、 しか も調和的に発展

せ しめることである」と説明されており、結局このよう

なところに立法者意思があったと考えられる。そして、

この意味において 「人格の完成」は是認できよう。

第1条 の 「真理と正義を愛 し……」以下は、 日本国憲

法が理想とする 「平和的な国家および社会の形成者」の

備えるべき人間性に ついて 述べた ものである。 ここで

「形成者」とは、「単に受身的なメンバーたるにとどま ら

ず進んでかかる社会を自らにない、形成 して行 く者」q7)

を意味している、とされている。

正義、勤労、責任、 自主的精神について、立法者意思

の要点 ないし注 目すべき点を 示すと次のようである。

「社会的 不正に対する強き感情、 この感情に基いてこの

世の悪とたたか(う)… …正義感はよき社会を形成す る

ばねである。」〔18)「社会は、 その構成員すべての勤労に

よって支え られるものであ り、社会の維持発展はその構

成者の勤労によってはじめて可能になるのである。それ

のみでなく、働 くことはすべての人の権利であるととも

に尊い義務であるといわなければな らない。新憲法は第

27条 に、rす べて国民は、 勤労の権利を有 し、義務を負

う』 と宣言 している。 しかし、勤労というのは単に肉体

的労働に限 らないで、精神的な労作をも含むものと解し

なければならない。」(19)「責任という言葉は 自己の行為

に対する結果をみずか ら受けるというのと、 自己の役 目

として務むべき義務というのと二つの意味をもつもので

ある。……ここでは、……社会に対する義務の意味が強

い(続 いて、憲法第12条 を示 して解説)」`20)「(自主的精

神を指して一)こ の精神が民主主義社会を発展 させる

ものであるといいえよう。……現下の日本において特に

必要とされるので、 ここに掲げられるに至ったものであ

る♂21)」

「心身ともに健康」 については、 とりたてて述べ る迄

もな く重要な価値であろう。

また、前文に 「人間の育成」 とあり、第1条 に 「国民

の育成」とあるが、教育基本法においてこの両教育 目的

の統一が なされている ことは、 次の 解説に明らかであ

る。

「そこでは(教 基法第1条 を指す一 引用者)、単に国

家に有用の国民としてでなく、広 く国家及び国際社会を

含む社会の形成者一 単なる成員ではない一 としてふ

さわしい条件(新 憲法の精神に則 り、真理 と正義 とを愛

し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、民主

的精神に充ちた心身ともに健康な)を 具えた国民の育成

を期して行われるべきことが要請 されているのである。
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こうした教育 こそが、真の 日本国民を育成す ることにな

るのであり、又普遍的であるとともに而も個性ゆたかな

日本文化を創造することになるであろう。」㈱(傍 点、原

文)

ところで、 民主 主義 とは、 後にもやや詳しく論ずる

が、 すべての個人 ・その意識的主体性の 尊重を根幹と

し、それを政治生活に及ぼしたものが基本的人権の尊重

と国民 主権主義であろう。 「個人の尊厳を重んじ(る)」

「個人の価値を尊ぷ」「責任を重んじ(る)」 「自主的精神

に充ち(る)」 等は、 いずれも民主主義的人間の具有す

る性質といえよう。

また、「正義」とは、「人間の社会行動の評価基準。…

…善は個人的善意の関係であるのに対 し、正義は社会制

度に関し、その違反に対 し厳格な制裁を伴 う規範として

用い られる傾向がある」(23}と され、 また、正義の本質

は、 「現実の個人を 無差別にみることではな く、各個人

における人間の本質を平等にそれ自体のために尊重す る

ことである」伽 といわれる。 したがって、人間各個人

のうちに等しく、意識的存在 として自己の自由を求める

ことをその本質として認めるならば、'正義とは、自由と

権利としての平等を基本とする政治的民主主義のことに

ほかならない。また、 「労働こそ人間の本質」 というこ

とを も認めるとすれば正義は社会主義 ともなり得よう。

それゆえ、「正義」は、「民主主義」もしくは 「民主主義」

と 「勤労」(「労働」をも含みこんだ概念として、)の うち

に含ませて考えることができよう。

以上をまとめて、教育基本法の教育目的は、真理 ・民

主主義 ・平和 ・勤労 ・健康を価値 として生 きる国家およ

び社会の形成者としての人間 ・その人格 ・個性の育成で

あり、 このことを通 じてのわが国社会の文化の創造 ・発

展であるといえよう。そして、これは日本国憲法の理想

とする民主的で文化的な国家の建設 ・世界の平和 と人類

の福祉への貢献に結びつけられているのである。

なお、 以上のような 教育 目的が、 学校教育のみなら

ず、家庭教育、社会教育を含めてわが国のあらゆる機会

あらゆる場所における教育め目的とされていることは、

教基法第2条 によって も明らかである。逆に言えば、個

別的具体的な人間の育成においては、その進路、性別、

能力等に応 じ、個性に応 じ、機会と場所に応 じて、特殊

化 ・専門化され、あるいは個別化された教育目的が必要

となるが教基法前文および第1条 の教育目的は、そのよ

うな教育目的を一切含んでおらず、わが国社会において

期待 される普遍的教育 目的であるということである。特

殊 日本的教育 目的の必要に対 して も、既述のように、わ

が国国民の歴史と課題に立脚して考え得 られる限りでの

普遍人間性を具えた人間としての国民の育成をもって応

えているのである。

② 教基法の教育目的規定の否認論 ・局限論

教育の自由ないし自主性の擁護を論拠として教育基本

法の教育目的規定の存在意義を否定する見解冠あるいは

その教師の教育活動の指針としての存在意義を否定する

などしてその存在意義を極度に限定する見解の代表例は

つぎのようである。

「学校教育法 さらに学習指導要領に、 教育研究か ら立

ち遅れ、子 どもの発達を阻むような教育 目標を掲げさせ

ないようにするには、やはり教育基本法のあり方にもふ

れる必要があるのではないか。一口に言って教育の目的

・方針は法か ら排除し、10条 の内容を充実させればよい

のではないか。」「教育基本法としては、目的 ・方針など

をこまか く記さず、 『学問の自由と教育の 自主性とを尊

重する』ということだけを記 しておけばよいのではない

か。」(山 住正己 ・1978年)(25)

「法は、もともと、 権力行使の 基準 となるルールであ

るか ら、法理念は、教育行政や国家の教育活動の指導理

念ではありえて も、それ自体は、教師の教育活動の理念

た りえないのである。だから、教育基本法に、教育の理

念が掲げられているようにみえるが、それ も教師の教育

活動の指導理念と考えるべきでな く、国家権力がそれを

妨げてはな らないという意味での国家に対する義務規定

と解すべきものである。そう解 しなければ、教育の理念

を国家権力がオーソライズしたものとなり、それこそ教

師の教育活動の 自由に反する。」(渡 辺洋三 ・1972年)「26)
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「民主主義も平和 も真理 も人間教育上の目的である以

上、それが教育基本法に規定されたか らといって教育内

容を具体的に拘束しうるわけでな く、そのような教育観

・教育 目的規定は、後述する学校制度的基準の範囲での

み法的効力を有するにすぎないと解しなければ、国民の

教育 と学習の自由の保障に抵触することになると考えら

れるのである。」「具体的な教育活動にとっては教育基本

法上の教育目的規定も訓示規定にほかならず、したがっ

て…… 『民主主義 と平和 と真理の教育』を 『現行教育法

の基本原理』にまで挙げることは、必ずしも適切ではな

いと考えられる。」(兼 子仁 ・1978年)(27)

(3)教 基法の教育目的規定の積極的是認論

けれども、以上のような、教育基本法の教育昌的焼定

の法的存在意義を否定ないし軽視する議論に対する最 も

基本的な反論は、既に、次のようになされている。

「今 日の教育の目的 ・方針の基本的原則は何か、……

それは、 要約 すれば、 憲法 ・教育基本法の価値観であ

る、といえるであろう。」「憲法 ・教基法は、特定の価値

観あるいは思想的 立場に立つとは いっても、 その立場

は、 入間の 尊厳を 認め学問 ・思想 ・良心の 自由を認め

る、という立場であり、それを狭めた り制約した り統制

したりするという立場ではな く、また戦争によって人間

が破滅することを許さないという立場である。 この立場

を放棄するというのは、すべてを否定すること、人間を

否定す ることであり、ニヒリズムであろう。」(宗像誠也

・1960年){28)

それにもかかわらず、その後に、教育の 自由ないし教

育の自主性の積極的な肯定論者か ら前記のような議論が

なされているところに、本稿の主題が教育法理論上の根

源的問題であることが示されているといえよっ。

そこでつぎに、さらに立ち入って教基法の教育 目的規

定の存在意義を積極的肯定的に論 じている教育権論の主

たるものの論点を整理 ・検討する。

ω 永井憲一氏の所説

まず、永井憲一氏は、本稿 く上>12頁 既述のように、

「国民の、 国民による、 国民のための教育」が現行教育

法の基本原理であり、 「民主主義と平和主義」 が 「教育

基本法制の基本理念」であるとしているが、 この所説か

らは、 「教育基本法制の支柱」 として、教基法前文と第

1条 により 「教育内容に関しては、α)平和主義教育と、

@民 主主義教育の保障」がなされ、そのような内容の教

育を受けることが権利として保障されている、と説かれ

る(29)。また、憲法第26条 の国民の教育を受ける権利は、

「国民個 々の教育内容の要求権」 であるとして、 次のよ

うに説かれる。 「憲法26条 に よる子どもの教育をうける

権利である主権者教育権は、一つには、教育が、制度的

に、一般行政権から独立 したかたちで、主権者である国

民の意思形成がなされる組織の確立により確保され、一

つには、教育 とりわけ教育内容が、 日本国憲法の志向す

る"平 和で民主的な文化国家,,の主権者を育成するのに

相応 しいものであることにもとつかねばならないのであ

る。(鋤」 しかし、同氏の所説においては、 結局、 「教育

の自由」に関しての力点は、 次のところにある。 「"教

育の自由"論 は、……"教 育をうける権利"の 保障を要

求する自由としての、人権としての"教 育の自由"論 を

展開させていかなくてはならない……。(31》」

同氏の説 く 「教育をうける権利」 保障の重要性、「教

育内容要求権」の重要性には、本稿 〈上〉既述の 「主権

者」概念への疑問を別 とすれば、異論はないが、基本的

人権 としての教育の自由については、それは教育をうけ

る権利保障にもっぱ ら従属するのか、それでは自由では

な くて義務ではないか、教育をする自由は、基本的人権

ではないのか、ということが、問題として残されている

といえよう。

なお、 永井氏は、 戦後における教育 法制の急激な変

換、教育勅語の教育理念 ・教育の勅令主義等の国家主義

・軍国主義の旧教育思想 ・旧教育体制の払拭、戦後教育

民主化がポツダム宣言履行のためアメリカ占領軍を背景

として 日本政府により国民の側か らの戦前の教育思想の

復活を封 じこめる形でおこなわれざるを得なかった側面

を指摘し、 「憲法 ・教育基本法制とは、そうしたわが国

の歴史的事情にもとつ く特殊日本的性格のものである」
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と述べ、わが国の教育が 「憲法 ・教育基本法の枠内に拘

縛される」のは、 「教育の 自由が国民的基盤において現

実に保障されるまでの過渡的措置である」と述べるとと

もに、 「国家教育権思想に もとつ く教育内容の政治権力

による統制ないし支配の動向が顕著に進行 しているなか

では」、 憲法 ・教基法の 「国民の行動規範」としての性

格、 「裁判規範」 としての性格は、いっそう必要 となっ

ていると説いている(32)。この点にも全体として異論は

ないが、教基法の教育目的 ・理念規定について言えば、

む しろ 「特殊 日本的性格」よりも 後述の堀尾氏の所説の

ように普遍人間性を確認することこそ重要であろう。

(ロ)堀 尾輝久氏の所説

次に、 堀尾輝久氏は、 「憲法 ・教育基本法体制は、教

育の自律性の保障と、教育の国民に対する直接責任をも

とめている。このことと、教育基本法という法律による

教育目的の定立は矛盾しないだろうか。」と問題をたて、

「法律による教育の規定には、おのずか らr一 定の限度』

がある」としたのち、つづけて次のように述べている。

「それでは、 憲法と教育基本法は、 この限定を越えて教

育に介入 しているかを改めて考えると、そこで提示 され

ているのは、人類がたたかいを通して、普遍的な原理 と

して確認してきた 基本的人権、 主権在民、 の理念であ

り、わが国民が、多 くの犠牲の うえに国民的な願いとし

て提示 した平和への希求 と戦争放棄の理念である。それ

はいずれ も、 内容的には、 未来へと 開かれた 普遍であ

り、 その内容は、 今後の 歴史のなかで ますます高め ら

れ、ゆたかになることを予想 し、それへの期待を含んだ

原理である。 そして その原理を 否定する 政治に対 して

は、この憲法は不寛容なのである。」〔33》(傍点は引用者)

以上のかぎりで、堀尾氏の所説に異論はない。ただ、

教基法の教育 目的 ・理念の法的規定の是否を論ずるか ら

には、最後の引用の傍点部分において憲法、教基法原理

に反する 「政治」への不寛容を述べるに止めず、同原理

に反する 「教育」への法的効力をも論ずるべきであると

いえよう。なお、同氏が上記のように 「法律による教育

(「教育 目的」としてよいはず一 北川)の 規定にはr一

定の限度』がある」ことを述べるに際して、木稿 〈上〉

5・6頁 で言及したところの、文化や教育が、本質的に

政治、法律、憲法の干与の外にあるとしている田中耕太

郎氏の 所説を無批判に 援用している点には 賛同できな

い。また、憲法、教基法制定経過をみるならば、憲法に

ではなく教基法に教育目的規定がおかれたことには何 ら

積極的意義が 認められず(本 稿 〈上>4～8頁)、 む し

ろ現在の時点で考えるな らば、 「教育基本法は、 法律一

般とことなり、日本国憲法を改正するのと同じような慎

重さが必要である」(34)と考えられるのである。

ところで、堀尾氏の 「教育の自由」に関する所説につ

いては、本稿 く.ヒ>25・26頁 で紹介 ・検討した。その要

点のみを繰 り返せば、同氏の所説は、 「教師の 任務が、

子ども、青年の人間的発達を保障し、その学習と探究の

権利を充足させることにある」 ことを前提として、教育

の本質を論 じ、 「ここか ら必然的に、 教師の教育研究と

教育実践の自由が要請される」㈲ というものであり、教

師のこのような自由は 「科学的真実と芸術的価値」 「子

どもの発達に ついての専門的知識」「学習=教 育の目的

志向性」によって規定されている⑯ 、というものであっ

た。 このような論理にもこの限 りでは異論はないが、こ

こでは、教師の自由が、教育の本質の必然性、子ども ・

青年の発達 ・学習権保障にもつば ら従属するものとして

説かれている。そこでさらに、同氏の 「国民の教育権の

構造」把握をみるならば、(1)国民主権と国民の学習権、

②子ども・青年の学習権、(3)親の教育責務とその信託、

(4)学校と教職員集団の責務と権限、⑤教育行政の責任と

住民 自治の 原則、 ⑥公教育と国の責任、(7)国民の教育

権、となっている(37)。この理論は、「国民主権の原理 と

国民の学習権の思想を前提とし、子ども ・青年の発達と

学習の 権利を中軸に、 父母の 教育責務、 教師の教育権

限、教育行政のあり方と国と地方の権限と責任を相互に

関連づけてとらえようとした。国民の教育権 とは、これ

らすべての観点を含んで構想される教育権についての思

想である。」 とまとめられている㈱,。 そこでは、「子ど

もの発達保障(保 育)の 責務は 誰よりも まず父母にあ

(る)」 「それ(=両 親の親権一 引用者注)は 、……な

によりも子 どもの権利を守り、その人間的発達を保障す
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るための保育と教育の責務を中心的内容としている。同

時にこの親権は、親の責務を果すことをさまたげる第三

者に対 しては、 これを排除する権利となる。」㈹ 「父母

は教師や保母の専門性に対 して、自らの責務の一部を信

託する。 こうしてr親 権の共同化』 としての保育所や学

校は、 『家庭の延長』 として自分たちひとりひとりのも

のであると同時に、みんなのもの=公 的なものとしてと

らえなおされる。」〔4ωと述べられている。 このような把

握では、親や教師の教育の自由は、子ども ・青年の学習

権保障に従属し、もっぱら学習権保障という責務ないし

義務履行の自由として把握されることになるであろうこ

とと、親 ・教師な らざる一般国民の教育の 自由はどのよ

うに位置づけ られるのか明確でないこととが問題として

残されている。

なお、教育の自由と教育を受ける権利との関係把握に

ついては、内容的には、このような堀尾氏の所説の強い

影響を受けたものとみられ、また、前記の永井憲一氏の

所説が 援用していた㈲ ものとして、教科書裁判第2次

訴訟第1審 判決(「杉本判決」、東京地裁1970年7月17日)

の次のような判示がある。 「国民は 自らの子どもはもと

より、次の世代に属するすべての者に対し、その人間性

を開発し、文化を伝え、健全な国家および世界の担い手

を育成する責務を負うものと考えられる……。 このよう

な国民の教育の責務は、いわゆる国家教育権に対する概

念 として国民の教育の自由とよばれる」(42)、そして、同

判決においては、 「教育を受ける権利」 のあとに 「教育

の自由」がとりあげられ、そこで教師の 「教育ないし教

授の自由」が説かれ、 その自由は、 「主として教師とい

う職業に付随した自由」 であること、 「国民の教育の責

務に由来し、その責務を果たす うえの ものである」こと

が述べられている㈹ 。

以上の ように、 永井氏の所説、 堀尾氏の 所説では、

「教育を うける権利」 ないし 「学習権」の実質的内容を

なす ものとして教基法の教育 目的規定が位置づけられて

いるが、国民と教師の教育の自由については、 「教育を

うける権利」ないし 「学習権」の保障の義務 ・責務ない

し責任としてのそれがもっぱら説かれているのである。

しかし、 念のために いえば、 子ども ・青年に対する

親、教師その他の成入教育の責務冠義務ないし責任は、

それ自体が 直ちに親、 教師その他の 成人の 自由ではな

い。子どもの為を思いなが らも過保護的育児等によって

子どもの自主性、 自発性の成育を損ねている母親、希望

する就職に失敗 して不本意なが ら教職に就き、いやいや

職務に従 って教えている教師などがその限 りで教育の 自

由の享有主体でないことは明らかである。責務や義務や

責任は、人間が道徳、法、職務等の必然に従 うことを課

すが、自由は、本稿 〈上>15頁 既述のように、主体が 自

分から原因と結果の系列を始めそれを貫徹する可能性に

あるか らであり、換言すれば、必然性への従属にではな

く、必然性の支配の可能性にあるからである(44)。

また、すべての個人の尊重、その自由の尊重という立

場にたつな らば、いかに子どもの学習を保障することが

必要だといえども、子どもの権利が成人たる他人の権利

に一方的に優先することが原則だとは認められない。子

どもないしは教育を受ける者 としての国民の教育 に対す

る権利と成人ないし教育する者としての国民の教育に対

する権利とは、同時的に相互前提的なものとして認めら

れなければならないはずである。

以上の ような理由で、 永井氏、堀尾氏の 所説をもっ

て、前記の山住、渡辺、兼子の諸氏の教基法の教育目的

規定の 否定論 ・局限論に対応しようとするな らば、 な

お、親、教師その他教育をする立場に立つものとしての

国民一般の基本的人権としての 「教育の自由」と教基法

の教育 目的規定との緊張関係の解明が残 されているとい

わなければな らない。

㈲ 鈴木英一氏の所説

つぎに、鈴木英一氏は、平和教育理念に関して直接に

前記の兼子氏の所説を批判するとともに、教基法前文 ・

第1条 ・第2条 における教育理念の法定を積極的に是認

している。まず、同氏は、国際人権規約A規 約第13条 第

1項 等を示 し、「いわば、 国際法の次元で、 人権として

の教育権(そ れは、 当然に 『人格の発達』 を含んでい

る)と 平和が、普遍的な教育価値として定着 し、その特

色をなしている」㈹ と述べる。そして、「教育基本法は、
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平和、人格の完成(前 文、第1条)を 重要な教育 目的と

して規定 している。要するに、教育基本法制は、平和と

人権を二大支柱とする民主主義の 教育法制であり、 国

際的動向に て らしてもす ぐれた 教育法規範を 有してい

る」㈹ と述べる(か っこ内は原文)。

つづいて、前記の兼子氏の所説を批判的に検討したの

ち、平和教育理念について次のように述べている。

「兼子氏が 法的拘束力ありとする教科 目(教 科 ・科 目

の名称)は もちろん重要であるが、それよりも、平和教

育理念は、現代 日本の教育法において優位かつ高次の理

念であり、法的拘束力を有するものといえよう。ただし、

法的拘束力の有無が教育法の基本原理の存否を左右する

ものではない。

教育基本法により、国民は平和教育を実施する権利を

有するが(学 校など公的機関は、国民にたいし平和教育

を実施する義務を負 うている)、 その具体的内容は、教

師の創造的実践をはじめ国民の教育の自由に委ねられて

いるということができる。教育行政(国 ・自治体)も ま

た、国民の制定 した教育基本法により、平和教育理念を

尊重し遵守する義務を有し、学校や社会における平和教

育の実施を妨害するなど、平和教育理念を破壊す るよう

な行為は禁止されるのであり、行政がこのような禁止行

為をした場合、国民や教師はそれに抗議する権利を有す

るのである。このように解するならば、平和教育理念は

決 して国民の教育の自由に抵触する概念ではない。

以上のように、平和教育理念は、現代 日本の教育法に

おける基本原理 ・指導理念であり、 重要なr制 度的原

理』の一つと見なしてよい。」㈹

さらに、 前掲の 山住氏の所説を指摘 しつつ、「法が教

育の 目的や 内容など 教育価値を定めるのが よいかどう

か」について、教育基本法に即 して述べ、結論的に次の

ように言っている。

「1965年当時、 大田発氏は、 教育 基本法に ついて、

r主権者たる国民の意志に もとついて、 主権者たる国民

が、政府を拘束し、かつ 自らをも律するとい う形式でも

って、新憲法のもとでの教育の目的、方針、施策の大綱

を示 しだものである』 とし、r政 府が国民に対して垂訓

する体裁の 文章に な りかねない』 人間像(中 教審答申

「期待される人間像」 を指す一 引用者注)と の基本的

な相違を 明らかにしなが ら反論 している。r法 の支配』

の正しい理解が ここにみられる。

……平和と民主主義の教育 目標を教育基本法が掲げて

いることは、父母 ・教師を含め広 く日本国民に拠 りどこ

ろを与えると同時に、国家をして厳格に履行させること

を国民が迫っていくという二重の意味をになうものであ

る。 とくに、 日本国憲法 とともに、教育基本法は、国民

の基本的人権を尊重し、憲法的自由を侵害しないような

民主的教育価値の定立である点に留意すべきであ り、そ

こにはr未 来へと開かれた普遍』が提示 されているので

ある。

法が教育 目的に介入するさい、一定の限界があるのは

当然であるが、教育基本法(前 文 ・第1条 ・第2条)が

民主主義の教育理念を掲げたことは、似 上のような意味

で積極的に是認できる。また、現実に、戦後教育の史的

展開過程においても、これ らの教育理念は、国民教育の

指針としての存在理由を発揮してきたといえる。

これ らの ことは、 教育基本法を ひたすら権威視 した

り、教条的理解の対象 とすることを意味するものではな

い。・・…・今 日、教育を国民の権利として考える思想や実

践をより豊かにする努力が、将来、国民的合意のも とに

教育基本法を書き改める事業に連なるであろう。」佛)

なお、 鈴木氏の 「教育の 自由」概念を 求めると、「教

基法10条2項 は、教育行政は、教育内容に介入すべきで

はないという教育内容への権力不介入を立法趣旨として

いる」ことの理由として、次のように述べられている。

「本来、 国民一人ひとりが どう人格や思想を形成して

いくか という問題は、国民の 自由にまか されてよい領域

であり、教育は、国民のこの精神的内面的価値形成(人

格形成)を 左右するほど大きな影響を与えるか ら、国民

の憲法的 自由(憲 法11条 一13条)が 確保されなければな

らない分野である。」㈲

そして、このような 「国民の価値形成にたいする国家

の不介入 という原則」 すなわち 「国家の 価値的中立性

(の原則)」 は、 「日本に限らず、 近代国家共通の憲法的
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原理であるとともに、とくに欧米諸国の教育法思想の発

展がもたらしたものである」(50)とされている。

以上のような鈴木氏の所説は、最も納得のゆ くもので

ある。 しか し、ひとつには、教基法の教育目的 ・理念と

して平和と民主主義だけを強調する(こ の点では永井氏

も同様)の ではな く、真理をも少な くとも同等に教育的

価値として重視しなければならないであろうという問題

があげられる。既述のように、教基法の依拠する基本的

価値は、真理、属 主主義、平和、勤労、健康(こ れらを

価値 として生きる人間の育成)と まとめることができ、

これらにもとつ く教育を第2次 大戦後という現代 日本の

時代的 特徴を 示すために 「真理 と民主主義と平和の教

育」と表現することは許されよう。しかし、「真理」は、

これが教育 目的 ・理念の規定にとり入れ られるに到った

歴史的経過の重大性か ら言っても、また、真理 こそが、

価値観が多様化し紛争の絶えない現代において民主主義

をも平和をも導きうる価値であるという現代的重要性か

ら考えても、教基法の教育 目的 ・理念の特徴を示すとき

にこれを欠 くことはできないのである。

また、いまひとつ、さらに基本的な問題をあげれば最

後の 「国家の価値的 中立性」 の原則に 関する問題があ

る。

この原則は、教科書裁判杉本判決においても、次のよ

うに述べ られたところであった。

「現代国家の 理念とするところは、 人間の価値は本来

多様であり、また多様であるべきであって、国家は人聞

の内面的価値に中立であり、個人の内面に干渉し価値判

断を下すことをしない。すなわち、国家の権能には限 り

があり人聞のすべてを統制することはできない、とする

にある」(51㌔

このような表現の 「国家の価値中立性」の原則をその

まま形式的にあてはめるなら、真理 ・民主主義 ・平和の

教育 目的を規定した教基法規定は否認されることとなる

が、 鈴木氏は 既述のように これを是認している。そこ

で、この原則に関する上記の鈴木氏の所説をよく考える

と、この原則は結局 「憲法的自由」の保障と同値である

ことがわかる。つまり、鈴木氏は、教基法の教育目的規

定が 「憲法的自由」と矛盾しないことを説いているわけ

である。 ところが他方で、前記の教基法の教育 目的規定

の存在意義の否定論 ・局限論は、この両者が矛盾すると

述べているわけである。 したがって、「憲法的自由」、つ

まりは、憲法第13条 の 「自由」の概念に基づく基本的人

権の保障と真理 ・民主主義 ・平和の教育 目的(の 法定)

とが矛盾しない ことの論証が 必要と されているのであ

る。 この点、「自由」の概念に立ちかえって、 さらに論

及することが課題として残されている。さらに、教基法

め教育目的が憲法の 「自由」に矛盾せず、む しろこれを

守 り発展させるために必要だとい うことを論証 したとし

ても、その論証は、憲法体制その ものを否定しようとし

ている教基法改定論者には通用しない。彼 らは、 日本国

憲法を 変えるの も教育基本法を 変えるのも、 諸個人の

「自由」か らなる国民全体の 「自由」だと述べるであろ

う。その際には、 日本国憲法規範を離れたところでの諸

個人の自由と、憲法の 「自由」とを区別 したうえで、前

者の必要か ら後者が導かれるという論証が必要となる。

この点と関連 して、本節②に前記の渡辺氏の所説は、

日本国憲法規範にも拘束されない自由な立場の教師ない

し国民が具体的教育活動の主体たるべきことの山点を強

調しており、 この点は、山住氏、兼子氏の所説にも共通

している。

そこで、 これはその発想において渡辺氏の所説と強い

共通性がみられるがゆえに、本来②においてとりあげる

べきである牧柾名氏の教基法の教育 目的規定に関する所

説を、、論理展開の 便宜上、 ここで とりあげることとす

る。

㈹ 牧柾名氏の否認的局限論

牧氏の教基法の教育 目的規定に関する直接的言及は次

のようである。

① 「教育の目的 ・方針を示すこと、教育活動の具体的

目標を定め、教育そのものをおこなうこと、教育活動に

必要な条件を整備すること、.という三つの領域を考えて

みるとき、 これを一律に法律によって紀律してい くこと
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は、必ずしも教育にとって常に望ましいとはいえない。

(改行。 中略)… …この第1の 問題が、 教育基本法がか

かげる教育理念である。そこで、わが国の実際に即して

いえば、すなわち、教育基本法が示 している教育理念 ・

目的は、次のような特徴をもっている。←う大 日本帝国憲

法下では、教育理念 ・目的は、教育勅語という天皇の言

葉によって示 されていた。この否定 という意味で教育基

本法が、国民の意思にもとついて教育理念を示 している

歴史的意義は過小評価できない。ω教育基本法は、準憲

法的性格を もつ法律であり、その掲げる教育理念は、人

類一 そして 日本国民が、それにむかってはらった歴史

的努力を 示す 普遍的価値を 含んでいる ことも重要であ

る。日さらにまた、教育基本法の理念 は、前号でも述べ

たように、教育そのものを拘束する性格であるよりは、

国家権力に対する規範としての意味をもつものと理解で

きる。以上のような意味で、教育基本法の掲げる教育理

念は現行教育制度の向かうべき目的を示す積極的意義を

有しているというべきであるし、国家に対して、あるい

は自治体に対 して、教育基本法の目的の実現を迫ること

は正当な 国民の 権利である、 ということができる。」㈱

なお、 ここで 「日」 に 「前号でも述べた」とあるの

は、本節②に前記の渡辺洋三氏の所説の本稿引用と全 く

同じ部分を引用しつつそれを牧氏自身の言葉で要約的に

述べたものである{53)。

② 「教育の目的は、教育基本法に示 されているのであ

るか ら、 これ以上あえて問 う必要はないと考えるのは怠

惰なことである。教育基本法の示す教育 目的は、むしろ

国家が教育条件を整備 し、教育を組織していくばあいの

指針としての意味を もっており、教育活動における教育

目的そのものは、いっそう具体的に、人間の発達と社会

の進歩にかんする科学を基礎に、子どもの生活と成長を

媒介として、 日々探究され更新されていくべきものとし

てとらえ られる。」(54)

上記①の引用中、e、 ⇔には異論はないが、問題は日

に、つまりは渡辺氏の所説にある。 このような所説に対

して生ず る疑問の一つは、国家や自治体、教育行政機関

に条件整備やその他の努力を要求するとしても、一体、

一人ひとりの教師や国民がその理念 ・目的を教育活動の

指針とすることなくして、 どのようにして教基法の教育

理念 ・目的が達成 されうるのか、ということである。疑

問の第二は、法的に自らが教育活動の理念とも目的とも

しない教育理念 ・目的に適 う教育の条件整備等を国家や

自治体、行政機関等にどのようにして要求できるのか、

ということである。疑問の第三は、国民が自らすすんで

守ろうともしない規範の実現を国家や自治体、行政機関

に要求するこのような思想によっては、民主主義的な国

民主権主義国家の実現は(し たがってまた、そこにおけ

る民主主義的な国民の教育の自由の実現 も)不 可能では

ないか、単純に言ってこのような思想は、利己主義、エ

ゴイズムではないかということである(勿 論、渡辺氏、

牧氏の思想の全体がそうだなどというのではなく、ここ

に表現されている限りでの所説を問題にしているのであ

る)。

上記②の引用中では、法規範たる教基法の教育 目的規

定は、教育活動における教育 目的の 「基礎」ないし指針

にはな り得ないのか、という問題がある。

つぎに、上記のよ うな所説 と関連する牧氏の所説の要

点をあげると次のよ うである。

③ 「資本主義諸国ではこんにちで もr教 育権』を確立

することは依然としてr課 題』であり、その空洞化を防

止 し、実質的実現をめざすという、国民の不断の努カー

一国民の教育を実現する政治の創造一 が要請されてい

る。r教 育権』を宣言し、 これを 憲法にかかげても、そ

れがたんなる宣言にとどまるかぎり、現実には、労働者

階級や農民の子弟が高度の教育を受ける機会は部分的に

しかおとずれない。そして、教育機会の一般的 ・抽象的

平等が、 資本主義的r競 争の機会均等』一 商品市場に

登場する自由一 にな らざるを得ないこの現実を克服す

るためには、教育権を労働者 ・農民の階級的権利として

把握し、その要求の実現をはかる政治的努力がつづけら

れねばならない。 このような 『努力』の結晶として社会

主義国の憲法はつ くられている。」㈱

④ 「憲法 ・教育基本法制は、国民の教育に対する権利

を全面的に保障したものであるとみなす ことも正 しくな
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いが、また同時に憲法 ・教育基本法制は、ブルジ ョア的

支配の道具にすぎないと判断することも正 しくない。む

しろ、わたしたちは、憲法 ・教育基本法制を、その不十

分な側面を改め、その積極的側面をいっそう生かしてい

い くべきものとして とらえるべきである。」(56)「不十分

な側面を例示的に掲げると、教育内容の編成等教師の自

主性を尊重するために必要な法制や教科書制度について

の法制が不備であること、義務教育諸学校の設置基準が

定められていないこと、大学の自治の制度的保障(と り

わけ財政上の相対的自主権など)が 不十分であること、

などがあるであろう。」67)(か っこ内は原文。)

⑤ 「わた くしは、基本的人権としての教育権を次の四

つの内容をふ くむ ものとしてとらえている。(→人民の知

的 ・精神的 自立一 それに密接不可分なものとしての知

的探究の 自由、ω労働権の本質的保障、日人間が、知的

・精神的 ・肉体的能力を全面的に発達させる権利、四 自

覚した 政治主体として、 自己自身を 形成すること。」㈹

⑥ 「教育の 自由は、 ……きわめて 複合的な ものであ

る。 もっとも広い意味では、←う教育を特定の階級の独占

から解放し、万人に開かれたものとす ることを意味して

いる。口そして教育の自由は、学ぶ者の自由を基礎にお

いている。学習主体は教えこまれる対象なのではなく、

それ自体発達してやまない可能性を もった存在であり、

基本的には、自ら真理に近づ く自由を必要 としている。

親や教師の指導といって もそれは結局、学習主体が指導

(他律)を 自己の 学習(自 律)に 転化させてい く過程の

援助にほかならない。日第三に教育の自由は、教師の研

究 ・教授の自由、個 々の教師のそれと同時に教育労働集

団としての自律を意味する。四ついで子どもの後見的役

割を担う親の教育選択の自由を意味し、㈲国民が、学校

を一定の条件のもとで設置する自由であ り、因さらに教

育内容作成に国民が参加することなどで、教育を所与の

ものとして うけとめるのではな く、新たに教育を共同 し

て創造してい く国民の自由を意味する。

そして当然のことなが ら、教育の 自由は勝手に何を学

んでも、 何を 教えても よいということではない。 教育

は、子ども(国 民)の 人間的発達を保障するものである

から、発達と教育に関連する諸科学の成果、子どもをあ

いだに して とりむすばれる教師と親 との 人格的関係の

質、地域の勤労人民の具体的生活要求、集団的労働 とし

て教師相互の錬磨の内実に規定 されるし、今 日の日本国

民の歴史的課題に規定されざるを得ない。」(59)

以上のような牧氏の所説が、日本国憲法の規範として

の教育の自由を説 くものではな くて、その規範か ら独立

な自由の主体としての人民の教育の自由か ら立論するも

のであることは明らかである。

問題は次の点にある。第1は 、引用⑤によるかぎり、

牧氏の教育目的理念とするところと、教基法の教育 目的

理念とは本質的に大きな差異はないように考えられる。

敢えて言えば、その背後にある認識、思想の深さが違 う

ということがあるかも知れないが国民的規模の教育 目的

としてゆくときには、いずれもその意味内容を深め発展

させることが教育実践 ・教育運動の課題となるのである

から、むしろ国民の歴史的経験を通じて獲得された教基

法の教育目的のほうが現状では重きを成しており、鈴木

氏が述べるように 「平和」という教育価値をも含んでい

てより現代的である。また、教基法の教育 目的規定は、

自由や権利を保持するために国民の不断の努力を要求し

ている憲法12条 の規定 と一体であって、教育 目的を 「こ

れ以上あえて問う必要はない」という 「怠惰」を許すも

のではないことは明白である(前 記牧氏所説②と関連し

て)。 このような時に敢えて 教育活動の指針 ・目的とし

ての教基法の教育目的規定の法的意義を否認する意義は

一体どこにあるのか、ということが問題である。

問題点の第2は 、牧氏の説 く人民の階級的権利として

の教育 と、前記の自民党 ・財界等の目ざすところの教育

とは、当然に価値的に対立するが、牧氏は階級意識明確

な らざる国民一般に対して何を基準にして前者の正当な

ことを説 くのか という問題である。そのとき、真理 ・民

主主義 ・平和、勤労 ・健康の教育が基準になるのではな

いか、ということである。

第3は 、憲法 ・教育基本法制については、引用④のよ

うに単に 「積極的側面」と 「不十分な側面」とをあわせ

もつことを指摘するだけで 充分か、 ということ、むし
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ろ、不充分な側面をももちなが らも根本的なところで価

値をもっているのではないか、ということである。関連

して牧氏は 引用③に おいて 資本主義諸国の 憲法の 「宣

言」的性格 と対比して 社会主義諸国の憲法の 「『努力』

の結贔」としての性格を強調しているが、今 日となって

みれば現存社会主義諸国の実態が果してどこまで社会主

義の理念にふさわしいものであるかは極めて疑わしい。

今 日では社会主義の理念を確かなものとして社会主義に

内実をあらしめるためにも、むしろ近代市民革命の 自由

と民主主義の理念に基づきそれを発展させることこそ重

要なのではないか。教基法の教育目的理念は、 この 自由

と民主主義に通じる普遍的価値をもっているのではない

か、ということである。

第4は 、教基法の教育理念の普遍的価値その歴史的意

義を牧氏はある意味では認めている(引 用①の 「日」)。

そうであるとすれば、その目的理念の具体的教育活動へ

の法的効力に限るとしても、その一部否認をするのは歴

史への逆行ではないか、とい うことである。

第3節 「真理 と民主主義 と平和の

教育」法定の意義

本稿 く上〉では、法規範から独立な諸個人の自由の概

念と1789年 フランス人権宣言第4条 ・日本国憲法第13条

等民主主義の法の下での自由の概念を示し(15頁)、 次

に、教育の本質を論 じて、法から独立な諸個人の教育の

自由の概念を明らかにするとともに(27頁)、 つづけて、

かかる諸個人の教育的価値創造力が国民の主権の下に結

集されるとき、そこに当然社会における普遍的な教育的

価値の 創造力が 生じるものであることを示 し(28頁)、

さらに、諸個人の教育の自由は、法的な権利としての自

由権的、参政権的、受益権的な教育の諸権利ないしその

複合によって具体的に保障されるであろうという見通し

を示 した。その際には、民主主義の法の下での国民の諸

権利は、当然に、これに対応する義務を国民が履行する

という前提に立っている。社会において 自己の自由を主

張するならば他者の同等の 自由をも認めなければならな

い、そのような民主主義を結集 した諸個人の力の統合と

しての国民の主権によって保障しようというのが民主主

義の法でありそれに従 うべき国家の理念である、したが

って、子どもたる国民に真理と民主主義と平和の教育を

受ける権利が認められるならば、この保障に国家や地方

公共団体があたることは当然であるが、それは究極的に

は、国民個々人がかかる権利に対応する義務を、場合に

よっては分担しつつ、履行することによって可能となる

ことを当然の前提としている。

しか し、 自民党、財界、政府 ・文部省等の改憲、教基

法改定等の動向は、まさにこのような民主主義の根本に

ある自由 ・人権そのものを攻撃しているわけである。ま

た、上述のように、教基法の教育 目的規定の否認論者 ・

是認局限論者は、憲法、教基法規範か ら独立な諸個人の

自由としての教育の自由を主張し、具体的な教育活動に

おいて教師諸個人、国民諸個人が 「真理と民主主義と平

和の教育」をしなければならないという法的義務を負 う

ことを否定 している。 これらのことと、教基法の教育目

的規定の積極的是認論とを対照して考えるな らば、教基

法の教育目的規定の存在意義をさらに深 く解明するため

には、あらためて次のことを踏まえてお くことが必要で

あると言えよう。①諸個人の自由が、原理上、必然的に

社会規範としての民主主義を必要とすることを確認する

こと。②社会における諸個人の自由と強制、権力、統制

等との関係において社会規範、とりわけ法の果たす役割

を明確にすること。③民主主義に従った国民主権国家に

おける国民と国家権力との関係を明確にすること。

U}自 由、民主主義と教育

既述のように、 自由とは、人間が 自らの自然の欲求な

いし意識的な要求によって 自発的にその精神的肉体的な

諸力諸資質を発現させ うる可能性のこと、 もしくはその

可能性のある状態のことであるといえよう(本 稿 〈上>

15頁)。

教育における自由というのも、まずは、以上のような

ことが らと考え られる。
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諸個人が教育にとりくむのは、誰のためでもない。ま

ずは、 自分 自身の自発性のゆえにである。子 どもが教育

を受けて心身ともに健やかに成育してゆ くことは、子 ど

もや親のみならず、教師、隣人、その他子どもの教育に

とりくむ人々個 々人の自主的自発的な願いであり喜びで

あり、また、そうあるべきなのである。諸個人は、その

生活を通 じて直接、間接に、人間があれこれの知識や技

能その他の人間性、人格的特質を身に備えるべきことを

感 じとり 自覚 し、 それを 教育を通 じて 子どもたちや後

輩、 仲間たち、 また自分自身の うちに実現 したいと願

う。このことの うちに、教育を成立させる根源的なカが

含まれていると同時に社会と文化を発展 させ る力 もまた

含まれているといえよう。

なお、 教育の自由は、 教育に むか う主体の 自由であ

り、教育を受ける主体が教育の目標や方法、教育をつう

じて 自らのうちに形成 ・獲得すべき人間性等を意識し欲

求す る限り、教育を受ける者の自由、教育を受ける自由

でもある。教育を受ける自由は、主体の意識性の発達に

応 じて、制度上 も、教科 目 ・クラブ活動の選択の自由、

学生 ・生徒の大学 ・学校運営への参加 ・自治など重要性

をます。

いかに崇高な理想のためといっても、もし教師がその

ことに自らの喜びを見 出さずにもっぱら義務観に支配さ

れて教育するならば、どうして自主性 ・自発性に富んだ

子 どもたち、楽しく明るい雰囲気の学習集団を育てるこ

とができるであろうか。また、創意工夫が期待できるで

あろうか。

このことと関連して、学力テス ト旭川事件最高裁判所

判決(昭 和5ユ年5月21日)の 問題点を指摘しておく。

同判決は、まず、憲法第26条 の教育を受ける権利規定

の 「背後」に 「子どもの教育が、専 ら子供の利益のため

に、教育を与える者の責務として行われるべきものであ

る」(傍 点、引用者)と の 「観念」が存在 しているとし、

つぎに、 この規範的観念のわ く内でのみ 「教育の 自由」

を論 じているが、このような規範論理解釈は、上述の意

味での諸個人の教育の 自由を不当に局限するものといわ

ざるを得ない。この解釈では、すべての子どもが教育を

受けることが保障されるべきだとの観念が社会的に形成

されるためには、教育 という活動に直面 してその観念を

自らのものとして認識する自由な主体 としての諸個人が

存在 しなければならないという事実が無視されているの

である。 この事実に立脚して法規範を論理構成 しようと

すれば、子 どもの教育を受ける権利を保障することを口

実として大人一般の教育の自由を不当に局限し、他方で

教育行政機関が教育の内容、方法に権力的に介入す るこ

とを許容する結果を導く上記のような最高裁判決の論理

が成 り立たないものであることは明白である。

教育において、教育主体は、その理想とする人間性 ・

入格またそれに向か っての人間の成育を価値とし、その

価値充足 ・増進の対象 として被教育者を求め、被教育者

は自己の人格形成 ・人間性開発への志向を媒介する諸々

の価値を具有する者 として教育者を求める。 このかぎり

では、 教育は、 本質的に、 教育す る者 と教育を受ける

者、それぞれの自主性 ・自発性 と相互の信頼 と愛情 と協

力によって成 りたつ。 この点で、教育における諸個人の

自由は、相互前提的かつ相乗作用的である。

しかし、教育をする者 と教育を受ける者 との関係を含

めて、諸個人の欲求や要求が予定調和するものではない

以上、教育の場においても、多少とも諸個人の自由が矛

盾する1ことは避け難い。

その場合に、意識的主体としての諸個人が相互に交渉

する社会ないし集団の場において諸個人の自由を最大限

に保障するものとして、社会規範としての民主主義が必

要となる。

なお、 このことと関連して、上 記の諸個人の教育の 自

由は最 も根源的ではあるが、未だ価値的に無規定である

ことに留意 しておかなければならない。軍国主義、国家

主義の教育さえも、教師諸個人の一定の自主性、 自発性

の発現として行われなければ実現しないであろう。そう

いうものをも含んだ自由なのである。それゆえに、社会

における教育においては、かかる自由の行使が無条件に

是認されるわけではな く、民主主義による価値的選択が

必要なのである。

人間の 自由を問題にする場合、人間に固有の本質的特

一36一

N工 工一ElectrOnicI.ibrarySe-vice



OtemaeUniverSity

教育の自由と国民主権(中)

徴がその意識的主体性にあることに注目して、そのよう

なものとしての入間の自由の本質を明らかにしなければ

ならない。

その場合、まずは、エンゲルスの次の認識が重要であ

る。

「自由とは、 自然的必然性の認識に もとついて、われ

われ自身ならびに外的自然を支配することである。」ω

このように考える場合、あれこれの認識を外的自然を

支配する主体 としての く私〉の 自由を実現す るものとし

て統一するものは何か、という問題が残されている。

また、意識的主体 としての諸個人が相互に交渉す る社

会における諸個人の自由を問題とするときには、 自己の

意識と他者の意識との関係が問題となる。

意識について、馳疑いえないことは、私が く私〉という

意識を もっているということである。 〈私〉の意識は、

〈私〉ではない 「何か」に ついての意識であるという意

味で、その何かに依存 しつつも、それ らの事物と自己と

を区別 し、それ らの事物に意味を与えるものとして、 自

律的存在である。 同時に、〈私〉の意識は、 他者の意識

ではない く私〉の意識である、という意味で、他者の意

識をその開示の条件として もち、かつ、それと同時的に

与えられながらも、たえず他者の意識ではないものとし

て 自らをそれか ら区別 し、他者の意識に意味を与えるも

のとして 自律的存在であるω。

もとより、 このような く私〉の意識が新生児の時から

あるわけではなく、その発生 は、その個人の生物的自然

を内的条件として、その、人間と文化とを含んだ外的世

界へ働きかけまた働きかけられ反作用を受けるという活

動による。また、意識は、つねに覚醒的なものでも、つ

ねに整合的なものでもな く、諸々の現象に依存し、それ

らに応答する主体の活動に応 じて呼びさまされ、対象の

多様性に 応じて 多様で、 しばしば 相互矛盾的でもある

が、それが く私〉の一個の肉体において統一 されている

限 り、 〈私〉の意識は、 上記のような 自律性をもち続け

るのであるく3)。

意識的存在としての人間個人の 自由とは、 このような

意識の 自律性に主導されてその内発的な要求ないし欲求

を実現できる可能性のことである。

つぎに、民主主義とは何かを考える前提として、根源

的な人間関係について考える。

「我 々が 自己と他者を把握するのは、 第一義的には他

者を ものとして発見することによってではなく、むしろ

他者を主観として 発見する ことに よって(い る)」ω。

「相互主観性としての 自己と他者」こそは、 自己と他者

が未分化な、 自己と他者との 「共生」(シ ンビオーズ)

ともいうべき原初的な状態か ら最初に生 じて くる自己と

他者 との根源的な関係であって、相互に意識的存在 とし

ての自己と他者との相剋や共同はここから分化する二次

的な関係である。それゆえ、人間関係における行動め原

理 として、我々は他者の主観性を否定すること、すなわ

ち、他者をもっぱ ら自己の 自由実現の手段として、道具

として、単なるものであるかのように見なし行動するこ

とはできない。他者の主観性を否定することは、自己の

意識の存立基盤そのものを崩す ことであり、自己矛盾だ

か らである。「rなんじの人格および他のすべての人の人

格における人間性を、つねに同時に目的として使用し、

けっして単に手段 として使用せぬように行為せよ』 とい

うカントの道徳律は、およそ倫理が可能であるための不

可欠の制約をあらわしている」といえよう㈲。

我々は、 他者 もまた、〈私〉同様に 自己意識をもつ自

由な存在であること、そのようなものとしての人間の人

格の尊厳とその平等を社会行動の原理として認めなけれ

ばな らないのである。これこそは、1789年 のフランスの

人権宣言や 日本国憲法の根幹にある、すべての個人の尊

重、その自由と権利における平等という、社会規範とし

ての民主主義のことにほかならない。

この民主主義にもとつ くとき、集団において 「民主的

自由」を実現 しうる。

その前提 となるのは、「自律の自由」である。「自律 と

は、 自分が定めた規則に従 うことであり、従 うべきもの

が 自分の定めたものである限り、自律は依然として 自由

である。」㈲

これを集団に及ぼして、「総員の意志によって決定さ

れたことを総員が守 る」 というのが 「民主的自由」のた
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てまえである、といわれるσ)。

この場合、 総員の意見の 一致が 得 られれば問題はな

い。それが得 られないときには、否決された意見をもつ

者の 自由は全面的には実現 されない。その場合には、最

大限度に諸個人の 意識の 自律性を 可能な らしめるため

に、意見の相互交流によって全員の最も重要な価値を共

通に充足しつつ相対的に小 さな価値対立問題での少数意

見保持者の多数者への妥協を是認 しなければならない。

その際、諸個人の意識の 自律性の尊重という原理からす

れば、否決されるかもしれない少数意見をもつこと自体

が非難 されてはな らないのは当然である。むしろ、少数

意見の内容が全員に知 らされることは、少数意見の尊重

となるとともに、その意見の中に価値あるものが含めら

れていた場合にその後の集団の行動決定にそれをとり入

れることを可能とするがゆえに集団の利益ともなるので

あるか ら、 「民主的 自由」にとって、 諸個人の意見表現

の自由は決定的に重要な要因であるω。

学校等の教育の場においても、集団としての共同の存

在 ・活動に諸個人の全員が基本的価値を認めており、そ

の集団の統一的行動の必要上集団としての意思決定が必

要とされる場合がある。運動会 ・体育祭の日時 ・内容の

決定や学校の教育課程の決定、校務分掌などの多 くは、

本来、このような民主的自由の実現でありうる事項であ

る。

諸個人が相互に民主主義を認めあうことが可能なかぎ

り、集団の場、社会の場においては、諸個人の 自由は、

本質的に、調和可能であり、相互に増進し合 うものであ

るといえる。

教育の自由と国民主権(中)

れ難い。そして、そこに働 く他者の影響力や社会的な統

② 統制、規範、国家、国民主権と教育

ところが、現実の社会生活においては、諸個人は、好

むと好 まざるとにかかわらず、何ほどかの程度、自己に

先立って存在する集団や社会の中に入 ってゆかざるを得

ない。 そこには、 事物や 行動の意味や価値、 行動の規

範、制度等が、既に一定程度、その個人の意識を超えて

存在しており、それらを無視しては諸個人の自由は貫か

制力は必ずしも民主主義的ではなく、諸個人の自由を抑

圧する強制的なものとしても働 くことがあるということ

が問題である。

「社会統制」とは、「社会的に要求される一定の規範的

な行動様式に人びとを同調させるために、社会的に発動

される反応過程の総体」といわれる(9)。

「規範」 とは、 「真 ・善 ・美等の 価値を 実現するため

に、われわれの思惟 ・意志 ・感情の評価作用が必ず従 う

ことを要求される法則 ・規準」といわれる㈹ 。

慣習、道徳、法律等の社会規範は、人間の社会的行動

における規範である。社会規範は、人間の社会的行動を

規制している価値意識の働きを法則的にとらえたもので

あるので、諸個人にとっては、他者の行動の予測を可能

な らしめ自由を拡大 しうるものであるとともに、その社

会規範がとらえている人間の価値意識の普遍必然性に彼

自身が 自己の価値意識によって内面から規制されるもの

でもある。社会規範には、自分がこう思いこう行動する

なら他者も こう思い こう行動するはずであるという点

で、共通の人間性が前提とされており、それが 自分も人

間な らこうしなければな らないという拘束力を も生み出

している。

人間は、孤立して生きることはほとんどできないのだ

か ら、人間の個人的主観的な要求の充足、また、幸福は

社会生活においては、多かれ少なかれ、人 々によって認

められた欲求の 充足であり幸福で あらざるを得ない。

「人びとは、 お互いに他人に対 して、 正直であってもら

いたい、寛容であってもらいたい、気前よくあってもら

いたいという要望をもっている。そこで、これ らの期待

にそむくような行為はつねに、非好意的な反応によって
　 の 　 　 　 　 　

制裁をうける。ノーマルな状況の うちにあっては、人び

とはおそかれ早かれ、条件づけや感情移入のメカニズム
　 ロ 　

によってこのような他人の期待を先取 りし、自分から調

子を合わせていくようになる。 このような期待の期待 こ

そ規範意識の根元である。すべての人びとが他人に対し

て抱 く期待は、もはや個々人の要請ではな く、社会一般

の要請としてあ らわれて くる。」(11)
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「規範はすべて、 それへの同調の チャンスを高めるよ

うな社会的制裁(報 酬と罰)を ともなっている。制裁は

漠然たる誇 りや恥の意識をもたらす無定型の圧力か ら明

示的な非難(も しくは賞讃)を 経て物理的強制にいたる

まで、さまざまな形をとりうる。 これらの制裁を通じて、

規範は社会構造の中に制度化されて制度を構成する。」q2)

制度とは、 「社会生活において 追求 される各種の目的

の内容に応じて、その実現の為に役立つところの行為の

型が、社会規範によって指示 され、これにより諸々の行

為を合目的的に聯結する社会的手段の機構が設定される

もの」である、 といわれるq3)。

諸個人は、対人間的な影響力q4)、すなわち、自分 自身

の行動で他人に影響を与えるという能力によって自己の

自由を拡大しうるのであるが、 この影響力の行使のしか

たには、他入の自主的 自発的な同意を得るや り方 と、そ

うではない強制的なや り方とがあるのである。

強制とは、直接に物理的な力によって、または、他の

人間の所有ないし追求する重大な価値の剥奪または付与

を予期させ る方法によってその人の行動を 自己の意思に

従わせることであるq5)。

一つの全体社会において最大の統制力 ・強制力を もっ

ているものが国家である。

国家とは、もっとも広義には、一定の地域を基盤とし

て成立している一つの全体社会において存在する、一つ

の政治権力によって統制された、その社会成員全員を対

象とする組織体である㈹ 。

権力とは、強制力が当該集団ないし社会において特定

の個人ないし集団に独占的に集中されたものである。権

力関係は、「集団内部あるいは 集団相互間の緊張対立が

一定の程度以上に高まると、重大な価値の剥奪(ま たは

付与)を 最後手段 として 人間行動を 統制するようにな

(る)」`17)ときに成立する。 権力は、一般には、種々の

部分社会、機能社会においても存立しうるが、権力と権

力の争いは更に強い権力を生み、結局、一つの全体社会

においては、人 々にとって最も普遍性のある価値、すな

わち、生命、身体の自由等を支配しうる権力が全体社会

を統制する。それが政治権力であるq8)。

国家は、一方では、全体社会の成 員全員を構成員とす

ることによって必然的に一定の公共的機能を担 うととも

に、他方では、それが特定個人ないし集団(階 層 ・階級

も含めて)に 独 占された強制力、すなわち国家権力によ

って統制されているかぎりで私的ないし階層的、階級的

機能を担う。

この点 と関連 して、 丸山真男氏は、 「権力関係が非政

治的なものか ら政治的なものに移行、転化する条件」の

一般的特質として次のことを指摘している。

「1)社 会集団やパーソナ リティ間の利害調整(内 治)、

2)外 部集団との 関係の調整(外 交X3)既 存の集団

によって吸収されない利害や生活様式の代表などの必要

の発生と、、これらの 目的を物理的強制(暴 力)手 段に

よる威嚇を 最後の 切り札と しておこなわれる というこ

と」q9)。

また、前記の国家権力の二重性に関して、マルクス主

義国家論では、歴史的現実としての資本主義国家につい

て、次のような説明がなされている。

「物質的生産関係(資 本主義的所有=搾 取関係)の 再

生産二拡大再生産をつ うじて形成される階級的支配=従

属関係の全社会的規模での編成一 これが、国家を トー

タルにとらえるための、またその歴史的存在形態を分析

するための基本的前提である。」㈱)「 特殊な 社会的権力

である国家は、 このr秩 序』(階級的支配=従 属関係の

社会的編成)の 維持のために、 そして そのかぎりでの

み、この維持機能の一環としてr共 同的=社 会的機能』

を果たす(道 路 ・水利事業、衛生事業、教育事業、貨幣

の鋳造 ・発行等の経済的機能、支配階級の成員をふ くむ

諸個人による秩序侵害の排除等)。」(21)(藤田勇。傍点、

かっこ内は原文。)

近代市民革命において示された政治的民主主義の理念

は、社会における民主主義を保障するために、すべての

国民の力の統合である主権によって法律を制定 し、 これ

を国民の行動規範とするとともに、国家の統制力の行使

のしかた、すなわち政治のあり方をもこれに従わせよう

とするものである。

しかし、国民主権の下においても国家の権力が特定諸
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個人 ・諸集団によって行使される限り、その私的ないし

階級的性格を充分には克服し難い。 この点に関する見通

しについて、田口富久治氏の研究が示唆を与えている。

同氏は、近年のフランス、スペイン等の先進国革命戦略

とその過渡期としての新 しい民主主義体制像には、国家

とその変革にかかわって、マルクスが 『フランスにおけ

る内乱』において定式化した次のような思想が一貫して

底流 している、 と述べている(22》。

「コンミューン、 一 それは、 国家権力が、社会を支

配し圧服するカ としてではな く、社会自身の生きた力と

して、社会によって、人民大衆自身によって再吸収され

たものであり、この人民大衆は、 自分たちを抑圧する組

織された強力の代わ りに、 自分自身の強力を形づ くるの

である。一 それは、人民大衆の抑圧者によって横領さ

れ、人民大衆の敵によって人民大衆を抑圧するために行

使されてきた社会の人為的な強力(人 民大衆に対抗して

組織された人民大衆 自身の力)の 代わ りとしての、人民

大衆の 社会的解放の 政治形態である。」(国 民文庫、144

～145頁 。)

現実に国家権力の特定諸個人 ・集団への集中を一切解

消してゆ くことへの展望は、にわかにはもち難いとして

も、極力、国政への人民参加をはか り、特定者への権力

の集中を可能なかぎり弱め排除することこそ、民主主義

の発展のために必要であろう。

教育においても人間関係一般に働 く上記のような原理

がはたらいている。

英語は英単語の意味 ・用法や英文法に従って教え学ぶ

のほかはない。入学制度や免許制度を無視しては学ぷ 自

由も教える自由も実現し難い。どうしても実力で教育の

場を破壊しようとする者には何 らかの強制力によって応

ずるのほかはない。ある価値観に立つ史的真理の教授の

自由とそれとは対立する価値観に立つ歴史教育の自由と

は並存しつつ競い合 うようにもできようが、国家の権力

が一一方を教育的価値ありと是認し他方を否認し、否認さ

れたものが自らの正当を主張すれば、その裁定もまた国

家の統制力によらざるを得ない。人種、信条、身分、家

柄、経費負担能力等によって入学者を選別する自由、公

教育の場において宗派的教育、党派的教育をす る自由、

等が認められるならば、他方で、他の国民にとっては、

しかるべき教育を受ける自由、 しか るべき教育を子ども

に受けさせる自由の実現は、事実上不可能 となる。それ

ゆえに、 何が 人間として 最 も重要な 教育の自由である

か、何が正義の名において守るに値する自由であるかを

国民の主権によって裁定しなければならない。

なお、 教育に対する 国家による統制を 問題 とす ると

き、教育活動自体が社会統制機能を不可避的に担ってい

ることに留意することが重要である。

教育には、子ども ・青年を社会の一員として育成する

ことが要求されており、そのことのうちには、一定の規

範的な行動様式に子ども ・青年を同調させることが不可

避的に含まれている。そして、国家が教育に干与するの

も、多 くの場合、子どもたち ・青年たちが既成の体制秩

序に順応することを求めるか らである㈱)。

しかし、 もとより、子ども・青年を社会構成員として

育成することを指して、もっぱ ら教育の社会統制機能と

いうのは適切ではなく、国家が教育に社会成員の育成と

しては社会統制だけをつねに期待すると考えるの も正し

くない。子どもを社会の一員として育成す るにあたって

も、子どもに、既存の価値や規範、制度に同調 しこれに

適応することのみを求めるべきではな く、それらを発展

させ変革してゆ く能力をも育成すべきである(24)。

子ども、青年を 自主的精神に充ちた、国家および社会

の積極的な形成者へと育成すること、そしてそのことを

通 じて文化の創造と発展をめざすことを教育目的として

いる教育基本法の理念は、まさしく、この後者の思想に

立つ ものである。

また、主権者国民が教育法を制定するということは、

教育の自由の制限 ・禁止 という消極的側面だけでなく、

積極的意義を有 していることに留意す る必要がある。す

なわち、諸個人の教育の自由が国民主権の下に統合 され

るということは、前述した諸個人が有する教育的価値創

造力が統合されるということであり、国民の個々ないし

は部分集団にはない力が生ずる。それは、当該社会に普

遍的な教育的価値を国民みんなのものとして確認 ・創造
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する力である。入々は、 この普遍的な教育的価値に基づ

く時に、わが子、わが教え子を当該社会における人間と

しての普遍性を備えた人間へと育成することが可能 とな

ろう。それが、具体的に例をあげれば、わが国憲法にお

ける 「普通教育」、すなわち 「人たる者に 共通に必要な

教育」の義務教育としての確認であり、あるいは、内容

的には教育基本法第1条 の教育の目的の確認などである

ということになる。

主権者国民の意思を国政に結集する最 も基本的な制度

として、今 日、一般に認められるのは議会制民主主義㈱)

である。教育に関しても一般国民の意思が国民代表議会

に結集されること、国民に立法権がより直接に留保され

る場合以外は国民代表議会に立法権を独占させ、少 くと

もそれ以外の国家行政権力機関に実質的立法権を委ねな

いということの 価値は 否定し得ないであろう㈱ 。 そし

て、教育立法の法律主義は、教育立法の独立命令主義の

否定を通じて、わが国憲法第26条 でも確認されている。

さらに、この規定を直接に受けて、わが教育基本法も制

定されたのであった。

同時に、現在では、公教育は、人々の教育活動の歴史

的蓄積の結果として生み出された、一定の教育の専門的

な場 としての学校を基礎として行われ、また、固有の文

化 ・生活様式によって一つのまとまりをもつ地域ないし

自治体に おいて 行われ、 さらには、 全国的な教職員団

体、教育学研究者、教科書作成者、その他関係専門家等

の影響の下において行われてお り、そこに教育の主体 と

してあらわれる諸個人ないしその集団、団体は、国民一

般には解消しえない教育的価値の創造力を もっており、

とりわけ学校教職員は学校における教育的価値の創造力

を固有に担っている。 法の 理念 としての 正義というの

も、 既述のように、「現実の個人を無差別にみることで

はな く、各個人における人間の本質を平等にそれ 自体の

ために尊重することである」と言われる。上述のような

主体の教育的価値創造力を立法制度にとり入れることが

必要である。

教育に関する国民主権主義のあり方に関して、わが国

においては、 教育基本法10条1項 が、 「教育は、……国

民全体に対 して直接に責任を負って行われるべきもので

ある」と定めていることに、特別の意義がある。

立法当時の文部省当局者たちによる 『教育基本法の解

説』によれば、同条項の立法趣旨は、憲法の国民主権の

原理を 直接に教育に適用することで あると同時に、「国

民の意思が教育と直結するためには、現実的な一般政治

上の意思 とは別に国民の教育に対す る意思が表明され、

それが教育の上に反映するような組織が立てられる必要

がある」 というものであるとされている(27)。

そして、同条項は、「教育の自主性確保」「教育行政の

民主化」 「教育行政の地方分権」を 三原則とした、旧 ・

教育委員会法の下での公選教育委員会制度を直接に予定

していたのであった(28)。

そのうえ、教育基本法は、その制定形式は一般法律と

同様であるが、とくにその第11条 の規定か らも明 らかな

ように、一般教育法律に対 しては、それがこの教育基本

法を改廃する、あるいはその適用を排除するとの明文の

規定を有するのでない限り、それに優越する効力を もつ

と認められるものであり、その意味で準憲法的法律であ

る(29)。

それゆえ、教育基本法10条1項 を前提とすれば、今 日

のわが国では、国民代表議会で もない文部大臣とい う行

政機関が、法律の形式によらないで、なおかつ、学校教

育的価値の固有の担い手である学校教職員の直接教育意

思を民主主義的にとり入れることもな く、実質的立法で

ある教育課程の基準の制定を行なっていることは到底認

め られない。学校教育法3条 による学校設置基準制定の

監督庁への白紙委任、同法20条 の教科に関する事項制定

の監督庁への委任、同法2ユ条を受けているとする文部省

令による教科用図書検定規則等も、教基法10条1項 と矛

盾するものである。

むしろ、たとえば次のような制度が教育に関する国民

主権を正 しく機能させる制度であると考えられる。

「民主的な教職員団体の代表、 民主的に選ばれた地域

住民 ・父母 ・文化諸領域の専門家などの代表」によって

構成 される審議会を設置 し 「学校は、 ここで作成 された

大綱的試案を参考にして、それぞれ独 自の教育課程を編
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成する」ようにすべきこと、全国レベルにおいてもこれ

に準 じた 審議会を 組織すべきこと。(日本教職員組合中

央教育課程検討委員会 ・1976年の提案)`3°》

この場合、作成された基準が試案であり、学校がこれ

を参考として 自主的に教育課程を編成するとして も、そ

の試案が地域において、あるいは全国的に、民主主義的

に作成された価値あるものであることを地方自治体の名

において、あるいは国家の名において是認すること(裁

可すること)は 、 自治権の問題であ り、国民主権の問題

である。

ここで、既述の山住氏の所説に一言、言及すれば、山

住氏の所説を徹底すれば、およそ一切の自治体や国家に

よる教育の場所や機会の提供は不可能になるということ

である。なぜなら、文字どおりのあらゆる教育要求に応

える場所 ・機会の公の機関による提供は不可能であり、

一定の教育にのみその提供を認めるとすれば何らかの基

準が必要 となるが、山住氏は、教育基本法の前文から第

9条 が規定するような大綱的基準さえ認めず、第11条 も

不要とするか らである。

(3)民 主主義の法と教育

つぎに、社会規範一般と区別される法の特質について

述べる。

このことは、山住氏が、教基法の教育目的規定の否認

論を展開するに際して、 「日本国憲法に もとづき教育基

本法が示す教育目的 ・理念のもつ人類史上の意味、進歩

的役割の重要性(を 説 くこと)」を指して、「これは大事

です」としなが ら、「法に目的 ・理念を示すという方式」

を指して、「この方式を問いたい」(3Dと 述べていること

と関係する。

「価値形成を指向する規範としての 法の理念」は 「正

義」である、といわれる(32)。

また、「正義の意味するところは、することが正しく、

しないことがまちがいというだけのものではなく、ある

個人が自分の道徳的な権利としてわれわれから要求でき

るものなのである。寛大や恩恵に対 しては、だれも道徳

的な権利をもたない」`33》といわれる。

しかし、習律や宗教、実定道徳規範 も正義を追求しう

る。本稿 く上>16頁 既述の川崎武雄氏の所説によれば、

「その社会の ソーシャル ・エーゼ ンシイによるサ ンクシ

ョンこそが法の概念の決定的契機」と考え られる。 この

法概念は、「広い意味で、 通常いわゆるr政 治権力によ

るサ ンクション』を法の概念の本質的属性 とす る考え方

に立つ」 ものであるが、 「特に政治権力団体を国家に限

定する場合」に生ず る難点を克服し、慣習法や国際法を

も法概念に 包摂する 立場のものであると説明されてい

る{34)。

結局、単なる習律や道徳律はそれが通用する部分社会

やそれを承認する特定集団、特定機能社会等において拘

束力を有す るにすぎないのに対 して、上記の法の本質か

ら導き出され る法規範の拘束力の特徴は、それが当該全

体社会の全域に普遍的に通用しうるということにあると

いえる。

また、 近代国家に おける特徴をも含めて、法につい

て、次のように述べられている。

「この意味での法(=「 実定法」 引用者)は 、社会

における利害 または主張 ・要求の対立を地盤として生ま

れ、その間に一定の秩序をたてるために、社会における

支配的な規範意識によってその遵守が強要される規範で

あって、その強要性が原則として一定の機構による組織

的強制によって裏打ちされるものである。近代国家にお

いては、強制力の行使が国家権力によって独占せられ、

法と国家権力との結びつきは決定的となった。したがっ

て近代国家においてはまさに 『法は国家権力によって実

現 される規範の総体である』(イ ェーリング)と いうこ

とができる。」(末川博編 『全訂 法学辞典』「法」の項。

以下、前近代の法、国際法に言及した但し書きを含め、

省略)

現実には、法の名によってしばしば国家権力の不当な

強制力が諸個人の自由や民主主義を歪めるものとして働

かせられているのが大 きな問題である。

正当な法とともに不当な法もまた我々の 自由を束縛す

る。 このような法の 拘束力は何によっているか。それ
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は、単なる物理的力によってではない。

法違反に対 して現実の強制が必ず課せ られるわけでは

な く、事実上の制裁は義務が履行されなかった場合に行

なわれる。それゆえ、法の強制力は、まず第1次 的には

人々の内心に作用し、次にそれを通 じて人間の行動を支

配する。

「法は人々の心の中に はいり込んで行って、彼の内心

の 自由、精神的自由の範囲を制限する・…・・。実定法の有

する拘束力 とはこのような性質の力である。」(35)

義務とは、社会規範が我々の内心に働きかけて必ず為

すべきこととして課す社会的行為の仕方である。

この義務の拘束力の根拠 として、ベンサムは人間の快

苦を支配する制裁をあげ、カン トは個人の内面的な良心

と理性の自律をあげた。すなわち、ベンサムによれば、

人間は、つねに快楽を求め苦痛から免れることをあざし

ており、それが我々の求める幸福である。それゆえに、

身体的快苦、法律の賞罰、世間の賞讃 と非難、神の祝福

と劫罰は、我々にある行為を是認せ しめ他の行為を否認

せ しめる働き、すなわち、サ ンクシ ョン(制 裁、裁定、

裁可、賞罰などとも訳される)の 機能をもっている。当

面の欲望を制限してもこのサ ンクシ ョンに従 って結果に

おいて 自己の幸福を増進しようというところに義務が我

々を精神の内面からとらえる拘束性が生ずる、という。

これに対して、カントによれば、以上のようなサ ンクシ

ョンに従 う限 りでは未だ他律にほかならず、真の義務、

すなわち道徳的義務は、我々が、みずからの良心と理性

によって、行為の原理が普遍的にも妥当するものとして

普遍性の実現を命ずる道徳法則に従 うことを自覚すると

ころに生ずる、という`36)。

ここで、カン トの言う、個人の内なる良心 と理性がそ

れに従 うことを自覚すべき普遍的道徳法則の一つは、既

に述べたところであって、それは、結局、すべての個人

の尊重、その 自由、平等の尊重という民主主義の道徳律

のことであった。しかし、それで人間の社会行動の規範

として充分なわけではない。少な くともいまひとつ、 こ

こで 言われている、 諸個人の 行為の 原理に人間の行為

の原理としての普遍妥当性を要求するカントの道徳律が

教育の自由と国民主権(中)

要求される。 それは、・「なんじの意志の格率が、つねに

同時に普遍的立法の原理 として妥当しうるように行動せ

よ」と表現されているものである。

すなわち、われわれは、具体的な状況において、われ

われの自由な決断と選択をとおして、具体的な倫理をた

えず新たに創造しなければならない。その際、気まぐれ

に行動を選んだのでない限 り、われわれは、多かれ少な

かれ自分の行動の正当性を理由づける。理由づけは、よ

り普遍的な原理によって個別的な行動を根拠づけること

である。あるいは少なくとも、その行動の価値を暗黙の

うちに肯定ないし容認したのである。 「つまり、 〈私〉

は、個別的状況において個別的な選択をし、私個人のあ

り方を選ぶことによって、潜在的には人間はこのように

行動し、このように在るべきだと私が考える人間像を選

んだのである。」「われわれの倫理は、具体的には個人の

自由な決断と選択によって創られてゆ くが、それは同時

に全人類をまき込んでいるのである」。 この意味におい

て、上記のカン トの第2の 道徳律が必要とされるのであ

る(37)。

かかる社会規範に従 うことはそれ自体 としては義務で

あるとして も、これが人間の本性にもとつく必然である

ことを理解 して自らの良心と理性によって これに従うこ

とを自主的に選びとる限 り、 自然的必然性の認識にもと

ついて自然を支配することと同様、主体の自由の実現で

ありうるわけである。

なお、 ここに記述の カントの 第2の 道徳律か らすれ

ば、 もし、子どもが真理と民主主義 と平和の教育を受け

る権利をもつことを認めるな らば、その子どもを教える

親、教師、その他の国民一人ひとりは、そのような内容

の教育を 行う義務を 負わねば な らないということとな

る。なぜなら、教育は、直接的人格的接触 ・交流を通 じ

てのみ可能であるか ら、国家社会が子どもの権利の充足

に当たるとしても結局、個々の国民が分担しなければな

らない。その時、私はや らなくて もいいが誰かがやらね

ばならないというのではいけないのである。

つぎに、人間が自然的存在でもある限り、快苦の原理

に支配され、ベンサムの言う制裁が働 くことは事実であ
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ろう。そして、 この制裁の作用を通 じて、現実には物理

的強制力に裏づけられた社会規範としての法が我々を拘

束し、その中には不当な拘束もしばしばあるの も事実で

ある。

しかし、この国家の法にもとつ く物理的強制力の存在

意義をば、 既述のように、 我々は にわかには 否定し難

い。すべての個人の、人間らしい最も基本的な自由をひ

としく守るためには、近代市民革命期に成立した政治的

民主主義の理念に従って、法を国民の主権によって制定

し、その法に国家権力を従わせ ることによって自由と民

主主義を守るほかはない。

その場合に法によって保障される自由は、当然に、も

はや内容的に無規定な 諸個人の 自由ではな くて、 前述

の、社会規範としての民主主義の自由である。それは、

すべての個人の価値の尊重、とりわけその意識的主体と

しての自由と権利における平等を前提として、端点には

1789年 のフランスの入権宣言第4条 、 日本国憲法第13条

等に表現されている 「官由」である。この 「自由」は、

当然に、その反面において、他者のこの同じ 「自由」を

守 らなければならないという義務を含んでいる。

ここで、前記の渡辺氏の所説に言及すれば、少なくと

も、 この 「自由(と 義務)」 の規定については、 同氏が

述べるように、 「法はもともと権力行使の基準となるル

ールである」と把握す るだけでは、全 く不充分である。

自己をも含めた国民すべての人間の尊厳に価する自由を

守るためには他者のそのような自由を侵 してはな らない

という、国民個々人の行動規範でもあることを認めなけ

ればな らないであろう。 もちろん、既存の法のみに依る

必要はないが、 これに代わる法規範を示すことはおそら

く不可能と思われるのである。

つぎに、山住氏や兼子氏のように(そ してあるいは渡

辺氏、牧氏 も?)、 この 日本国憲法の民主主義的自由に

依拠して教師の教育の自由が保障されるべきことを説 く

な らば、そのような教師が、同じ民主主義的自由の主体

へと成育するのに必要な内容の教育を受ける権利を他の

国民、子どもたちに認めなければならないこと、また、

自らが民主主義的自由を否定す る教育をしてはな らない

ことは明らかであろう。民主主義を実現しようとするも

のが民主主義を否定する教育をしてはな らないことは、

法 とか社会規範とかをもち出すまでもな く論理的に明白

なことである。

民主主義を認めてこの立場に立 って教育活動に参加す

る限 り、親、教師、その他の者は、目的 ・内容において

民主主義の教育をす る義務を負う。

なお、真理や平和、勤労、健康その他の価値について

も、それ らを価値として認めるものが、それらの価値に

反する教育を するとすれば、 法的に 非難は されなくと

も、 自己矛盾であ り、 改あられるべきことは 当然であ

る。また、民主主義を価値とする者が同時に、真理や平

和等を人間にとっての基本的な価値と認めるならば、そ

れ らの者が教育をする際には、目的 ・内容においてそれ

らの価値に反する教育を行なってはな らないのは当然で

ある。

しかし、言うまでもな く、民主主義の教育は、個別的

ないし特殊的状況に応 じて迄その内容が予め定められて

いるというようなものではない。個別的、特殊的な状況

に応 じたその内容は、「全人類をまき込み」なが ら、「具

体的には個人の自由な 決断と選択によって 創らμてゆ

く」のである。

「自由とは、 他人を害 しないことはすべてなしうるこ

とに存する」(第4条)と し、何が他人を害するが故に

なしてはならないかを一般意志の表明である法律によっ

て定める,(第4条 ～第6条)と する1789年 フランス人権

宣言の自由と法律の理念は、 このことを可能にするもの

である。

他方で、現代では、社会における教育の主要な部分は

国家の関与する公教育制度の下で行われており、国民相

互の中に教育をめぐって も利害 ・要求等の対立の存する

現実の国家において、国家の関与す る公教育の目的 ・理

念その他の基準を客観的な成文法規で示さなければなら

ないとい う現実の必要 もある。

公教育とは、公共的性質、公の性質を有する教育であ

り、何よりも教育価値的にみて社会成員全員の欲求 ・要

求を充足しうる教育のことである。
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既述のように、教育は、その最 も基本的な単位として

の入格的交流の直接的関係として成立する限 りにおいて

教育する者 と教育を受ける者の共同の価値充足であり、

また、社会的にみても、 このようなものとしての教育は

人間的価値を創造 ・発展させるものであるのだか ら、基

本的には、公の性質を有するのである。歴史的に、公教

育の概念が、まず最初には、閉鎖的で内輪の者だけのた

めの学校 とは違って誰でもが入 りうる公開の学校で行わ

れる教育のこととして成立 した(38)の も、そのたあであ

ろう。

公教育の一つの最 も重要な確かな部分は、普通教育、

すなわち当該社会の成員すべてに共通に必要な内容の教

育であろう。一定の読み書きの能力を社会成員のすべて

に育成 しようとする試みは、少な くとも、宗教改革後に

あらわれた宗派的な義務教育や、絶対主義国家の義務教

育にみることができる。そして、近代市民革命を経て、

1870年 代以降、アメ リカ、イギ リス、フランスをはじめ

として義務、無償、非宗教性の初等普通教育の制度が成

立 し、その後、世界的なものとなってきている。世界人

権宣言第26条 、経済的、社会的及び文化的権利に関する

国際規約第13条 にも確認されているように、今 日では、

すべての人の教育に対す る権利righttoeducationが

基本的人権として認められるべきこと、そして この権利

が、義務 ・無償の初等普通教育学校で教育を受ける権利

を含み、また、親が子に教育を受けさせる義務、国、地

方公共団体等が公費で学校を設置し経費を負担す る義務

等を伴なっており、この権利保障には法律による国家の

統制がなされるべきこととされるのが世界的傾向となっ

ていることは、否定 し難い事実である(39。

しかし、公教育が物理的強制力をも有する国家の統制

を受けた公教育制度の下で行われているという事実を認

めることと、文部省のように、「国家(が)… …公教育を

実施する」「公教育制度は、 ……私的自治の 表明として

の教育の自由に対する反省として、国が自ら公教育制度

を組織 し、運営 してきたものである」と認識すること㈲)

あるいは、相良惟一氏のように、 「公教育の主体は、 国

・地方公共団体のごとき公権力主体である」などと認識

することq1)と は、別のことである。

国家は全体社会そのものとは区別される機能社会であ

って罵42⊃、 政治が 問題 となる限りで、 社会成員の間に統

制力が働 く限りで、国家は公教育に関与す るのである。

他方、教育そのものは、政治組織の一員としてだけには

限定されえない人間が行なうのである。

そして、 民主主義の法の下では、 この人間諸個人の

教育の自由が、他人を害するものとして主権者国民によ

って明文の法律で制限されない限り、正当な権利として

認められるのである。

今 日では、 私立学校 も、 大学、 高等学校、 幼稚園等

も、基本的に、そこで行なわれている教育が社会発展に

とって意義があり社会成員のすべてにとって価値あるこ

とは否定できない。それゆえに、そこで教育を受ける権

利をすべての者にいっそう等 しく保障することが課題と

なるのである。 この意味で、これ らの学校の教育 も公教

育であ り、また程度 ・方法に差異はあれ、 これ らの学校

教育にも国家はその統制力を及ぼしている。その統制が

民主主義に基づ くことが課題なのであり、わが国憲法の

民主主義を前提とすれば、公教育の一切が政治に包絡さ

れてしまうとの認識、すなわち 「国家が、公教育を実施

する」 「公教育の主体は、 公権力主体である」との認識

はなし得ない。

民主主義を前提とするとき、公教育の要因として、そ

れが国家組織の裁可を受けた制度の下で行われる教育で

あることは否めないが、 その裁可の 基準は、 教育の内

容、教育の対象の両面においての公の性質を有すること

であるとともに、 「他人を害 しない限り諸個人の教育の

自由を最大限に尊重す る」 ということでなければならな

いのである。

(4)価 値と教育目的

諸個人の私的教育の 自由が互いに予定調和するもので

はありえず、その間に対立 ・闘争も含まれている社会に

おいて、民主主義的制度として公教育が実施されるため

には、何が人間の 自由として守るに値する教育の自由で
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あり、何が他人を害す るもの として許 されない自由であ

るかを明 らかにする必要がある限りで、国民の主権にも

とつ く価値選択の基準が公示されなければならないこと

は否定できない。

このことの根本には、人間が人間を目的意図的に育成

する教育の活動が、人間的価値の選択を抜 きにしてはあ

り得ないという必然性が存在する。
　 　 　 　 サ 　 　 　 　 　 　

教育の 自由は、このような教育という活動における主

体 としての入間の 自由であるという事柄の性質そのもの

に基づ く必然的制約を受ける。教育の自由もまた、事柄

の本質に根ざす必然性を離れたところにではなく、この

必然性を支配することのうちに成立す る。

それゆえ、以下に、上記の教育における価値選択の必

然性を、いま少し解明する。

人間が対象に働きかけるのは、それが主体の内発的な

自然の欲求や意識的要求を充足する性質ないし機能、す

なわち 価値を もっているからである㈹ 。人間は、対象

に働きかけ、そこに、既存の 自然 自体とは区別される価

値ある事物 ・現象の存在様式、すなわち文化をつくり出

し、同時に人間自身のうちに、それ らと対応 した、動物

的自然とは 区別される価値ある 諸特質、 すなわち人間

性(44)を つ くり出す。個人 としての人間が動物一般 と最

も明瞭に区別 されるのは、既述のように、 「私」 という

自己意識によって自己の心身を統一して働かせることが

できる(も しくはそのような可能性を もっている)と い

うことである。 ここにみ られる、 自己意識の統一性また

は自己決定性をもって統一された人間各個人に固有の人

間性 と自然の存在様式が人格といわれるものである。人

間性 と人格と文化を 発展させるものは、 根本において

は、価値あるものを 自ら求める人間の自発的な、自由な

活動である。

人間の社会が社会としての統一性を保 って存続 しうる

ために、基本的に、その社会の成年男子全員に一定の資

質 ・能力が要求されることは、遠 く入社式(イ ニシエー

ション)以 来、みられるところである。近代民主主義の

成立とともに、すべての諸個人の 自由が基本的に社会に

おいて平等に保障されるべきこと、社会そのものをその

ような ものとしてすべての国民の力によってつ くり出し

てゆ くことが理念とな り、さらに、現代では、教育によ

って諸個人をそのような社会と国家の形成者へと育成す

ることが課題となっている。このような民主主義によれ

ば、諸個入の人間的欲求 ・要求を充足する文化の発展 自

体がそれ自体目的とされることは当然である。憲法の掲

げる民主主義の理想を教育によって実現しようとする教

育基本法前文、また第2条 にみ られる理念は、まさにこ

のようなものとなっている。

現代では、人間とその社会が歴史を通 じて形成 した文

化q9が 蓄積 され構造 を成 して存在 している。この社

会で生 きてゆ くに必要なだけの文化的意識的主体性を子

どもが 自力で身につけることは不可能であり、ここに大

人による教育が必要不可欠となっている。その場合に、

文化的な人間の行動や文化的な慕物の存在様式を規定 し

ているのは、人間が求めているところの価値であり、そ

の最も普遍的なものは、通常、真 ・善 ・美であるといわ

れる。教育はそのようなものを価値として生きる人間の

育成をめざす。 しかし、それらのすべてを、政治的組織

体である国家の法律によって示すことは、可能でもなく、

また、既述のように、民主主義に適 うことで もない。

具体的な社会と国家の歴史の一時代において政治的組織

体 としての国家の国民に必要不可欠な最小限度で、基本

的価値を確認すれば足 りる。

真理、民主主義、平和、勤労、健康という教基法の教

育 目的規定の掲げる価値は、 日本国民の歴史的経験と課

題に基づいて確認された、まさしくそのような価値であ

ると言えよう。

価値については、価値相対論が価値観は個人によって

多様であ り、またそうあるべきであり、 「絶対的 価値」

はあり得ない、としている問題がある。いま、法におい

て規定すべき 「正義」 という価値の 内容について言え

ば、もっとも徹底した価値相対論者の1人 であると思わ

れるケルゼ ンは、 「正義とは何か」 を論 じて、正義が社

会秩序であることを認めなが ら、絶対的な正義を認める

ことを拒否して、結論 として、 「私にとっての正義」 し

か述べなかった。 しか し、 その彼は、「私にとっての正
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義」の内容として、 「真理と誠実を栄えさせることがで

きるもの」としての 「自由」、「平和」、「民主主義」、「寛

容」を挙げている㈲ 。 この例自体が、 教基法が 規定し

ている真理、民主主義、平和等が普遍的価値であること

を示 しているものといえよう。

価値の多様性のなかにも、その生物的自然に規定され

て相互主観的、間主観的に存在す る人間の特性に基づ く

普遍入間性は貫かれるはずである。

つぎに、教基法において、普遍的価値が、ほかな らぬ

「教育の目的」 として 規定されていることの意味を考え

る。

人間の行為は、一応、意識か ら独立な自然的原因～結

果の系列と、意識的な目的～手段の系列 とを区別して、

この両面か ら把握することができるが、前者の系列にお

ける個々の刺激、衝動、本能、習性などの原因的要因を

主体的に統合 し、一つの意味のある脈絡の中に整序する

のが、観念的な目的意識、価値意識などの後者の系列に

属する要因である。(47》

この意味で、目的意図的な教育の活動において目的の

意識は決定的、主導的な要因である。この目的が客観的

に明示 されることは、その目的の絶えざる意識化を可能

にする。とりわけ、具体的教育活動とそれに照応すべき

諸条件の整備とが意味をもって有効に統一される必要の

ある制度としての公教育においては、客観的形式で教育

目的が明示 される必要がある。また、「規範」とは、「あ

る一定の価値目的に到達 しうるために、主観が従わなけ

ればならない普遍必然的関係」(平凡社r哲 学事典』1971

年版、 「規範」の項)と いわれる。 そうであるな らば、

社会規範 としての法において も、明示す るとしないとに

かかわらず、一定の価値目的の存在は前提 となっている

のであるか ら、それが明示されるほうが、 目的合理性に

照しても、また、法の恣意的解釈を回避 ・縮減するため

にも望ましいといえ る。

つぎに、教育の 「目的」 と「目標」 との区別と連関の

問題がある。

この点に関して、平原春好氏は、而者を区別する必要

があるという観点か ら、前記のような山住氏の所説を批

判 しつつ、要点、次のように述べている。

① 「教育法においては目的が上位概念であり、目標は

下位概念である」。 教基法、 学校教育法上 においても明

らかな使いわけがある。② 「現代においては、国民教育

の最高理念を憲法典で全国民に確認する傾向が強まって

いる」 ③ 「国民の 重大関心事である 国民教育の基本的

なあり方に ついては法律で 明 らかにす るのが妥 当であ

る」 ④ 「目標は対象に即して 目的を具体化したもので

あり、その設定は教育の展開に直接たず さわる専門的職

能人の関与によってこそ可能となり、決定の形式は法律

以外の形式によることが望ましい」㈲ 。

これに対する疑問としては、今後学校体系の改革等が

課題となるときに専門的職能人の関与は、そのあり方が

問題であるが、木質的なものとして認められるべきでは

ないかということがある。また、上記の 「法律」 という

言葉の意味が問題であるが、現行学校教育法の 「目標」

レベルの ものであれば、専門的職能人の参加を認めた上

で同時に国民の一般政治代表の関与 ・同意の形式である

「法律」(自治体においては条例)に よるほうが望ましい

のではないか、 ということがある。

しかし、最 も重要なことは、 「最高理念」 としての教

育目的の質についていま少 し明らかにすることである。

デューイは、「"目的"と は考えられた最後の行為の こ

とであり、手段とは時間的にそれに先行して行われるべ

き他の 諸行為のことである」 と述べている㈹ 。 この意

味では、目的は、手段との関係における相対的なものと

考えられ、ある行為における目的は、他の行為における

手段であ りうる。たとえば、学校教育法第18条 の 「小学

校教育の目標」は、同法17条 の 「小学校の目的」の 「手

段」であるが、後者は、また、教育基本法第1条 の 「教

育の目的」の 「手段」である。

しかし、岩崎武雄氏が指摘しているようにそれ自体、

けっして手段に転化しない究極的目的というものが考え

られる励)。 このような 目的に関して、 見田宗介氏は、

「価値」を 「主体の欲求をみたす、客体の性能」61)と 定

義したうえで、次のように述べている。

「〔主体の欲求と対象それ自体の性能以外には〕何もの
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にも依存 しない自立的な価値 と、他の何 らかの対象との

関係においてはじめて価値の属性を取得する対象という

区別は、存在す るように思われる。 目的の価値と手段の

価値は、太陽の光と月の光にたとえ られよう。目的はみ

ずか ら価値をr発 散』するが、手段はたんに、目的の価

値の一部を 『反映』しているにすぎない。」(52)(〔 〕 は

原文)

このような意味で手段 と区別された目的の概念 こそ正

しい意味での目的と考えられるが、それでは、さらに、

最高理念 としての目的ないし究極的目的とはどういうも

のであろうか。

有限な存在 としての人間の観点に立てば、人生の究極

的価値は、 個々の 里程標の 果てにある終着点としての

「目的」にもっぱ ら究極的価値を 認めるという立場はと

り得ない。人間が生まれ、人や事物に働きかけ、また働

きかけられ影響されながら育 ち、変化 ・発展しつつ生き

てゆ く過程 自体に究極的な価値が見い出されねばならな

い(53)。

このように考えれば、究極的な価値、最高の価値 とし

ての目的とは、主体の 日々の生活、行動をつらぬいて主

体の欲求ないし要求を充足しつつ、その生活、行動を方

向づけるという意味での究極的な目的、最高の目的、す

なわち、 日々の実践 ・行動の指針かつ評価基準として理

解 されねばな らない。

教基法の教育 目的は、この意味での教育の最高 ・究極

の目的を表したものである。

とくに、 教基法の教育 目的は、 真理、 民主主義、平

和、 勤労、 健康等の 価値 自体が 目的であるというより

も、それ らを価値として生きる 「人間の育成」それ自体

であり、このことを通 じての 「文化の創造と発展」それ

自体であると理解することが重要である。

このような教基法の教育 目的の意味をいま少し深めて

おきたい。社会規範としては、民主主義が何より尊重さ

れなければならないこと、民主主義を価値とする国民が

教育において、目的 ・内容において民主主義の教育をし

なければならないこと、民主主義を価値とするものが同

時に、真理、平和、勤労、健康等を価値とするなら目的

・内容においてそれ らの価値の増進に資す る教育をしな

ければならないことは既に述べた。それゆえ、教基法の

教育 目的の正当性を説 くためには、真理、平和、勤労、

健康が人間にとって基本的価値であることを説 き加えれ

ば足 りる。

この論証は 容易でないが、 一応 簡単に一言してお く

と、 「平和」 とは、本来、社会生活において人 々の間に

争いのないことであり、それは、人間の生活に安定をも

たらす価値である。そして、人間が自由と平等を求める

ものである限 り、平和は、本質的には、民主主義に基づ

かなければ得 られない。諸国におけるとともに国際政治

においても民主主義が欠けていることが、人類に二つの

破局的世界大戦をはじめ多 くの戦争の惨禍をもた らして

きた。そのうえ大量核兵器の出現は、人類絶滅の危機を

もたらしている。軍国主義、国家主義によって諸国人民

に多大の被害を及ぼし自らも原爆被爆を含む破滅的経験

をしたわが国国民は当然、世界人類にとって、平和はと

りわけ国際平和を含めて、必須の価値となっている。

勤労は、生産手段を用いて交換価値を有する物質的財

貨を生産することを基礎として、心身を労して社会的に

共通の価値、共同の価値を生産、維持、増進することで

あり、その意味で、人間社会に必須の価値である。

健康は、個人としての人間の、心身の機能 ・資質の良

好な状態であり、個入の様 々な価値充足の基本的条件を

なす価値である。

真理 とその教育については、とくに考えてみたい。と

いうのは、しばしば 「真理は多数決ではきめられない」

という命題が、教育の自由、 自主性を主張する際に援用

される。(多 数決が 民主主義を前提条件 として集団生活

・社会生活において意義を有することは、本質的にはす

でに述べたところであるが、)い ま、もし、「真理は民主

主義によって(も)き められない」と言えるとしたら、

民主主義の法によって 「真理を 教えるべし」 と定めて

も、教えるべき真理の内容をその法によって特定するこ

とはできないのだから、そのような法規定は無意味だ、

ということが 成り立つ か らである。 そういう意味で、

「真理」は、「民主主義」を根源から問うものだか らであ
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る。

それでは、真理とは何か。

真理 とは、真なる判断の普遍的内容のことである。

真なる判断とは、主体がその感覚によって対象を反映

することを通 じて主体の意識が形成する判断のうちで、

経験的 所与を 演繹的に説明でき、 かつ形而上学的内容

(すなわち、 経験によって検証することも反証すること

も不可能なことが予め判明している内容)の ものを含ま

ないものであり、 これらのことによって行動と思惟の指

針た りうるものである(54)。

真なる判断は、一方で、主体の意識か ら独立な対象を

反映するゆえに、同じ対象についての諸主体の真なる判

断には普遍的なものが含まれている。 この普遍的判断内

容が真理である。

同時に、真なる判断は他方で、あくまでも対象か ら自

己をわかちつつ、対象と自己自身の経験 とに統一的意味

づけを与えようとする人間の意識の自律性のあらわれで

ある。 真なる判断は、 それ 自身、 認識主体の 意識の自

由、内心の 自由そのもののあらわれであり、それゆえ、

主体の行動の自由の主体内的要因である。

主体による、このようなものとしての真理の認識ない

し再、追認識が認識主体に真なる判断を生ぜしめること

は言 うまでもない。 「真理は人を自由にする」 といわれ

るゆえんである。

教育という観点か らは、真理とその教育について、次

の諸点が 指摘できよう65》。①真理は、 それ自体が人生

を豊かにするものであり、単に何かの為の手段として価

値を有するものではない。それゆえ、真理は、 日々の人

生において、人生を豊かにするものとして生かされなけ

ればならない、人間の 日々の行動の指針であり、評価基

準である。具体的な真理は絶対的な ものではなく、それ

ゆえ、常に批判 ・検討が必要であるが、そのこと自体、

真理が価値をもつことの現われである。②真理は人間の

文化をきついてきた。その継承発展のため、また、民主

的で平和的な国家の建設のためにも、子どもに対する真

理の教育は必要である。③真理の価値は、子どもの日々

の行動と学習の指導を通じて、真理に基づ く行動と思惟

が 日々の子どもの生活を豊かにすることを体験させるこ

とによってのみ伝えることができる。④それゆえ、子ど

もに対す る真理の教育は、子どもの心身の成長 ・発達に

応 じ、子どもが主体的に全体としての真理を発展的に獲

得してゆ くことができるような創意工夫、すなわち本来

の意味での教育的配慮をもってしなければならない。⑤

誤 った知識や真理に基づかない文化を子どもに伝えるこ

とは、子どもの教育を受ける権利 ・学習する権利に応え

るものではない。

およそ 以上のような意味 内容を もつ 「真理の教育」

(すなわち、 教育者 自らが 真理を価値 としつつ、子ども

を もまた 真理を 価値 として 生きる人間へ と育成する教

育)は 、本質的に、教育者の 自由を妨げるものとは考え

られない。

むしろ・ 上記の④からは、 真理の教育を しなければ

ならないという必然性(教 基法の教育目的規定の課す義

務)に 応えるためには、教育主体に創造的な自由が認め

られねばな らないということ(「 自由」 の必然性)が 導

き出されるのである66)。 すなわち、 真理を 自らの価値

とし、 自らの教育の自由を実現するために民主主義的 自

由(憲 法13条)を 要求する者は、教育に際しては真理と

民主主義の目的 ・内容の教育をしなければならないが、

そのためにもその者には自由が保障されなければならな

い(自 由→義務→ 自由)わ けで、 ここに、真理と民主主

義を 価値とし これに基づいて 教育をすることの 無矛盾

性、首尾一貫性が明 らかとなるのである。

最後に、教基法第1条 に、 「教育は、 ……をめざして

行われなければならない」と規定されていることについ

て述べる。

この規定は、教育活動そのものを含まない 「学校制度

的基準」や教育の外的条件整備ではな く 「教育」そのも

ののあり方を義務づけているものである。 この義務は、

教師に限らず国民一般の義務であるが、とりわけ教師の

義務である。

教師が、単に制裁を恐れて法の定めに従 う限 りでは、

教基法の教育目的規定は強制的なものである。民主主義

と真理 と平和の教育が教育における人 々の欲求や要求を
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最 も基本的に充たすものであることを知 りなが ら、時に

彼が これから離反しようとするな らば、事実上の制裁が

あろうと否と、教基法の教育目的規定は彼の心を拘束す

る。教師が民主主義と真理と平和の教育の本質とその必

然性を理解しこれを 自らの内発的な意志によって選びと

るならば、教育基本法の教育 目的規定は、彼の 日々の教

育の指針 ・基準 となる。それは、 もはや単なる義務では

な くて同時に、教育における彼 自身の自由の指針であり

基準である。

以上の観点か ら、本稿冒頭既述の兼子氏の所説をみる

と、そこでは、教育の自由が、まさに教育に向か う自由

であって、教育の本質上、民主主義や真理や平和 という

価値に規定 されざるを得ない必然性の存することが看過

・軽視されているといわざるを得ない。

注

第1節

(1)鈴 木英一r現 代 日本の教育法』(到 草書房、1979年)

77～92頁 。なお、 この動向を示す資料の大半を集録

したものとして 鈴木英一編r資 料 ・教育基本法30

年』(学 陽書房、1978年)参 照。

②r法 律時報 臨時増刊 ・憲法30年 の理論と展望』(日 本

評論社、1977年)(第IV部 戦後憲法史一 占領期」

(久田栄正執筆)参 照。 より具体的に主なものを挙

げると次のようである。1947年2・ ユス ト中止命

令、48年7月31日 政令201号 による公務員のス ト禁

止 ・団交権剥奪、これを受けた同年12月3日 施行の

国家公務員法改正、同月20日 の公共企業体等労働関

係法制定、上記国公法改正とそれを受けた翌年9月

17日 の人事院規則による国家公務員の政治活動の制

限、48年7月7日 の福井市公安条例にはじまる一連

の自治体条例による集会 ・示威行動の規制、49年4

月4日 の団体等規正令による共産党統制、同年9月

の同令による在 日朝鮮人連盟の解散、朝鮮戦争勃発

(50年6月25日)直 後の 共産主義者 ・その同調者 と

み られた者に対する人権停止 ・レッド・パ ージ、50

年8月10日 の 「警察予備隊令」公布による軍隊の事

実上の復活化。

(3)56年 前後の 改憲 ・護憲問題と憲法調査会について

は、次を参照。①前注前掲r法 律時報臨時増刊』所

収、横田耕一 「戦後憲法史一 講和から60年安保ま

で」 ②同前所収 浦田賢治 「戦後憲法史一1960年

代」 ③rジ ュリス ト臨時増刊 ・日本国憲法一30

年の軌跡と展望』(有斐閣、1977年)所 収、 佐藤功

「憲法改正論の系譜と現状」 ④教育に焦点を当てた

ものとして、 中谷彪r教 育権の研究』(タ イムス、

1977年)第2章 「憲法改正問題と国民の教育権」

(4)憲 法調査会の構成について次のように述べられてい

る。

「自民党に属する国会議員18人、 緑風会に属する

国会議員2人 、学識経験者19人 、 合計39入 であっ

た。 このうち、改憲論者が 自民党議員を 含あて30

人、護憲論者5人 、非改憲論者4人 とい う内訳であ

り、改憲論者一方に偏した構成であった。(改 憲論

者以外の9人 は、すべて学識経験者であることも印

象的である。)」(中谷彪 ・前掲書106頁)。

(5}浦 田賢治 ・注(3)論文294頁 。

(6)中 谷 ・前掲書138・139頁 。

(7)作 間忠雄 「統治行為論」、 前掲 『憲法30年 の理論 と

展望』235・236頁 。

なお、 日米安保条約および自衛隊の合憲 ・、違憲に

ついて、最高裁判所以下の裁判所の多 くが統治行為

論その他を 論拠 として、 法的判断を 回避する傾向

は、その後現在に至る迄支配的傾向となっている。

最近の例では、長沼ナイキ基地訴訟につき、一審の

札幌地裁判決が(1973年9月)が 自衛隊を違憲と断

定 したにもかかわらず、 札幌 高裁判決(1976年8

月)お よび 最高裁第一 小法廷判決(1982年9月9

日)は 、前者は統治行為論をとり、後者は自衛隊判

断にはいっさい触れず、ともに、自衛隊は憲法第9

条違反であるとの主張を含む原告住民側の訴えを、

「すでに訴えの利益は消滅した」として却下した。

⑧ 同草案は、憲法改悪阻止各界連絡会議(代 表委員=

長谷川 正安氏等)編 集 ・発行 『憲法改悪問題資料
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集』(1982年)所 収。

(9)同 答申は、例えば、r資 料 ・教育基本法30年 』223～

227頁 に収録。

政令諮問委員会は、サ ンフランシスコ体制への移

行準備の一環としてGHQ総 支令官 リッジウェイの

の特別声明にもとづき吉田首相の非公式の諮問機関

として設けられた。教育制度の手直しのほか、公職

追放 解除、 行政機構 改革、 敗閥解体中断、電力再

編、労働法改正等の政策決定と農地改革の原則再確

認とをした(福 本茂雄 ・東洋経済新報社1978年r日

本近現代史辞典』348頁)。

(10)同 同盟は、1955年7月11日 結成。初代会長は広瀬久

忠氏。同事務局文書(自 主憲法期成議員同盟の活動

状況」(昭 和56年7月13日)に よると、当日現在、

現職国会議員288名 、 元国会議員80名 、 ほかに地方

議員が加盟(前 掲r憲 法改悪問題資料集』14頁)。

(11)「お願い」 および雛型決議文は、 同前資料集11～14

頁所収。

働 同会議理事長植竹春彦氏のあいさつ。同前資料集23

・24頁。元号法制化は、1978年6月1日 、 自民 ・民

社、新 自クが 「元号法制化促進国会議員連盟」を結

成、79年6月6日 、上記3党 および公明党の賛成で

可決 ・成立した。

(13同 会議機関誌r憲 法』81年6月21日 号、同前資料集

26頁 による。見 出しはr憲 法』誌。

(1の同会議の組織状況な らびに結成式宣言については、

r憲法改悪問題資料集』27・28、48・49頁 、および

伊ケ崎暁生 「教育"反 改革"の 新展開」(国民教育研

究所r国 民教育』53号 、1982年7月)131頁 、参照。

なお、伊ケ崎氏によると 同会議の 「r教育白書 ・

荒廃の元凶は何か』は、昨今の非行 ・暴力問題など

の教育荒廃の原因と結果を、①権利主義の偏重によ

る青少年の利己主義化、②宗教的情操教育の欠如に

よる青少年の 自殺、殺人、生命軽視の風潮の激化、

③ポルノの氾濫等、教育環境の劣悪化による青少年

の不良化、非行化の増大、と分類し、①は日教組の

権利闘争およびそれを増長させ る現憲法、②は宗教

的情操教育を阻む憲法20条(信 教の 自由)、 ③ はポ

ルノなどを放置する憲法21条(集 会 ・結社 ・表現の

自由、検閲の禁止、通信の秘密)に 原因があるとす

るという乱暴きわまる論理で、改憲運動と結びつけ

てr教 育正常化』運動をすすめることを主張したも

のである。」という(上 記論文 ・131頁)。

⑮ 同前28～36頁 所収。

(1⑤同前資料集所収、37～49頁 。

働 「今 日の第1次 憲法改正草案試案(竹 花起案)の 作

成経過について」および同試案、同前資料集15～23

頁所収。

(18>中 間報告全文とそれについての伊ケ崎暁生氏の簡単

な解説は、 国民教育 研究所編r国 民教育』 第55号

(労働旬報社1983年1月)に 収録。

(19自 民党教育5小 委員会の動きを含めて、 自民党、財

界等の教育政策動向のまとまった資料集として次の

ものがある。国民教育研究所編集 ・発行r国 民教育

資料集15、 自民党教育5小 委員会の発足と教科書問

題など』(1981年3月)、 機関紙連合通信社編集 ・発

行r自 民 ・財界の教育構想』q982年10月)。 「心の

教育」提言は、後者所収。

2① 同中間 まとめは、 国民教育 研究所編r国 民教育』

1976年3月 臨時増刊号(労 働旬報社発行)所 収。

⑳ 同前所収 「教育に賭ける」216頁 。

⑳ この教科書批判の動向については無数の資料、著作

があるが、前記r国 民教育資料集15』 のほか、さし

あたり次のものがある。国民教育研究所編集r別 冊

国民教育4、 教科書問題』労働旬報社1981年 、②永

井憲一r教 科書問題を考える』総合労働研究所1981

年 ③勝野尚行r教 育基本法制と教科書問題』法律

文化社1982年 ④教科書検定訴訟を支援する全国連

絡会編集発行 『揺 らぐ検定行政と家永訴訟』1983年

⑤ 日本出版労働組合連合会r教 科書 レポー ト』81、

82、83各 年度版。

自民党の教科書分析項目については、①所収の日

本教職員組合 「今 日の教科書問題に関する要請書一

～r偏 向教科書』功撃に対する見解」(1981年6月
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11日)に よる(199頁)。

㈱ 同研究報告の関係部分 はr自 民 ・財界の教育構想』

67～69頁 所収。なお、同協議会の 『新 しい産業社会

における人間形成』(1972年 ・東洋経済)、r自 由主

義の前進』(上 下二巻1977年 ・非売品)に ついて筆

者は、本研究集録第3号 「70年代の国の教育理念と

高校教育政策」で検討を加えた。

⑳ 同会議の最終報告 と最終文書(こ れに10原 則が述べ

られている)は 、歴史教育者協議会編r反 核 ・軍縮

時代の平和教育』(地 歴社1982年)所 収。

⑳r自 民 ・財界の教育構想 』71頁 所収。

㈱ 全文B5版11頁 。その一部は、同前69～71頁 所収。

⑳ 前掲 『国民教育資料集15』 所収。

㈱r自 民 ・財界の教育構想』26・27頁 所収。

⑳ 『自民 ・財界の教育構想』15頁 「解説」。

紛 同前所収r防 衛白書』抜粋による。

勧 佐 々木憲昭 『転換期の 日本経済』(新 日本 出版社、

1983年)「 第5章 『総合安保』論の危険な構図」161

頁。

㈱ 同前 ・167～178頁 、参照。1

㈹ 同前 ・190頁、参照。

岡r文 部時報』ユ982年2月 号80・81頁 「『豊かな心を育

てる施策推進会議』を設置」(大臣官房企画室執筆)。

1983年 度 も新たに22市 区町を モデル市町村 として

指定 した(同 誌83年5月 号73・74頁)。

㈲r文 部時報』1982年5月 号81～84頁 記事(大 臣官房

企画室執筆)。

㈱r国 民教育』53号 「教育問題 日誌」による。

㈱ 同前。

⑳ 『国民教育』53号 ・伊ケ崎暁生 「教育"反 改革"の

新展開」125頁および同資料 「最近の政策動向」・136

頁所収の新旧指導書記述対照表による。

㈹ この経過については、伊ケ崎暁生 「教科書問題の国

際化と新展開」(r国 民教育』第55号 、1983年1月)

がある。

㈹ 『朝 日新聞』1982年11月16日 による。

ω 赤旗新聞1983年7月1日 による。O内 は引用者補足。

教育の自由と国民主権(中)

働 答申全文、部会報告、参考資料、審議経過は臨調事

務局監修 ・新 日本法規出版株式会社発売の次の書物

に収録されている。『臨調緊急提言』(第1次 答申)、

r臨調許認可提言』(第2次 答申)、『臨調基本提言』

(第3次 答申)、r臨 調最終提言』(第4次 答申 ・行政

改革推進体制、第5次 答申)。

(43上 記 「臨調基本提言』41～70頁 に関連主要指標 ・資

料が集録されている。

働 上記r臨 調緊急提言』10頁 、14頁 。

㈲ 星野安三郎 「中曽根首相論一 『軍拡』r行革』r改

憲』と関連して一 」『国民教育』55号(83年1月)

ユ04頁の記述による。 なお、臨調第1部 会報告(昭

和57年5月29日)中 の 「行政の目指すべき目標」の

項に、これに照応する記述がある(『臨調基本提言』

136頁)。

㈹ 前記r臨 調基本提言』17～20頁 。

吻 二宮厚美 「r行政改革』の構図と理念」 同氏 ほか編

集 「行政改革』(青 木書店1982年)20～39頁 。

㈱r臨 調最終提言』28頁。

㈲ 鈴木英一 ・川 口彰義 ヂ日本の教育と行政改革」(室

井力ほか編r臨 調行革の構図』大月書店1982年)

127～133頁(記 述内容は81年 末頃迄)。 このほか、

本稿の観点か ら臨調と教育に関するものとしては、

注㈲の星野論文、三輪定宣 「r臨調』の教育観」(教

育科学研究会編r教 育』1983年2月 号 ・国土社)、

海老原治善 「r国の歩みを変える』臨調と教育政策」

(r国民教育』54号 ・82年10月)が 参考になる。(後

2者 は、第3次 答申迄検討。)

㊨① 前掲 「『臨調』の教育観」23頁。

励 同前19頁 による。

(5幼1980年11月 改訂版の表紙カバー。以下、同書の引用

・準拠は、 この改訂版による。

㈹97～108頁 。

働 ユ42・143頁。

65)145・146頁 。

働 第π部 「第2章 日本の総合安全保障政策」の 「二

国防体制の整備.の 「4」、255～259頁 。
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教育の自由と国民主権(中)

励 同前 ・「一」、194～236頁 。

68)以 下の引用は順に、222、223、226、228、229、229

・230、230頁 。

(59「主な執筆者 ・執筆協力者」として、学習院大学教

授 ・久保田信之、評論家 ・原田統吉、筑波大学客員

教授 ・アリフィン ・ベイ、国際教育協会理事長 ・高

原義雄、京都産業大学助教授 ・吉田和生の各氏、「研

究会での レポーター」にはお茶の水女子大学教授 ・

森隆夫氏の名がある(702,704頁)。

㊨①502頁 。 ㈹530頁 。 勧512・513頁 。 側

513・514頁 。 ㈹514～519頁 。(65)559～569頁 。

㊨6)青 木慧 「改憲軍団一 組織と人脈」汐文社 ・1983年

は、 世界平和教授アカデ ミー、 中曽根 ・臨調 「行

革」人脈、 財界、 自民党、 防衛庁、 日本を守る国

民会議等の改憲勢力の人脈的結合を示 している。

㈹ 前掲 「国民教育研究資料15』 所収、69頁 。

圃 前掲 『自民 ・財界の 教育構想』75～77頁 所収。な

お、この決議問題に関しては、前掲 ・勝野尚行 『教

育基本法制と教科書問題』の 「第1章 教育基本法

『改正』要望決議」が詳論している。それによると、

1980年12月 から翌年12月 頃迄に、同県下13市87町 村

のうち35町 村議会 において も県議会決議に準ずる

教基法 「改正」要望決議が なされている(40～43

頁)。

俗鋤 『自民 ・財界の教育構想』に 「憲章」および若干の

解説 ・関係資料が収録 されている。77～81頁 。

第2節

(1)例 えば、前掲 ・鈴木英一r現 代 日本の教育法』9～

71頁。堀尾輝久 ・教育基本法前文 ・第1条 注釈 ・有

倉遼吉編r教 育法(新 版)』(日 本評論社、基本法コ

ンメンタール、1977年)所 収。また成立当時の解説

書として文部省内教育法令研究会r教 育基本法の解

説』(国 立書院、1947年)。

(2)『 資料 ・教育基本法30年 』所収、134頁 。

㈲ 同前 ・所収、69頁 。

(4)答 弁は同前 ・所収、131、 ユ32頁。引用は、「……あ

ります」調を 「……である」調に変えたr教 育基本

法の解説』32・33頁 による。

㈲ 『教育基本法の解説』55頁 。

(6)教 育刷新委員会第1特 別委員会第4回 会議(1946年

10月4日)議 事録 ・注(2)前掲書U2頁 所収(中 谷彪

『教育権の研究』タイムス社ユ977年より再録)。

(7)同 前委員会第5回 会議(同 月11月)・ 同前114頁 。

(8)1947年4月29日 、高橋誠一郎文部大臣のラジオ放送

「新憲法と教育の理念 一 教育 基本法 制定 の意義

一 」原稿、r資 料 ・教育基本法30年 』155頁 。

⑨ 注(7》と同じ会議での天野貞裕委員の主張に対する務

台理作委員の意見 ・同書114頁 。

(10)な お、 「忠孝」、 「天皇」、 「日本古来の伝統」、 「奉

仕」、 「日本の伝統的な美風、 醇風美俗」、 「日本人

としての良い人間」等 も教育の目的価値として立法

過程で主張されたが、いずれも退けられた。鈴木英

一 「教育行政」(東 京大学出版会、 ユ970年)221、

269～277頁 、参照。

(11)r教 育基本法の解説』56頁 。

働 注(8)と同 じ文相のラジオ放送原稿、157頁 。

㈱r教 育基本法の解説』57頁 。

(1の 田中耕太郎r教 育基本法の理論』有斐閣1961年 ・81

頁、79頁。

⑮ 鈴木r教 育行政』220頁 。

(1⑤r資 料 ・教育基本法30年 』153頁 所収。

働 注(8)と同じ文相放送 ・156頁。

㈹1同 前 ・同頁。

(1窃r教 育基本法の解説』65・66頁 。

⑳ 同前 ・66頁。

⑳ 同前 ・67頁。

⑳ 田中二郎 「教育改革 立法の動向」r法 律時報』19巻

6号(1947年7月 号)。 同論文は鈴木英一編 ・学陽

書房1977年 発行r教 育基本法の制定』 所収 ・115、

116頁。同旨r教 育基本法の解説』63頁。なお、前掲

の堀尾輝久氏の教基法前文 ・第1条 注釈40・41頁 、

参照。

㈱ 我妻栄編r新 版 新法律学辞典』有斐閣1967年690
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頁。

⑳ 堀豊彦 ・『政治学辞典』平凡社 ・1954年 ・742頁。

㈲ 「法による教育 目的 ・目標規定の問題 」(日本教育法

学会第8回 総会基調講演)、 同学会編r公 教育 と条

件整備の法制』(有斐閣1979年)所 収、59・60頁 。

㈱ 「教育裁判の歴史的 ・社会的意義」、同前 ・編集 ・発

行r教 育権理論の発展』(1973年)所 収、166・167

頁。

⑳r教 育法(新 版)』(有 斐閣 ・1978年)196・197頁 。

⑳r宗 像誠也教育学著作集』第4巻(青 木書店 ・1975

年)43・44頁 。

⑳ 国民教育研究所編r国 民 と教師の教育権』82頁 。

⑬① 『国民の教育権』法律文化社、1973年 、227頁 。

Gllr国 民の教育権』220頁 。

舩 同上 ・225、226頁 。 また、r教 科書問題を考える』

135～140頁 。

㈲ 以上の引用は、堀尾 ・前掲 ・教基法前文 ・第1条 注

釈、37・38頁 。

(謝 鈴木英一r現 代 日本の教育法』33・34頁 。

㈲ 堀尾 ・兼子r教 育と人権』88頁 。

圃 堀尾r教 育の 自由と権利』137～143頁 。 同旨、r教

育 と人権』前掲箇所。

㈱ 『教育 と人権』71～98頁 。

鮒 同前 ・96頁。

69、㈹ 同前 ・83頁、84頁 。

但1)永 井r国 民の教育権』226～228頁 。

幽 「理由」第四の一の1のe「 教育を受ける権利」のU)。

㈱ 同上 ・第四の一の1の 口「教育の 自由」の①。

幽)と くに、エソゲルスの次の所説を参照。

「自由とは、 夢想のうちで 自然法則から独立 する

ということではな く、この法則を認識すること、そ

して、その結果、この法則を特定の目的のために計

画的に作用させることができるということである。

これは、外的 自然法則にも、また人間そのものの肉

体的および精神的存在を規制する法則にも、そのど

ちらにもあてはまることである。……意志の自由と

は、事が らについての知識をもって決定を行なう能

教育の自由と国民主権(中)

力のことにほかならない。」「自由とは、 自然 的 必 然

性 の 認 識 に も とつ い て 、 わ れ わ れ 自身 な らび に 外 的

自然 を支 配 す る こ とで あ る。」(エ ンゲ ル スr反 デ ュ

ー リング論 』 村 田 陽 一・訳
、 大 月 書 店135頁)。

㈲ 、㈹ と もにr現 代 日本 の 教 育 法 』2頁 。

㈲ 同 前 、3・4頁 。

㈱ 同 前、101・102頁 。

㈹ 同 前 、299頁 。

(働 同 前 、300頁 。

61)判 決 理 由第4の 一 の1のe「 教 育 を受 け る権 利 」 の

(2)。

62)「 教 育 に おけ る 自由 と平 等(中)」 ・r科学 と思 想 』18

号(新 日本 出 版 社1975年10月)所 収 ・364、365頁 。

倒 「教 育 に お け る 自由 と平 等(上)」 ・同 前 誌16号(1975

年4月)所 収 ・63、64頁 お よび65頁 注(2)。

働 牧 柾 名 『国 民 の 教 育 権 』(青 木 書 店1977年)95頁 。

㈲ 牧 柾 名r教 育 権 』(新 日本 出 版 社1971年)23、24頁 。

岡 、 ㈱ 『国 民 の 教育 権 』44頁 、 お よび そ の 註 。

鮒 『教 育 権 』181頁 。

69)r国 民 の 教育 権 』107、108頁 。

第3節

(1)第1節 注働に既述。

② 足立和浩 「人に対する行動(1)」・山崎正一他編r新

・哲学入門』(講 談社、1968年)所 収。231、232頁 。

⑧ 哲学における 「意識」概念については、市川浩ほか

編r現 代哲学事典』(講 談社、1970年)50～53頁 ・

市川 「意識(1)」、 また、 平凡社r哲 学辞典』1971年

の 「意識」の項、参照。

(4)市 川浩 「人に対する行動12)」・注②前掲r新 ・哲学

入門』252頁 。

(5)同 前、245～255頁 。引用は253頁。

(6)・(7)と もに、市倉宏祐 「民主的自由」・金子武蔵編

r新 しい倫理』(清水弘文堂、1972年)・150頁 。

(8)榊 利夫 「民主集中制論」(新 日本出版社、1980年)

289～293頁 を参考とした。

⑨ 中久郎 ・塩原勉 ほか編 『社会学の基礎 知識』(有 斐

一54一

N工 工一ElectrOnlcLlbrarySe-vlce



OtemaeUnlverSlty

閣、1969年)30頁(中 久郎執筆)。

α0)r全 訂法学辞典』(日本評論社、1976年)158頁 。

(11)見 田宗介r価 値意識の理論』(弘 文堂、1966年)263

頁。傍点、原文。

働 見 田 ・同前 ・204頁。傍点、かっこ内、原文。

㈱ 恒藤恭 『法の本質』(岩 波書店、1968年)181頁 。

㈹ 本稿 〈上>40頁 ・第2節 注⑳既述の、 ベイの 「r権

力』(r影 響力』)」の概念を参考 とした。

㈲ 本稿 〈上〉ユ8頁既述の、丸山真男のい う 「もっとも

広義の権力」、 ベイの言 う 「強制的な権力」は、 こ

こで述べた 「強制」の力であるといえよう。

α⑤ 国家の概念については、後掲の丸山真男氏、川北洋

太郎氏の論文、藤田勇氏、田口富久治氏の著作のほ

か、小林直樹r憲 法講義(改 訂版)・上』(東 京大学

出版会、1974年)21頁 、参照。

㈲ 丸山真男 ・r政治学事典』(平凡社、1954年)「 政治

権力」の項、参照。 ここで同氏が述べている 「組織

化された権力関係」に働 く力こそ、 本来の 「権力」

というべきであろう。それゆえ、本稿 〈上>18頁 に

おいて丸山氏に従 って 「最広義の権力」と述べた概

念は 「権力」というよりは 「強制力」と表現すべき

ものである。この点、訂正する。

{18》同前 ・参照。

{19同 前。

⑳、⑳ 藤田勇 『法 と経済の一般理論』(日 本 評論社、

1974年)113頁 、117、118頁 。傍点、原文。

伽 田口富久治 『マルクス主義 国家論の新展開』(青 木

書店、1979年)63、64頁 。

㈱ 教育ないし学校教育の 「社会(的)統 制」機能につい

ては、後掲の堀尾氏所説のほか、勝田守一 「学校の

機能 と役割」・r教育と教育学』(岩 波書店、1970年)

所収 ・438～444頁 、同 「政治と文化と教育」・r人間

の科学 としての教育学』(国 土社、1973年)所 収 ・

243頁 、参照。ただ、堀尾氏 も指摘するように、「社

会統制」を学校の三大機能の一つと把握す ることに

は問題がある。

⑳ 堀尾輝久 「教育の本質と学校の任務」・r講座 日本の

教育の自由と国民主権(中)

教育 1教 育とは何か』(新 日本出版社、1976年)

所収 ・98頁ほか、参照。

㈲ 議会制民主主義の概念につき、影 山日出弥 「現代国

家 と民主主義」・『法の科学』第2号(日 本評論社、

1974年)参 照。

㈱ 勿論、形式的な議会主義の教育への適用を全面肯定

することは、 きわめて危険である。鈴木英一r現 代

日本の教育法』では、議会制民主主義そのものにも

言及 して、 この点の指摘がなされている(「 九」の

「4教 育の直接責任性一 議会主義論批判」、とく

に、268、269頁)。

⑳ 同書127～130。 なお、文部省による、教育基本法制

定議会における予想質問答弁書(鈴 木 『現代 日本の

教育法』263、264頁 所載。1947年3月12日 作成)、

参照。

⑳1946年12月27日 、教育刷新委員会 第17回 総会 採択

「教育行政に関すること」

⑳ 有倉遼吉、r教育 と法律』(新評論、1961年)3～15

頁。なお、同旨を判示したものとして、東京高裁昭

和49年5月8日 判決(r行 政事件裁判例集』25巻5

号373頁 以下)が ある。

⑳ 日本教職員組合編 『教育評論』1976年5・6月 合併

号28頁 。本稿 〈上>26頁 、既述。

⑳ 前掲論文 ・54頁。

㈱ 川崎武雄 『法哲学 と法解釈学』(晃 洋書房、197ユ年)

66頁。

⑬J・S・ ミル、加藤新平r法 哲学概論』(有 斐閣、

1976年)450頁 による。

働 川崎 ・前掲書36、37頁 。

㈲ 佐藤節子 「法の拘束力に関する一考察」・日本法学

会編 『法規範の諸問題』(有斐閣、1978年)21頁 。

㈲ 上妻精 「義務」・金子武蔵編 『新 しい倫理』(前掲)

54～56頁 。

㈱ 市川浩 ・注〔4)の論文 ・254、255頁。

劔 教科書裁判における家永側準備書面r家 永 ・教科書

裁判高裁編第1巻 』(総 合図書、1972年)335～339

頁。
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闘 この段落の 記述につき、 やや詳 しくは、 北川 邦一

「民主主義 と公教育制度」・高浜介二編 『教育の原理

とその展開』(あゆみ出版、1983年)41～44頁 で述

べた。

㈹ 教科書裁判における文部省側準備書面 ・前々注 と同

じ書物17頁 、35頁 。

働 同氏編著 『公教育 と国の教育権』15頁 。

働 川北洋太郎 「国家の成立」および 「国家の本質、1、

学説」・田上穣治編r体 系 ・憲法事典』(青 林書院新

社、1968年)3～18頁 、参照。

(43)見 田宗介 ・前掲書14～23頁 の 「価値」概念を参照。

働 人間性の概念につき、文部省r新 教育指針』 第1部

前篇第3章 、春田正治 「道徳の本質と道徳教育のあ

り方」・『現代教育科学』1968年6月 号、参照。

㈲ 文化の概念につき、見田 ・前掲書198～203頁 、r教

育基本法の解説』前文 ・第2条 注釈、参照。

(4⑤ ケルゼン 『正義とは何か』(宮 崎繁樹ほか訳、木鐸

社、1975年)所 収 「正義 とは何か」、 とくに49頁。

働 見 田 ・前掲 『価値意識の理論」 第2章 、 直接には

49貢、参照。

⑱ 平 原 「教 育 を受 け る権 利 とそ の 制 度 的保 障 」 ・ 日本

教 育 法 学 会 年 報 第9号 『子 ど もの権 利 と 教 育 法 』

(有 斐 閣 、1980年)36、37頁 。

(49)デ ュ ーイ ・HumannatureandCondし ℃t,PartI,

SecticnII,P.34.

㈱ 岩 崎 武雄r真 理 論 』(東 京 大 学 出 版会 、1976年)208

～212頁 。

(5D、(52)見 田r価 値 意 識 の 理 論 』17頁 、129頁 。

{53)堀 尾 輝 久r現 代 教 育 の思 想 と構 造 』(岩 波書 店 、1971

年)323頁 、 参 照 。
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